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　建学の精神「真理はわれらを自由にする」（VERITAS LIBERAT）は、戦後間もない昭和21年
に別府女学院の開校に際して、創立者である佐藤義詮初代学長が新しい学校の理念として掲げ
たものである。
　建学の精神について、佐藤学長は、次のように述べている。
　○　私立大学には、その建学の精神にのっとった学風があり、教育の方法がある。
　○　「真理はわれらを自由にする」の自由は人間性の尊重であり、真理の探究は学問の最終目

標でなければならない。
　○　戦前戦中を通じて自由と真理は弾圧されてきた。これからの日本は真理を求め、自由を愛
する若者を育てていかなければならない。

　○　大学は、思想や専門を異にする多数の教授や多数の学生がいる学問研究の共同体である。
　○　大学において、各人が専攻している学問に対する研究の意欲が大学の価値を決定する。
　○　大学に課された課題は、より高き教養、社会人としての生活により良く、より多く寄与するこ
とのできる人間の育成である。

　爾来、一貫して建学の精神としている。

建学の精神

建学の碑建学の碑
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新入生の皆さんへ
別府大学学長　友　永　　　植

　新入生の皆さん、別府大学にようこそ。本学は皆さんのご入学を心から歓迎
いたします。長きにわたるコロナ禍の中、皆さんが本学を目指して勉学に努め
てこられたことに、心から敬意を表します。皆さんの努力が報われるような学
園生活となるよう、私たち大学関係者も力を尽くしたいと思います。
　さて、別府大学は1950年に開学し、今年で74年目を迎えています。この間、
人文・社会・自然科学の３分野にわたる３学部６学科を開設し、教養・専門・
免許資格等の教育を通して、多くの有為な人材を社会に送り出してきました。
このような教育の基礎となる理念が、「真理は我らを自由にする」という建学
の精神です。建学者佐藤義詮は、戦前・戦中を通して自由と真理がないがしろ
にされた歴史を踏まえ、終戦後、本学の門をたたいた学生にこの理念を説いた
のです。この建学の精神は時代を超えた普遍性をもっていますので、今日なお
本学の教育を支える考え方となっています。複雑で変化の激しい現代社会を生
き抜くためには、事実を正確に見極め、本質を見抜く洞察力が必要です。皆さ
んにはこの建学の精神に則った本学の教育のもとで、そのような力を培っても
らいたいと思います。
　大学での学びは、高校までの学習と異なり、学問分野ごとの授業で組み立て
られています。その点で外部から見ると「難しいことを学ぶ」といった印象が
あるかも知れません。しかし、その本質は、皆さんがこれまでに習得してきた
知識や技能を体系化し、この世の中を生きていくために必要な「ものの考え
方」・「ものの見方」を学ぶことにほかなりません。これまでの学習を踏まえて、
新たな学びに躊躇することなく、意欲的に取り組んでください。
　皆さんがよくご存じの『三国志』（中国、三国時代の史書）に「士別れて三
日なれば、即ち更に刮目して相待すべし」という言葉が出てきます。現代風に
訳すと、皆さん方のような若者は三日後に会ってみると、見違えるような成長
をとげている、といったような意味になります。大学の４年間は、もっぱら勉
学とキャンパスライフに時を費やすことができる、人生唯一の機会です。失敗
を恐れず、大いに皆さん方の可能性を試し、伸ばしてください。私たち教職員
はそれを全力で支援します。
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別府大学HPの学生専用ページ
（ポータルサイト）の利用方法

　ポータルサイトから、履修登録や成績照会、就職情報、休講・
補講等の連絡確認ができます。
１．別府大学のホームページを開きます。
　「在学生ポータル」をクリック
２．学内ネットワークシステムのアカウントとパスワードを

入力します。
３．ログインするとトップ画面が表示されます。

（1）履修登録
　メニューの「履修・成績」から、「履修登録」をクリックし、
履修登録画面から履修登録を行います。履修登録内容を確
認し、履修登録を完了します。

（2）成績照会
　「履修・成績」から、「成績照会」をクリックし、成績を
確認します。学期ごとに成績発表が行われます。

（3）就職支援
　「就職支援」では、各種の就職情報を確認することができ
ます。

（4）学期ごとの目標設定、振り返り等の記録
　「学生支援」から、「ポートフォリオ学習支援システム」
をクリックします。ログイン画面で学内ネットワークシス
テムのアカウントとパスワードを再度入力し、メニューか
ら「振り返り」や「目標」等を選択し、入力し、記録します。
　授業評価アンケートについてもこのシステムを利用して
います。

（5）シラバスの検索
　「シラバス」画面で、授業内容を確認することができます。
　また、「研究者総覧」で教員の専門等を確認することもで
きます。

（6）休講・補講等の確認
　トップ画面の「大学からのお知らせ」や「講義のお知らせ」
で休講・補講情報を確認することができます。その他に「あ
なた宛のお知らせ」等も確認することができます。
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学生生活ガイドＱ＆Ａ
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Ｑ．授業の教室がどこにあるか分かりません。
Ａ．学生生活ハンドブックに載っている『学内施設配置図』と『教育研究施設

案内図』で位置を確認しましょう。また、moodleにある『教室案内（検索）
システム』も活用してください。

Ｑ．いろいろな証明書はどこでとれますか？
Ａ．各種証明書等は、１号館１階の大学事務局内に設置されている自動発行機

で取得することができます。但し、自動発行機の利用時間は、平日８：30～
17：15、土曜８：30～12：30までとなっています。自動発行機より直接発
行されない証明書等については、自動発行機で申込手続きを行い、取り扱い
窓口に提出の上交付を受けてください。（P105に各種証明書等一覧表あり）
　なお、自動発行機の利用者が多い時期は、取り扱い窓口において直接申込
を受け付けます。但し、この場合は２日後の交付となります。

Ｑ．学割証を受けるには、どうしたらいいですか？
Ａ．JRの場合、帰省・旅行・課外活動などで乗車区間が100kmを超える場合、

「学校学生生徒旅客運賃割引証（以下「学割証」という）を利用することで、
乗車券を２割引で購入できます。船の場合、乗船区間が100kmを越えなく
ても利用できます。但し、有効期限は発行日より３ヶ月間となっており、路
線・高速バス等には使用できませんので留意してください。
　課外活動や研究会活動など団体で利用するときには、団体割引が利用でき
ます。団体割引証はJR窓口、フェリーターミナル、旅行代理店で発行して
おり、利用にあたっては大学の証明印が必要となります。
　また、通常学割は２割引（年末年始・ゴールデンウィーク・夏季一定期間
を除く）です。
　学割証の発行の趣旨は「就学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に
寄与する」というものであり、他人名義の学割証を使用して乗車券を購入し
たり、大学が記入した内容を改ざんして使用した場合、学割証の発行を停止
します。

学生生活ガイドＱ＆Ａ
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Ｑ．自動車や原付で通学することはできますか？
Ａ．市外からの通学で、公共の交通機関もしくは他の交通手段で通学すること

が著しく困難な者及び特にやむを得ない事情がある者以外は、自動車通学は
厳禁です。
　自動車通学の学生はサークルハウス駐車場（許可車輌のみ）、バイク等二
輪車及び自転車通学の学生は南門駐輪場を使用できます。駐車時間はいずれ
も午前８時～午後８時となっています。
　上記以外の場所は違法駐車、迷惑駐車・迷惑駐輪となります。付近の住民
の方々に迷惑をかけますので、絶対に違法駐車等をしないでください。

Ｑ．学費の納入について相談したいのですが？
Ａ．授業料の分割は、前期最大４回、後期最大４回の年８回まで分割可能です。

他にも授業料延納もあり、最終期日は前期分は６月30日まで、後期分は12
月25日までとなっています。いずれの許可願も学生課で配布しますが、前
期分は４月20日まで、後期分は９月30日までに学生課へ提出してください。
期日がすぎると期末試験が受けられなくなります。

Ｑ．病気で授業を欠席したのですが、どうしたらいいですか？
Ａ．やむを得ない事情（病気等）により授業を欠席する場合には、欠席届を記

入し担任に印鑑をもらったあと、各授業担当教員に直接届けてください。尚、
病気・通院・事故等の場合は、その旨の証明できるものを添えて提出するこ
と。なお、忌引きやインフルエンザに罹患した時、大会に出場した時、公共
交通機関の運休等の欠席の取り扱いは「学生生活（学則等諸規則）」226頁
の「公欠に関する取扱い」をご覧ください。

Ｑ．休学や退学したい場合はどうしたらいいですか？
Ａ．学科担任に相談してください。面談後、願出用紙を記載し、許可が下りた

ら許可通知を自宅に送付します。この際、各種奨学金を借りている学生は併
せて手続きが必要になります。必ず学生課に問い合わせてください。

Ｑ．授業中に怪我をした場合、どうすればいいですか？
Ａ．万が一、怪我をされた場合は、保健室で手当てを受けてください。なお、
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大学が加入している学研災（保険）の対象となる場合がありますので、30
日以内に学生課まで報告に来てください。例１．調理実習中に包丁で手を切っ
た。正課中・学校行事中は治療日数が１日から学研災の対象。例２．野球の
練習中に骨折した。課外活動中は治療日数が14日以上で学研災の対象。

Ｑ．通学中に事故にあったのですが、どうしたらいいですか？
Ａ．万が一、通学中などに交通事故に遭った場合は、所属学部の担任に連絡を

し、今後の学修に関する指示を受けてください。なお、大学が加入している
学研災保険（通学特約）の対象となります。30日以内に学生課まで報告に
来てください。

Ｑ．アルバイトを紹介してもらえますか？
Ａ．１号館１階のエレベーターホールに、アルバイトの求人情報を掲示してい

ます。

Ｑ．住所や氏名が変更になりました。どこで手続きをしたらいいですか？
Ａ．学生課に「住所変更届」及び「改姓・改名届」がありますので、届け出を

してください。
　　なお、氏名が変更した場合は、住民票を添えて届け出をしてください。

Ｑ．落とし物を拾ったら、どこに届けたらいいですか？
Ａ．学生課へ届けてください。なお、落とし物をした時は、学生課へ問い合わ

せてください。

Ｑ．国が実施する修学支援新制度とはどういう内容でしょうか？
Ａ．国が実施する修学支援新制度は令和２年度からスタートしましたが、給付

奨学金と授業料減免の２つの支援を受けることができます。
　　世帯の収入などの要件がありますので、学生課に問い合わせるか日本学生

支援機構のホームページをご覧ください。
　　申請は４月と９月の年２回を予定しています。
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Ｑ．家計の急変が発生したのですが、どこに相談すれば良いですか？
Ａ．大学事務局の学生課窓口で相談してください。
　　授業料の納入方法や家計急変の内容に応じての支援について、説明をいた

します。

Ｑ．海外への留学を考えているのですが、どこで情報を入手できますか？
Ａ．本学では、各学期の始めに海外留学説明会を開催しています。
　　「ちょっと海外留学をしてみたい」という人も「がっつり語学を身につけ

たい」という人も、留学に興味のある方は、参加してください。
　　また、大学事務局に海外留学推進センターがありますので、気軽に相談に

来てください。
　　今年度の海外留学推進センターのプログラム（予定）は下記のとおりです。

〔短期留学〕
・アメリカ（３週間）
・フランス（４週間）
・中国（４週間）
・台湾（２週間）

〔長期留学〕
・イギリス（２セメスター）
・アイルランド（１セメスター）
・フランス（１、２セメスター）
・中国（１、２セメスター）
・韓国（１、２セメスター）　　　　＊セメスター＝半期
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学生生活に必要な手続きと心得

１．学　生　証

（１）学生証の意味
　学生証は入学と同時に交付され、本学の学生であることを証明するもの
です。卒業年度まで大切に保管すると共に、常時携帯し、求めに応じいつ
でも呈示できるようにしてください。次のような場合に必要となります。
　◎試験を受けるとき
　◎通学証明等申請するとき
　◎書留・小包・手紙等郵便物を受け取るとき
　◎通学もしくは通学定期、学割乗車券により乗降車船するとき
　◎図書館で貸出を希望するとき
　学生証は、他人に譲渡したり汚損したりしないよう気をつけてください。
有効期間（入学年次～卒業年次）が過ぎたとき、あるいは、卒業・退学等に
より学籍を離れる場合は、返却しなければなりません。また、紛失・破損し
た場合は、ただちに学生課へ届け出て必ず再発行の手続きを行ってください。

（２）記入事項の変更
　学生証は、記載事項に誤りがあっては使用できません。次のような場合
は早急に届け出てください。
　◎転科したとき
　◎改姓・改名したとき

（３）学生証の交付
　学生証は、入学後に交付します。紛失した場合や盗難にあった場合は学生
証が悪用される危険性がありますので、十分に気を付けて常時携帯してく
ださい。

（４）学生証の再発行
　再発行には、再発行料（1,000円）が必要です。交付は申込日から約１
週間後となります。
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（５）仮学生証
　学生証は定期試験の受験に不可欠なものです。もし忘れた場合は学生課
で仮学生証を発行しますので、交付を受けてから受験してください。その
際、発行料（500円）を徴収します。
　なお、仮学生証は発行当日しか使用できません。

２．学　籍

　入学後いろいろな事情で就学上支障をきたすような事態がおこった場合
は、遠慮なく事務局又は担当教員に相談してください。

（１）休学（学則第36条・第74条）

　休学期間は前期のみ、後期のみ、通年の３通りがあります。その期間は
在学期間に算入されません。休学の時期は、事由の発生した日時にかかわ
らず、次の学期の始めからとなります。病気休学のときは、医師の診断書
が必要です。休学期間の切れる１ヶ月前までに休学終了後の手続きとして、
継続休学、復学、退学のいずれかの手続きをとらなければなりません。

（２）復学（学則第37条）

　病気治癒による復学の場合は、医師の診断書が必要となります。復学後
の履修については、教務課で相談してくだい。

（３）退学（学則第38条）

　病気などの理由によりやむなく退学せざるを得ないときは、早目に、各
学科の先生に相談してください。

３．学費の納入

　本学に在学する学生は、授業料その他の納入金を所定の期日までに納入し
なければなりません。所定の期日までに納入しない場合は、学則により除籍
になりますので、くれぐれも注意してください。
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　学籍に異動が生じる場合（休学、復学、退学等）は、基準日の１ヶ月前
までに手続きを行ってください。基準日に手続きが完了していない場合は、
異動前の学籍により学費を納入しなければなりません。
　◎学籍の基準日　前期４月１日、後期10月１日

（１）納入期限
　学費は半期分一括納入を原則としています。
　前期分は２月中、後期分は７月中に納付書を保護者住所へ郵送します。
　期限を守ってご利用ください。
　◎納入期限　前期４月20日　後期９月30日

（２）授業料等納入金
2024年度入学生 （単位：円）

学部　
学科

納入金
内訳（年額）

文　　　学　　　部 食物栄養科学部 国際経営学部

国際言語・文化学科 史学・文化財学科 人間関係学科 食物栄養学科 発酵食品学科 国際経営学科

授　業　料 680,000 840,000 680,000

教育研究料 110,000 120,000 110,000

施設設備費 100,000 130,000 100,000

*同 窓 会 費 20,000 20,000 20,000

*後 援 会 費 10,000 10,000 10,000

合　　　計 920,000 1,120,000 920,000

　*同窓会費と後援会費は初年度のみ

（３）納入延期期限及び分割納入期限
①納入期限の延期を希望される場合は、「納入金延納許可願」を学生課

へ提出してください。
　◎延納期限　前期６月30日、後期12月25日
②前期分学費・後期分学費の分割納入を希望される場合は、「納入金分

割納入許可願」を学生課に提出してください。前期・後期それぞれ最
大４回まで分割納入することができます。

　◎分割最終納入期限　前期６月30日、後期12月25日
③「納入金延納許可願」並びに「納入金分割納入許可願」については、

本人・保護者の連署及び印鑑が必要となります。提出期限（＝納入期限）
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に間に合うように、学生課で早めに書類をもらって提出してください。

（４）その他納入金
　教員免許、司書、学芸員、日本語教員の資格を取得するための課程履修
費や教育実習など実習を受ける経費など授業料や教育研究料とは別に納入
しなければならない経費があります。

４．諸　届

各種届出用紙は学生課にあります。

（１）住所等の変更届
　①～③について、変更が生じたときは必ず学生課へ届け出てください。
①　住所変更届（本人、又は、保護者）
　　本人、又は、保護者の住所や連絡先（携帯電話番号等）に変更があっ

たとき
②　保護者変更届
　　保護者に変更のあったとき（住民票を添付のこと）
③　改姓・改名届
　　氏名に変更のあったとき（住民票を添付のこと）

（２）欠席届
　課外活動等の公式的な遠征・行事、就職、教育実習、その他の事由によ
り欠席する場合、又は、病気等により欠席する場合は、「欠席届」を科目
担当教員に提出してください。

（３）長期欠席届
　病気その他の理由により長期欠席する場合は、所定の「長期欠席届」を
学生課に提出してください。病気の場合は診断書が必要です。

（４）集会（行事）開催届・遠征（合宿）届（｢学生心得」参照）
　課外活動や自主的な学習活動などで教室や学内の各施設を利用するとき
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は、「集会（行事）開催届」が必要となりますので、１週間前までに学生
課に提出してください。
　その他、長期休暇などを利用しての合宿・団体旅行・遠征などはいずれ
も事前の届出「遠征（合宿）届」が必要となります。なお、合宿・キャン
プ・登山・グループ旅行の際には、万一に備えて必ず計画書を提出してく
ださい。
　また海外旅行（個人研修旅行を含む）の際は「海外旅行届」を提出して
ください。

５．通学証明書

　通学定期券の購入区間は、現住所の最寄り駅と大学の最寄り駅（別府大
学駅）を結ぶ最短区間でなければなりません。不正乗車は絶対してはいけ
ません。発覚した時はその定期券の没収はもとより、罰金が科せられるこ
とになります。

（１）Ｊ　Ｒ
　「通学証明書兼通学定期乗車券購入申込書」に、必要事項を記入し、学
生課で証明印を受けてください。それを最寄りの駅に提出すれば通学用の
定期券を購入することができます。「通学証明書兼通学定期乗車券購入申
込書」は学生課にあります。

実習用通学定期乗車券
　インターンシップや臨地実習等の事由で、通学定期乗車券を購入する
場合、申請が必要となりますので、１ケ月前までに学生課へ相談に来て
ください。

（２）大分交通・大分バス・亀の井バス
　「通学定期券申込書」に必要事項を記入して証明印を受け、各バス会社
の定期券発売窓口へ提出すると購入できます。「通学定期券申込書」は学
生課にあります。
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６．学生割引証（学割）

　正式には「学校学生生徒旅客運賃割引証」といい、発行の趣旨は「就学
上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与する」というものです。
必要に応じて有効に使用してください。
　学校で発行する学割証は、ＪＲと船舶に通用するもので、路線・高速バ
ス等には使用できませんので留意してください。また、通常学割は２割引
（年末年始・ゴールデンウィーク・夏季一定期間を除く）です。

（１）個人用
　JRの場合、帰省・旅行・課外活動などで乗車区間が100kmを越える場
合に乗車券を２割引で購入できます。船の場合も同様ですが、乗船区間が
100kmを越えなくても利用できます。有効期間は発行日より３ヶ月間と
なっています。

（２）団体用
　課外活動や研究会活動など団体で利用するときには、団体割引が利用で
きます。団体割引証はＪＲ窓口、フェリーターミナル、旅行代理店で発行
しています。利用にあたっては大学の証明印が必要となります。

（３）学割使用上の注意
　次のような場合、学割証の発行を停止します。
　◎他人名義の学割証を使用して乗車券を購入した場合
　◎大学が記入した内容を改ざんして使用した場合

７．奨　学　金

　人物・学業ともに優れかつ健康であって、経済的理由により修学困難な
学生に対し、日本学生支援機構奨学金・地方自治体及び民間育英団体の奨
学金制度があります。
　本学では、日本学生支援機構の奨学金制度がもっとも多く利用されていま
す。この制度は、無利子貸与奨学金（第一種奨学金）と有利子貸与奨学金（第
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二種奨学金）と給付奨学金（原則返還不要）があります。
　経済的な理由により修学困難な学生に学資を貸与又は給付し、国家及び
社会に有為な人材の育成に資することと、教育の機会均等に寄与すること
を目的として、政府からの借入金を主体に奨学生の返還金や寄付金によっ
て運営されています。募集人員も多く、最も利用しやすい奨学金です。
　さらに、2020年度から高等教育の修学支援（授業料等の減免・給付奨
学金の２つの経済的支援）を同時に受けられる制度も新設されました。
　奨学金についての案内は学生課（奨学金）掲示板に掲示、学内Gmailに
て連絡をします。

日本学生支援機構奨学金
①　募集時期

　募集の案内は学生課（奨学金）掲示板に掲示、学内Gmailにて連絡を
しますので、見落としのないように注意してください。募集時期に説明
会を実施し、申込書等を配布します。申込希望者は、必ずこの説明会に
出席してください。
　なお、家計急変の場合等は、時期に関係なく申込できますので学生課
に相談に来てください。
②　採用人員

　2023年度は、予約採用者を含め、第一種奨学生（無利子貸与）は
129名、第二種奨学生（有利子貸与）107名、給付奨学生102名がそれ
ぞれ採用されています。
③　選考及び推薦

　申込書類に基づき、学業成績・家計状況・人物の３点で審査され、適
格者を選考して日本学生支援機構に推薦します。
④　採用決定

　奨学金採用候補者として推薦された学生は日本学生支援機構が審査し、
その結果が大学に通知されます。採否については学生課で伝達します。
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⑤　貸与月額（2024年度入学者） 2024年４月１日現在

通学形態
種　別 自　　宅 自宅外

第一種（無利子貸与）
　 奨学金 ※１

自宅最高月額　54,000円
20,000円・30,000円・40,000円

（選択）

自宅外最高月額　64,000円
20,000円・30,000円・40,000円

・50,000円
（選択）

第二種（有利子貸与）
奨学金

20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円・70,000円
・80,000円・90,000円・100,000円・110,000円・120,000円

（自由選択）

※１　  申込時における家計支持者の年収が一定額以上の方は、各区分
の最高月額以外の月額から選択することになります。

　　　 また、自宅外通学の学生は、「自宅」「自宅外」の中から月額を
選択することができます。

（注）１　第二種奨学金の貸与年利率は、①利率固定方式②利率見直
し方式のうちから第二種奨学金を申し込む際に選択しま
す。いずれの方式も年３％が上限です。

　　　　 なお、在学中及び返還猶予中は無利息です。
（注）２　第１学年において４月を始期として第二種奨学金の貸与を

受ける者については、希望に応じ、４月の基本月額に下記
の定額を増額して貸与を受けることができます。（ただし、
日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申込んで、所得
金額が低いために貸付を受けることができなかった者が対
象となります。）

　　　　　入学時特別増額貸与奨学金
　　　　　　10万円、20万円、30万円、40万円、50万円（選択）
　　　　　※（入学時特別増額貸与奨学金は有利子です。）

⑥　返還の義務
　日本学生支援機構の奨学金は、給付奨学金を除き、貸与です。卒業後
は規則に従って必ず返還しなければなりません。必要額以上の借り入れ
はしないよう、十分注意してください。返還期間は返還総額、割賦方法
によって異なりますが月賦で20年以内となっています。初回振込後の
６月～７月頃に返還についての説明会を実施します。学生課（奨学金）
掲示板、学内Gmailで確認してください。
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８．課外活動

　大学は教育の場であり正課授業を優先することはいうまでもありません
が、最近では大学教育の一環として、人間的なつながりを前提にした課外
活動が、特に重要視されています。サークルや研究会に所属することによっ
て、同輩や先輩との交流を深めるとともに、技術の練磨に努め人格を陶冶
し、能力を開発するよい機会となります。本学でも多くのサークルがそれ
ぞれ体育系・文化系に所属し、また、学科所属の研究会も自主的に活発な
活動をしています。
　なお、サークル活動でさまざまな問題が生じたときは、各団体役員又は
学生課へ相談にきてください。

〈体育系〉
★硬式野球部・★剣道部・★柔道部・★なぎなた部・少林寺拳法部・卓球部・
ソフトテニス部・ワンダーフォーゲル部・バドミントン部・バスケットボール部・
サッカー部・バレーボール部・弓道部・合氣道部・陸上部・水泳部・フット
サル部・ハンドボール部・硬式庭球部・ヨット部・空手道部・アーチェリー部・
居合道同好会

〈文化系〉
★吹奏楽団・演劇部・器楽部・写真部・フォークロッククラブ・天文部・イ
ラスト研究部・企画部M・A・P・ギター愛好会・現代視覚文化研究会・温泉
愛好会・モルック愛好会・沖縄エイサー団・箏曲愛好会・BVNGOレトロ散
策会・別府大学図書館友の会（FOBUL）

★は強化サークル

〈学生の研究室・研究会活動〉
史学・文化財学科研究室

①アーカイブズ・史料学　②アジア史　③考古学　④女性史　⑤西洋史
⑥東洋史　⑦日本近世・近代史　⑧日本古代・中世史　⑨日本城郭
⑩文明学　⑪民俗学　⑫歴史美術　⑬戦史　⑭文化財科学
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国際経営学科研究室
①旅と地域の研究会　②英会話・簿記会計研究会

食物栄養科学部
①ジビエ料理研究会・狩猟サークル

９．長期休業中の諸活動

　長期休業中にグループによる旅行、サークルによる遠征・合宿などを行
う場合は、各休業が始まる前に活動届を学生課に提出してください。
　また、海外旅行をする場合は必ず「海外旅行届」｛旅行計画書（日程表）
添付｝を学生課に提出してください。
　特に集団による行動は、社会的に注目されるものです。学生としての良
識に基づいた安全と社会的道義を第一とし、以下のことに注意し、行動す
るように心がけてください。

◎　本学の学生として、恥じないように自覚ある行動をとること
◎　ささいなことでも事故があった場合は、学生課に連絡をして、対策

を相談すること
◎　無理な計画及び行動はしないこと
◎　自動車･単車などを運転しての旅行等は、法規を守り安全運転の励

行に努めること

10．アルバイト

　大学生活を継続するにあたり、経済的理由により、アルバイトを必要と
する学生のために、学生課では学業に支障がないものに限りアルバイトの
紹介をおこなっています。
　近年、アルバイトをすることは、大学生活にとって当然のことのように
考えられていますが、学業と両立させることは困難であり、学力低下の一
要因ともなっています。不必要なアルバイトはできるだけ避けることが望
ましいです。アルバイトは自分の生活設計を合理的にたて、健康と学業を
十分考えたうえで、自分に適した職種を選択するよう心がけてください。
　また、留学生のアルバイトについては、事前に資格外活動（アルバイト
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活動）の申請が必要となります。必ず留学生課で就労時間等を確認し手続
を行ってください。怠ると強制出国などの厳しい処分が科せられます。
　なお、夜間の接客業や危険作業と思われるものなど学生に不適当なアル
バイトは紹介しません。大学の紹介によらないアルバイトの選択に関して
は各自で十分考慮してください。

（１）紹介
①　求人の申し込みがありしだい、専用掲示板（１号館エントランスホー

ル）で紹介します。

（２）就労上の注意
　いかなる職場においても常に本学の学生であることを自覚し、誠意を
もって仕事にあたり責任を果してください。

11．学生への伝達方法

①	 掲示板　②　別大Gmail　③　携帯

①	 掲示板
　大学からの通知や連絡の多くは、掲示板（１号館大学事務局前等）で行
います。皆さんの修学に直接関係ある事項を掲示しますので、キャンパス
に入ったら必ず掲示板を見る習慣をつけてください。掲示を見なかったた
めに起こる不利益については保障しませんので、各自十分に注意してくだ
さい。

②	 別大Gmail　
　学生全員にメールアドレスを付与しています。入学時に配布されたアカ
ウント通知書を確認し利用してください。（別府大学HPの学生専用ページ
（ポータルサイト）を参照）
　災害時の安否確認の際にもこのアドレスを使用し大学から連絡がありま
す。在学期間中のみ利用できます。
※在学生ポータルとGmailのパスワードが記載されている「アカウント通
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知書」を紛失した場合にはメディアセンターまでお問い合わせください。
アカウント通知書は個人情報なので大事に保管してください。

③	 携帯＊緊急連絡について
　大学から皆さんに至急連絡をとらなければならない時は、原則として届
け出ている携帯番号に連絡します。大学からの連絡が受けられるよう設定
してください。携帯電話や住所等に変更があった場合は早急に学生課まで
お知らせください。

その他　電話による問い合わせ
　個人情報保護の観点から、学生及び教職員の住所・電話番号等の問い合
わせには一切応じられませんので、このことを承知のうえ、あらかじめ家
族や友人などに知らせておいてください。

12．本学での主な禁止事項

・学内及びキャンパス周辺での喫煙
・学内での飲酒
・許可車以外の自動車での通学
・キャンパス周辺（コンビニやスーパー等）の迷惑駐車

13．その他

（１）住　居
〈学生寮〉
　本学の寮は本学の学生に勉学と生活のための良好な環境を提供するこ
と、及び教育の一環として規律ある集団生活を通して人格の形成と学生生
活の充実を図ることを目的として設けられた寮です。
　入寮を許可した際、寮則ならびに注意事項をお渡ししております。内容
をしっかりと確認のうえ、規則正しい寮生活を送ってください。
〈下宿・間借〉
　下宿・間借は学生課で紹介しています。相談のあるときは申し出てください。
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　なお、大学生としての自覚を持ち、規律ある生活をしてください。

（２）健康保険証
　学生寮や下宿などに寄宿していて帰省先が遠い学生は、万一の場合に備
えて「遠隔地被保険者証」を取り寄せておくと安心です。

（３）負傷・病気
　入学後、学生生活にも次第に慣れ、緊張の緩みから生じる思わぬ事故や
病気に悩まされることがあります。その場合には学内の保健室を利用して
ください。
　教育研究中や課外活動中あるいは通学中の災害・傷害に対しては、大学
で「学生教育研究災害傷害保険」と「通学中等傷害危険担保特約」に加入
しています。支払われる保険金の種類と額は、事故の状況や傷害の程度に
よって区分があります。なお、事故発生後１ヶ月以内に通知しないと、保険
金が支払われないことがありますので、ただちに学生課へ連絡してください。

（４）自動車通学
　自動車通学は原則禁止です。
　本学は、短大との併設で学生数も多く駐車スペースも十分でないため、
公共の交通機関での通学を原則としています。市外からの通学で、公共の
交通機関もしくは他の交通手段で通学することが著しく困難な者及び特に
やむを得ない事情がある者以外は、自動車通学は厳禁です。
　自動車通学の学生はサークルハウス駐車場（許可車輌のみ）、バイク等
二輪車及び自転車通学の学生は、南門駐輪場を使用できますので整理をし
て、駐輪をしてください。駐車時間はいずれも午前８時～午後８時となっ
ています。
　上記以外の場所は不法、迷惑駐車・駐輪となります。付近の住民の方々
に迷惑をかけますので、絶対に不法、迷惑駐車・駐輪をしないでください。
　なお、自動車通学の希望者は、必ず学生課で許可申請の手続きを行って
ください。（許可申請の手続き終了後審査し、自動車通学の許可を得た学
生には、「サークルハウス駐車場許可証」を発行します。）募集時期は12
月下旬から１ヶ月間です。但し、新入学生は、申請することができません。
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（５）郵便物の取扱い
　学生宛の郵便物は事務局で取扱います。
　特に書留等の重要郵便物は、たとえ面識により本人であると確認できて
も学生証がなければ受け渡しはできません。

（６）遺失物・拾得物
　学内で物品、金銭などを拾得、又は、紛失したときは、ただちに学生課
に届け出てください。届出のあった拾得物については、学生課で一定期間
（３ヶ月）保管していますので、紛失した物が届いているかどうか学生課
にて確認することができます。なお、遺失物、拾得物を引き取る場合、学
生証が必要となります。

◇　自然災害による休講等の措置
１．台風・暴風雨による休講措置
　台風や暴風雨等によって、（A）（B）のいずれか、または、両方の状況が生
じている場合は、授業（期末試験を含む）を休講します。ただし、その後、警
報が解除されるなど（C）の状態になった場合に、休講措置を解除し、記載の
とおり授業を実施します。

休講する場合 （C）休講を解除する場合

（A）別府市又は別府市を含む地
域に暴風警報、暴風雪警報又は特
別警報（大雨・暴風・暴風雪・大
雪）が発令された場合

午前７時の時点で警報が解除されてい
る場合

通常授業
（休講なし）

午前７時の時点で警報が発令されてい
る場合

１・２限休講

午前11時の時点で警報が発令されて
いる場合

午後休講

（B）JR別府大学駅到着便（上り
および下り）が運休している場合

午前７時の時点で運行を再開している
場合

通常通り
（１限目から授業）

午前７時から午前８時40分の間に運
行が再開された場合

１限のみ休講
（２限目から授業）

午前８時40分から午前11時の間に運
行が再開された場合

１・２限のみ休講
（３限目から授業）

午前11時の時点でなお運行が再開さ
れない場合

終日休講
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●注意事項
　大学の休講措置の判断基準は上記のとおりですが、台風等気象の影響は地域
により差があります。テレビやラジオで居住地の気象情報を把握し、自分自身
で登校すべきかどうかをしっかりと判断してください。登校に危険があると判
断し欠席した場合には、後日遅滞なく担当教員に欠席届（欠席の理由を明記す
ること）を提出してください。欠席届により、通学が困難であったと認められ
る場合には、本人の不利益にならないよう配慮します。

２．地震による休講措置
　地震が発生した場合は、当日または当分の間、授業を休講（試験を延期）す
ることがあります。

別府市に震度５強以上の地震が発生
した場合

当日休講とします。

別府市に震度５強未満の地震が発生
し、JR別府大学駅到着便（上りおよ
び下り）が運休している場合

午前７時の時点で運休して
いる場合

１・２限目休講

午前11時の時点でなお運休
している場合

終日休講

３．休講措置の周知方法
　大学ホームページ上に掲載します。ただし、気象状況等によっては情報の更
新が遅れる可能性もあるので、基本的に上記で判断してください。

４．登校後の全学休講措置
　平常通り授業を開始した場合でも、天候の悪化や地震の発生等によって、途
中から休講にする可能性があります。その場合は、大学から指示をします。

５．休講措置の補講
　休講措置をした場合は、当該学期中に補講を実施します。補講の日程は掲示
板でお知らせしますので、見落としのないように注意してください。教員から
個別に補講連絡があった場合は、その指示に従ってください。
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学生ホール
　25号館１階・32号館１階に学生ホールが設けられています。また、３号館
の食堂「和（なごみ）」も学生のための憩いの空間ですので、大いに活用して
ください。昼食もこのホールを利用できます。
　学生のための自由な場所ですので、お互いに気持ち良く使えるよう心がけま
しょう。
　◎　利用時間　８：30～18：00（土曜日は13：00まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　※ただし、長期休暇中はこの限りではない。

ラーニング・コモンズ
　39号館国際経営学部棟の１階に図書室及び学習室が設置されています。こ
こは「ラーニング・コモンズ」と呼ばれ、新しい図書館の概念で、学習活動支
援のサービス・資料を提供する施設です。他学部等の学生も大いに活用してく
ださい。
　また、18号館４Fにも、アクティブ・ラーニング用学習室としてラーニング・
コモンズがあります。

学園環境の整備
　皆さんの学修の場である学園環境の整備は大切な問題であります。大学はそ
のため改善等に努め、建物・キャンパスの清掃、整頓、美化には各々の係がこ
れに当っていますが、学生の協力があってこそ真の学園にふさわしい環境をつ
くることができます。
　次の点にご協力願います。

◎　学内全面禁煙
◎　学内施設の美化に心がけること
◎　教室等学内施設を使用する場合は、必ず後始末を行うこと



学 び の ガ イ ド
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学びのガイドＱ＆Ａ

　別府大学への入学、おめでとうございます。これから緑豊かで閑静な住宅地
の中のキャンパスで４年間を過ごすことになります。思い切り学び、実り豊か
な大学生活にしてください。 皆さんの中には、高校までとまるで異なった大学
の雰囲気にとまどっている人もいるかもしれません。この「学びのガイドＱ＆
Ａ」はそのような人たちのために、これからの学生生活について知りたいと思っ
ていること、疑問に思っていることを、できるだけ分かりやすく説明しました。
　このＱ＆Ａが全てではありません。「学生生活ハンドブック」の履修の手び
きなどを参考にしながら分からないことがあれば、遠慮せずに事務局に相談し
てください。

１．大学と高校とは何が違うのですか？勉強の仕方も違うのですか？

　大学と高校との違いには種々ありますが、幾つかの点から違いを見てみます。
１．もっとも大きな違いは、「ホームルーム」がないことです。

　高校までは、ホームルームが学習の拠点となり、様々な情報の源でしたが、
大学にはこれがありません。本学にもクラス担任制度はありますが、教員の
職員室がないので、担任はそれぞれの研究室で学生からの質問等にオフィ
スアワー（詳細は後述）を活用して対応しています。大学では、授業を受
ける教室は授業時間毎に変わり、学習の拠点は分散しています。また、大
学が学生に伝える様々な情報は主に在学生ポータルサイトから収集するこ
とになります。その他メールや掲示板等でお知らせしますが、必要な手続
きの締切日・方法などが分からない、いろいろな手続き等に関する説明会
の日時が分からずに出席できなかったなど、時として致命的な結果を招くこ
ともあります。このようなことを防ぐためにも必ず在学生ポータルサイト等
で情報収集を行い、下校の時には新しい情報の確認をする等、１日に最低
２回は在学生ポータルサイト等を見るように習慣づけてください。また、信
頼できる友人をたくさん作り、その友人との情報交換も有意義なものです。
　大学全体の集中掲示板は、大学事務局の前にありますので、こちらも参
照してください。
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２．学期の分け方が違います。
　最近は一部の高校でも２学期制を採用しているところもありますが、多
くの高校では３学期制をとっています。本学では、前学期（４月～９月）
と後学期（10月～翌年３月）の２学期制を採用しています。一般的に前期、
後期と言います。
　また、本学では、前期と後期に各15週間の授業を行い各期に１回の期末
試験を加えて完結（試験があり成績評価する。）する制度（これを「セメス
ター制」という。）を取り入れています。

３．授業時間が違います。
　多くの高校では、１時限の時間は50分ですが、本学では90分で授業を行
います。
　授業科目によっては、週２回授業があるもの、２限続きで授業が実施さ
れる科目もあります。

４．勉強する方法が違います。
（１）大学では多くの科目の中から、自分で選択して授業を受けます。

　高校では学校で決められた一定の科目に沿って勉強していました。と
ころが大学では、皆さんが多くの科目の中から興味深い科目を自分で選
択して授業を受けることになります。この点が高校での勉強と大学での
勉強の大きな違いなのです。
　これらの科目の中には、学生全員が履修しなければならない科目（必
修科目）がありますが、多くは自由に選択できる科目（選択科目）になっ
ています。つまり、自分で学びたいと思う科目を選ぶことができます。

（２）授業の受け方についても違います。
　高校では時間割に沿って同学年同クラス全員で授業を受けます。一方、
大学では各自が選んだ科目の授業を、時間割に従いそれぞれの教室に出
向いて受けることになります。
　なお、授業を受けることを大学では、「履修」といいます。

（３）決められた教科書（テキスト）はなく、授業担当の教員が指定します。
　高校では教科書（テキスト）も決まっていました。ところが大学では、
担当の教員によって使う場合もありますし、使わない場合もあります。
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ただし、教科書（テキスト）を使わない場合でも通常は、教員が準備し
た講義資料や参考文献を使用します。
　参考書にしても、大学では高校時代のような「標準的な参考書」とい
うものはありません。理解を深めて知識を自分のものにするためには、
教科書や講義ノートの末尾に記載されている“参考文献（大学では参考
書とは呼びません）”を自分で購入するなり、図書館で探し熟読する努
力が求められます。

５．授業の形態が違います。
　高校では先生が教科書に沿って教えるという手法をとることが一般的で
す。しかし、大学ではこのような授業に加えて、小論文形式のレポートの
提出など、高校時代にはあまり経験しなかった授業形態が多く取り入れら
れます。
　高校までは実験・実習という言葉は耳にしても、講義、演習という言葉
はあまり耳にしなかったと思います。大学では、これらの言葉や文字が頻
繁に出てきます。

（１）講義とは、教員が学生に対して学問の方法や成果などについて、
その内容を説き聞かせることによって知識を授ける授業形態です。

（２）演習とは、少人数制による授業形態の一つで一般的に教員による
講義とともに、プレゼンテーション（皆の前での報告）、授業テーマ
についてのグループ・ディスカッションなど学生も討議・研究発表
などを行いながら指導を受ける授業形態です。

６．学生の勉強に対する取り組み方が違います。
　高校はあくまでも基礎的教養を身につけるための勉強をする場所です。
これに対し大学は、より高度な教養と専門的知識を身につけるために勉強
をする場所と言えます。このことを大学では、「学修」すると言います。
　高校では誰もが取り組めるようにあらかじめお膳立てされた科目を＜受
身＞で勉強すればよかったわけですが、大学では自分で選んだ科目を自分か
ら＜積極的に（能動的に）＞勉強しなければなりません。
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２．大学を卒業するにはどうしたらいいですか？

　本学に最低４年間（休学期間は含まない。）在学して、卒業に必要な（卒業
要件）124単位以上の単位を修得することで、卒業が認定され、学士の学位が
授与されることになります。
　各学科で授与される学位は次のとおりです。
　　学士（文学）：国際言語・文化学科、史学・文化財学科、人間関係学科
　　学士（栄養学）：食物栄養学科
　　学士（食物バイオ学）：発酵食品学科
　　学士（経営学）：国際経営学科

３．１週間のmy時間割はどうして作ったらいいですか？

１．まず、次の資料を手元に準備してください。
①　自分の学科の時間割表
　　この時間割は、例えば月曜日の１限目にはこの時限で行われる１年

生～４年生までの全ての授業が記載されています。
②　自分の学科の開講科目一覧表
③　自分の学科の履修モデル

２．開講科目一覧表を開いて、履修モデルを参考にしながら１年生で開かれる
科目で①「必修科目」と「選択必修科目」をマーキングします。②次に「選
択科目」をマーキングします。この時は、教養科目を主としてマーキング
します。

３．次に開講科目一覧表でマーキングした前期の科目の合計単位数を計算しま
す。24単位を超える時は、24単位になるように履修科目の再検討をします。
後期についても同じようにします。
　なお、前期成績優秀者（ＧＰＡ3.5以上）は、後期は、26単位まで履修可
能となります。詳しくはＧＰＡに関するページを参照してください。
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４．その次に開講科目一覧表でマーキングした科目を①の時間割表で照合しな
がら、時間割表にマーキングします。もし万一にも時間割上で履修希望の
科目が重なった場合は、開講科目一覧表で再検討してください。

５．このようにしてあなたの１週間のmy時間割が決定したならば、「８．履修
したい授業科目の登録はどうすればよいですか？」を参照してください。

４．「単位」とは何ですか？

　単位とは、一定水準の学修量を計る基準となるものです。
　１単位は、授業を受けている時間とその授業の準備学習（予習・復習）を合
わせて45時間の学修を必要とする授業内容で組み立てられています。「○○概
論」（２単位）のように授業科目ごとに単位数が学則で決められています。
　２単位の授業科目では、授業を受けている時間とその授業の予習・復習を合
わせて90時間の学修が必要になります。

５．１単位の「授業時間」を教えて

　大学設置基準（文部科学省令）において、授業の方法によって授業時間が決
められています。
　本学では１単位の授業時間を授業形態によって次のよう決めています。

①　講義は、授業を受けている時間が15時間、準備学習（予習・復習）
が30時間

②　演習は、授業を受けている時間が30時間、準備学習（予習・復習）
が15時間

③　実験・実習又は実技は、実験や実習又は実技をしている時間が45時間
　この授業時間を確保するために、１つの授業科目について15週間を授業期
間に充てています。講義科目は週１回で15回、演習科目で１単位のものは週
１回で15回、また２単位のものは週２回で30回、実験・実習科目では週２回
で30回の授業を実施しています。
　１つの授業科目は、予習→授業を受ける→復習の繰り返しで成り立っています。
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６．単位の取り方を教えて

１．単位取得のポイント
　最も重要なことは、①受講したい科目を履修登録し、②授業を受け、③期末
試験は必ず受験し、④受講科目毎に60点以上の成績を修めることです。60点
以上の成績で単位が認定されます。59点以下は、不合格となり単位は認定さ
れません。
　授業は欠席をしないで、講義の要点をノートテイクし、レポート等提出物の
指示があれば、確実に指定期日までに提出することです。さらに、授業で配付
された資料などは、授業科目毎にファイルに保存することをおすすめします。
これは、あなたの学修の過程を振り返り、次の新しい学びのステップとするた
めに有益なものとなります。

２．卒業に必要な124単位の取り方
（１）各学部ともに大区分として「教養科目」、「専門科目」があります。

①　教養科目は、幅広く深い教養と総合的な判断力を培い、豊かな人間
性を涵養するために準備した授業科目です。

②　専門科目は、専門の学芸を教授するために学部・学科ごとに準備し
た授業科目です。

（２）専門科目の区分
　専門科目には、中区分として文学部では学科の所属に関係なく履修で
きる「学部共通専門科目」と学科の学生が履修する「学科専門科目」が
あります。
　国際経営学部では「専門関連科目」と「国際経営学科専門科目」があ
ります。
食物栄養科学部は、文学部・国際経営学部のような中区分はありません。
（３）124単位のうち「教養科目」と「専門科目」の単位の取り方

①　文学部・国際経営学部
・「教養科目」から32単位以上
・「専門科目（学部共通専門科目・学科専門科目）」から68単位

以上
・「教養科目」あるいは「専門科目」から24単位以上
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②食物栄養科学部
・「教養科目」から24単位以上
・「専門科目」から84単位以上
・「教養科目」あるいは「専門科目」から16単位以上

（４）124単位を構成する授業科目には「必修科目」、「選択必修科目」、
「選択科目」があります。

①「必修科目」とは、卒業するために必ず単位を修得しなければならな
い授業科目

②「選択必修科目」とは、指定された複数の科目から科目を選択して要
件を満たすように単位を修得しなければならない授業科目。

要件を満たさない場合は卒業することはできません。
③「選択科目」とは、興味・関心のある授業科目を任意に選択し、単位

を修得する授業科目。
（５）履修する授業科目を選ぶテクニック
　学年初めの４月に「開講科目一覧表」が配布されます。これには各学
年別に開講される科目と必修・選択の区分や単位数が記されています。
この一覧表の必修科目や選択必修科目にマーキングした後に、卒業要件
を満たすまで選択科目をマーキングして履修しなければならない科目を
確認するとよいでしょう。

「必修科目」、「選択必修科目」は配当された学年で必ず単位を修得しよう！！
「選択科目」の単位数が不足しないように注意しよう！！
選択科目の単位数＝124単位－（必修科目の単位数＋選択必修の単位数）

ある先輩のつぎの言葉もかみしめてみてください。
『自分の好きなものばっか選んで履修すると後でいたい。』

７．授業を受けるためには手続きが必要ですか？

　手続きは必要です。「履修登録」をしなければなりません。
　毎年４月にオリエンテーションを開き履修のためのガイダンスを実施しま
す。ガイダンスでは履修に必要な書類の配布とともに、履修上の注意や科目の
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変更等を説明します。配布される履修要項（履修手続きの説明）、シラバス（授
業計画書）を熟読してよく理解のうえ、間違いのないように履修登録してくだ
さい。
　履修登録手続きをしないままに授業を受講することはできません。そのまま
受講し続けて試験を受けて合格しても単位を認定することはできません。
　無駄な時間を浪費しないためには、必ず定められた期限内に受講手続きを完
了することが大切です。
　特に提出期限は、学年暦※１や掲示でよくよく確認してください。
※１ 　今年度の本学の行事予定を記載しているもので、巻末に綴じ込んであり

ます。

８．履修したい授業科目の登録はどうすればよいですか？

　履修登録は、４月の所定の期間（期間は、学年暦や掲示で確認してください。）
に授業時間割やシラバス（授業計画書）等を参考にして、前期・後期の授業科
目を一括登録します。登録の締切日は、新１年生は授業開始から概ね１週間後
ですが、２年生以上は、授業開始前に締切るので注意が必要です。 
１．手続き

　　パソコンからWebによる履修申請を行います。決められた期間内であ
れば変更もできます。特に選択科目は、シラバスによって授業内容を良
く確認した上で登録してください。

　　なお、準備学習（予習・復習）の時間を確保する観点から１つの学期
に登録できる単位数の上限を24単位（年間48単位）までと決められてい
ますので、先生などに相談しながら計画的な履修登録をしてください。

　　詳しいことは、「履修登録の手続き（P52）」を参照してください。

９．「シラバス」って何ですか？

　一言で言うと、授業科目のマニフェストであり、学びのナビゲーターです。
　教員はこのシラバス（授業計画書）によって、自分はどのような内容の授業
をどのような方法で行うのか、また学期末の成績評価をどのような方法や基準
で行うのかを前もって学生に示し、学生はそれらを了解した上でその授業を受
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講することになります。 
　学生は履修登録をした時点で、その授業科目のシラバスに書かれた内容に同
意した、ということになります。そして、その授業の到達目標を達成するため
に努力する（勉強する）という義務も生じるのです。

10．授業を休むとどうなりますか？

　出欠席は、授業科目の担当教員によって管理されています。本学では忌引き
等の公欠を整えていますので、（「学生生活（学則等諸規則）」のP226）を参照
してください。
　なお、次の点にも十分注意してください。

（１）期末試験の受験資格に影響します。
　各学部の「履修規程」に基づき授業への出席が３分の２に満たない時
は、期末試験の受験資格を失うことになります。人間関係学科の「ソー
シャルワーク実習」は５分の４以上の出席が必要となり、さらに厳しく
なっていますので、注意が必要です。
　欠席した時の授業内容が試験に出題されたらアウトということもあり
ますので、休んだ時の内容は友人に聞くなりチェックが必要です。
　病気などやむを得ない理由で授業を休んだ時は、その授業科目の教員
に「欠席届」を提出してください。ただし、欠席届は、やむを得ない理
由として考慮されますが、授業に出席したことにはなりません。

11．大学の試験のことについて知りたい

　試験は、学期末の試験期間中において筆記試験を実施するもの、論文・レポー
ト・研究報告書や作品の提出など様々な形で実施されます。それぞれの授業科
目の試験方法は、シラバスの「評価の方法」で確認してください。
　試験期間中に筆記試験を実施する授業科目については、通常の授業時間割と
は別に編成した試験時間割によって試験が行われます。１科目の試験時間は、
60分です。通常の授業時間とは異なります。試験時間割は、試験期間のおよ
そ２週間前に教務課から発表します。
　試験の出題範囲などは、授業の最終回に受講生に知らせている教員が多いよ
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うです。
　試験の成績は、０点～100点の範囲で評価されますが、この点数は成績通知
書には記載されずに点数に応じた評語（ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ）が表記されま
す。この評語のうちＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃは試験に合格したことになり、単位が認
定されます。ただし、Ｆは不合格となり、単位は認定されません。
　試験に関しては、注意事項がたくさんありますので、学生生活と試験時間割
と同時に配布される試験に関する注意事項をよく読んで、間違いのないように
してください。

12．成績表はいつもらえますか？

　期末試験の結果はWebにより発表します。学科によっては、結果を受け履
修指導をする際に成績表を配付する場合があります。
　なお、本学の個人情報保護方針に基づき本人の同意がある場合は、保護者に
送付します。

13．期末試験を欠席するとどうなりますか？

　病気や就職試験など正当な理由があって欠席した時は、「追試験受験許可願」
を提出してください。これを教務委員会で審査して許可されると追試験を受け
ることができます。詳しいことは＜履修のてびき＞に記載している「追試験」
のページ（P58～）を参照してください。
　また、欠席しなければならなくなった時は、まずクラス担任又は教務課に連
絡して指示を受けてください。
　なお、寝坊したために欠席した時は、追試験受験願いの提出すらできません
ので、くれぐれも注意してください。
　（各学部の履修規程第16条を参照）

14．基礎ゼミ科目の「導入演習」「基礎演習」はどんな科目ですか？

　受け身で教えられる「高校生」から、自主的に学ぶ存在である「大学生」に
とって必要な思考力や表現力など、学修スキルの修得を目的とします。
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　専門用語の調べ方、文献・史料（資料）の探し方、研究ノートの作り方、原
稿用紙の使い方、報告書・レポートの書き方などを学習しながら①「調べて」
②「まとめて」③「発表して」④「質問して」⑤「議論して」⑥「再び調べて」
⑦「再び発表する」という大学生としての基本的な学修行為を身に付けます。
　また、本学の学生として学生生活の送り方や教育目標・教育方針などについ
てもあわせて説明していきます。大学生活で困ったこと、疑問に思うことなど
についてもフォローしていきます。
　討論や話し合いをしながら活動的な時間を過ごせば、友達もできやすく大学
生活にもとけ込みやすくなると思います。
　いわば「高校生」から「大学生」に進化できる科目です。

15．同一時間帯のどちらの科目をとればよいか迷っています

　「シラバス」をよく読み、両者のあらすじを比較します。また、オフィスア
ワー（詳細は後述）を活用して研究室を訪ね、先生に相談してみるなどして決
断してください。迷ったあげくに登録締切日に間に合わなかったということに
ならないよう注意してください。

16．my時間割を作ったけれど、空き時間があって困っています

　大学全体で数千のクラス（授業）があるため、いろいろ工夫を重ねています
が、時間割編成上どうしても「空き時間」が生じることがあります。図書館の
活用など、「空き時間」を「空き時間」にしないように予習・復習に充てて「充
実した、役立つ時間」にすることのできる大学生としての創意工夫をよろしく
お願いします。

17．授業中のノートのとり方がわかりません

　高校までは、黒板に先生が書いたことを写していたことが多かったと思います。
　大学では、自分で考えてノートすることが主流になります。
　いくつかポイントがあります。

①良く話を聞く。
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②予習をする。
③ノートを後で見直す。（復習）
④全部ではなく、知らないことと要点だけをノートにとる。

　大学で獲得したノートテイクの技法は、社会人になった時きっとあなたの助
けになるでしょう。
　※①～④は『アメリカ式ノートのとり方』(ロン・フライ著・金利光訳・東
京図書)から引用

18．履修制限を超えて単位をとりたいのですが

　制限を越えて履修登録しようとするとコンピュータ処理上のエラーとしては
じき出されてしまい、登録の確定ができません。その時は履修科目を吟味して
登録をやり直してください。
　履修登録制度の趣旨は、単位制度の実質化の観点から多くの科目を取りすぎ
れば、準備学習（予習・復習）の時間が十分にとれなくなり、一つ一つの科目
に注がれるエネルギーが分散し、消化不良になってしまうことを防ぐための制
度です。
　成績優秀者は、履修制限を超えて単位を取ることが可能です。（P89参照）
また、集中講義として開講される授業科目及び教職免許・図書館司書資格・学
芸員資格を取得するために必要な科目は、制限科目には含まれません。

19．30分過ぎても先生が来ないときは休講ですか

　とくに規定はありません。何かの指示があるかもしれませんので、moodle
コースやGmailを確認して下さい。それでも指示がない場合は、受講者の中か
ら代表者を決め、教務課に行って確認してください。

20．ＧＰＡについて教えてください

　ＧＰＡ（学業評価指数）とは、Grade Point Averageの頭文字をとったも
のです。学生が履修した科目の成績（点数）をポイント化（成績点－55／10）
し、１学期のポイントを合計したものをその学期の登録単位数で割り算して計
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算します。１単位当たりの平均点となります。
　ＧＰＡ制度は、単位修得という学修の「量（単位数）」だけでなく、その「質
（学修の到達度）」を重要視するものです。学修の達成度を客観的にモニター
することによって、学修成果を自分自身で把握できるので、個人の能力や意欲
に合わせて主体的かつ充実した履修を行い、学修効果を上げることができます。
　ＧＰＡ制度の採用により、学生は一旦登録した科目は責任を持って確実に履
修し、学修を進めていくことが求められます。
　この制度の詳細は、ＧＰＡに関するページ（P80）を参照してください。

21．将来の進路のことについて相談したいのですが

　キャンパスのほぼ中央の34号館１階にキャリア支援センターがあります。
　このセンターには、キャリアカウンセラーの先生が常駐していますので、気
軽に訪ねて行き、先生にあなたの考えを話してよく相談してください。

22．オフィスアワーって何ですか？

　学生の質問・相談に応じる時間として、授業時間とは別に教員があらかじめ
示す特定の時間帯（何曜日の何時から何時までなど）のことです。
　その時間帯であれば、学生は基本的に予約なしに研究室を訪問することがで
きる制度です。特別な用事（学会出張、会議など）がない限り、教員が研究室
に在室しているという意味で、教員との面会がこの時間に限定されるというこ
とでは決してありません。誤解しないようにしてください。
　学生の皆さんは、これ以外の時間でも遠慮なく研究室を訪ねてください。
　質問・相談に応じる主な内容は次のとおりです。これ以外でも構いません。

•科目選択、履修登録などに関すること 
•授業に関する質問・相談 
•学修法、レポートの書き方などについての相談 
•休学、退学、転科・転学部などについての相談 
•奨学金に関すること
•卒業後の進路に関する相談 
•その他勉学や学校生活に関すること
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　オフィスアワーの時間は各教員の研究室の扉に掲示していますので、確認し
てください。

23．単位修得と進級は関係しますか？

　単位の修得状況による現在の学年にとどめる進級留置制度は、本学では規定
されていません。しかしながら、各学年の終了時において修得しなければなら
ない最低単位数が各学部の学科履修規程で決められています。これに満たない
時は、学科の教員から指導を受ける等の措置が執られることになります。（履
修規程第４条、５条を参照）

24．いろいろな免許・資格が取りたいのですが

　本学では、大別して（１）学科の専門科目の単位を修得することによって取
得できる資格と（２）特別に準備した授業科目の単位を修得することによって
取得できるものがあります。

（１）学科の専門科目の単位を修得することによって取得できる資格で
主なものは次のとおりです。

　　・栄養士
　　・食品衛生管理者・監視員任用資格
　　・社会福祉士国家試験受験資格
　　・精神保健福祉士国家試験受験資格
　　・管理栄養士国家試験受験資格　など
（２）「教養科目」・「専門科目」とは別に本学で準備した授業科目の単

位を修得することで取得できる免許・資格の主なものは次のとおり
です。

　　・中学校又は高等学校教諭１種免許状
　　・栄養教諭１種免許状
　　・学芸員資格
　　・図書館司書資格
　　・司書教諭資格
　　・文書館専門職（アーキビスト）修了証　など
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（３）免許・資格の取得に向けたアドバイス
①　（２）については、オプションとなり卒業に必要な124単位の他に

これらの免許・資格に関する単位を修得しなければなりません。こ
れらの免許・資格を取得するためには、「課程履修願」を１年生の後
期の指定する期限までに教務課に提出して履修審査に合格しなけれ
ば、２年生から関係する授業科目を履修登録することはできません。
受付期間は、掲示でお知らせしますので、くれぐれも見落とさない
ように注意してください。

②　将来の進路を見据えた時、それぞれの専門職としての免許・資格の
取得は重要なものとなりますが、履修制限の対象外の科目とはいえ、
多くの科目を取りすぎれば、予習・復習が十分にできなくなり、一
つ一つの科目に注がれるエネルギーが分散し、消化不良になってし
まいます。学習時間を考慮した上でどの免許・資格を取得するべき
か熟慮してください。

③　免許・資格等の手続きなどについては、その都度掲示板でお知らせ
しますが、一般的なことは、本書の関係ページを参照してください。

25．TOEICの点数によって単位を認定してもらえますか？

　本学の「大学以外の教育施設等における学修の単位認定に関する規程」に基
づいて認定することができます。例えば、TOEICの点数が860点以上では６
単位、英検準１級では４単位、漢字能力検定準１級では４単位などです。
　申請手続きなど詳しいことは、本書の単位の認定制度（P84～）関係ページ
を参照してください。
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履　修　の　て　び　き
　この章においては、文学部、食物栄養科学部、国際経営学部に関係する授業、
試験、卒業や免許・資格などについて説明します。大学院に関わることは「大
学院学生便覧」、別科日本語課程に関わることは「学生生活の手引き」で説明
します。

Ⅰ　授業科目の種類及び卒業要件

１　授業科目の種類

授業科目の種類 種　　類 科目の主旨

教 養 科 目 幅広く深い教養と総合的な判断力を培い、豊
かな人間性を涵養するため開設する授業科目

専 門 科 目 専門の学芸を教授するために学科ごとに開
設する授業科目

免許・資格関連科目 教職、司書、学芸員などの免許や資格を取
得するために必要な授業科目

必修科目と選択科
目等　　　　　　

1　必修科目
　 　卒業するために必ず単位を修得しなければならない

授業科目
2　選択必修科目
　 　指定された複数の科目から科目を選択して要件を満

たすように単位を修得しなければならない授業科目。
　 　要件を満たさない場合は卒業することはできません。
3　選択科目
　 　興味・関心のある授業科目を任意に選択し、単位を修

得する授業科目。

２　卒業の要件

　本学を卒業するためには、本学に最低4年間（休学期間は含まない。）在
学して、卒業に必要な（卒業要件）124単位以上の単位を修得することで、
卒業が認定され、学士の学位が授与されることになります。
　文学部、食物栄養科学部、国際経営学部の各学科で次の表に定める科目区
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分毎に単位を修得しなければなりません。
学部 文　学　部 食物栄養科学部 国際経営学部

修得 学科
するべき
科目区分

国際言語・文化学科
史学・文化財学科
人 間 関 係 学 科

食 物 栄 養 学 科
発 酵 食 品 学 科 国 際 経 営 学 科

教 養 科 目 32単位以上 24単位以上 32単位以上

専 門 科 目 68単位以上 84単位以上 68単位以上

教養科目又は
専 門 科 目 24単位以上 16単位以上 24単位以上

合　　計 124単位以上

３　各学科で授与される学位
各学科で授与される学位は、次のとおりです。

学　　部 学　　　科 学　　位

文学部

国際言語・文化学科 学士（文学）

史学・文化財学科 学士（文学）

人間関係学科 学士（文学）

食物栄養科学部
食物栄養学科 学士（栄養学）

発酵食品学科 学士（食物バイオ学）

国際経営学部 国際経営学科 学士（経営学）

Ⅱ　授業期間、学期、授業及び履修登録

１　授業期間・学期の区分と年間スケジュール

授業期間と
学期の区分

　本学における１年間の授業期間は、15週を１学期とし
て１年間を前学期と後学期の２学期に分けた２学期制を
採用しています。一般的に前期、後期と言います。

年間スケジュール 　授業期間や学期末に実施される単位認定試験等の１年
間の日程は、「学年暦」として示されます。
　入学年度のものは、本書の巻末に綴じ込んでいます。
２年次からは、４月のオリエンテーションの時に配布しま
す。
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２　授　業

　１日の校時 　校時は、次のとおりです。１時限の授業時間は、90分
です。

校　　時　　表

１時限目  9時00分～10時30分

２時限目 10時40分～12時10分

３時限目 13時00分～14時30分

４時限目 14時40分～16時10分

５時限目 16時20分～17時50分

授業時間割 　４月のオリエンテーションの時に、前期・後期を通した
１年間分が発表されます。

授業時間割表の
見方　　　　　

①科目によって２コマ（２限）続きで授業が実施される科
目、あるいは複数の曜日にまたがって週２回の授業が実
施される科目があります。

②「配当クラス」に記載している学年で、「１」とある科
目は１年次生以上を、「３」とあるものは３年次生以上
が受講対象者です。

　　したがって、対象学年未満の学年の者は、当該科目
は履修できないので、注意してください。

③科目によっては学科学年の「クラス」指定をしています。
指定された学年の「クラス」単位に履修をしてください。

授業時間割の変更 　教務課の掲示板によって連絡をします。
　オリエンテーションの時に配布した時間割表で、授業
の曜日・時限や教室などが変更になることがあります。
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シラバス
（授業計画書）

　シラバスとは、授業の概要、到達目標、授業内容・授
業計画、評価方法、テキスト、参考書、授業時間外の学
習（準備学習を含む）・教員から学生へのメッセージなど
が記載されたものです。
　これは、それぞれの授業のナビゲーションともいえるも
のです。
　受講する授業科目を決定する際の参考にすると共に、
準備学習（予習・復習）に役立ててください。

授業の形態 　授業は、講義、演習、実験、実習又は実技の５つの形
式で実施されます。また、時にはこれらの組み合わせで
行われることがあります。

①講義とは、一般的に教員が学生に対して一方的に説
明することによって知識を授ける授業形態です。

②演習とは、少人数制による授業方法の一つで一般的
に教員による講義とともに、プレゼンテーション（皆
の前での報告）、授業テーマについてのグループ・ディ
スカッションなど学生も討議・研究発表などを行い
ながら指導を受ける授業形態です。

③実験とは、学んだ知識をもとに理論や推論が正しい
か一定の条件で試してみる授業形態です。主に実験
室で授業が行われます。

④実習とは、学んだ知識をもとに実地について学習す
る授業形態です。主に実習室で授業が行われます。

⑤実技とは、学んだ知識をもとに技術や演義などを実
際に行う授業形態です。

　実験・実習・実技は、学生自身の行動によって習熟さ
せることを基本として、授業が展開されます。

休講 　授業科目の担当教員が出張など止むを得ない理由によ
り授業を実施できない時は、当該時限の授業は「休講」
となります。この場合は、補講を行います。
　休講の連絡は、掲示板とWeb（在学生ポータル）でお
知らせします。
　※ただし、急な休講は、当日連絡する場合もあります。
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補講 　休講科目の時間補充は、所定の補講期間あるいは通常
の講義の空き時間帯等で行われます。補講の実施は、担
当教員から口頭による指示、又は掲示とWeb（在学生ポー
タル）で連絡します。

担当教員が授業時
間になっても教室
にこない場合　　

　授業開始時間になっても担当教員が教室にこない場合
は、moodleコースやGmailを確認して下さい。それでも
指示がない場合は、教務課へ連絡を取り、指示を受けて
ください。

授業の欠席 　出欠席は授業の担当教員により、管理されています。
　欠席の回数が多くなると単位認定試験を受験できなく
なりますので、注意が必要です。単位認定試験の受験資
格は、後で説明します。

公欠に関する
手続き　　　

　以下の公欠の事由に該当する場合は、（「学生生活（学
則等諸規則）」のP226
を参照）必要な手続きを取ってください。
　①災害等の罹災
　②忌引き（３親等まで）
　③ 公共交通機関等の運休・遅延等
　④ 裁判員制度、その他証人、参考人等として裁判所等

へ出頭する場合
　⑤ 大学での免許・資格取得に係る実習等
　⑥ 単位認定インターンシップ
　⑦ 学生加盟連盟等主催公式行事（試合等）
　⑧ 就職試験
　⑨ 第二次オリエンテーションなど学科の団体活動
　⑩ 大学が指定したボランティア活動等

欠席した時の
手続き　　　

　欠席届を提出する際には、必ず以下の該当する条件等
を満たすこと。

①提出は必ず学科担当教員の押印を経て、各授業科目
担当教員に提出すること。

②病気・通院・事故等の場合は。その旨の証明できる
ものを添えて提出すること。

③就職活動・インターンシップ等（就職試験等を除く）
の場合は、訪問先（受入先）、期間について、その旨
の証明の証明できるものを添えて提出すること。
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④インカレ等の公式試合以外の場合は、大会名、場所、
期間について、その旨の証明できるものを添えて提
出すること（サークル顧問印要）。

◎記入はボールペンを使用すること（鉛筆は使用不可）

インフルエンザな
ど感染性の疾患で
欠席する時　　　
（出席停止）　　　

　病院・医院でインフルエンザ、新型コロナウイルス感
染症、麻疹、水痘、ノロウイルス感染症、マイコプラズ
マ肺炎等と診断された場合は、登校せずにクラス担任等
に電話連絡して指示を受けてください。
連絡先　①保健室（０９７７－６６－９６７８）
　　　　　学生課（０９７７－６６－９６２２）
　　　　②クラス担任

３　履修登録
　時間割に従って授業を受ける（「履修」する）ためには、４月の所定の期
間（期間は、学年暦や掲示で確認してください。）に前期・後期の授業科目
を一括登録します。
　履修登録手続きの締切日は、授業開始から概ね１週間以内です。

履修登録とは 　学生が時間割に沿って希望する授業を履修するために
必要な手続きです。これは、学修計画の出発点となるも
のです。

履修登録しないと 　希望する授業科目の履修はできません。したがって、
単位認定試験も受験することができず、単位を修得する
ことができません。　　
　仮に試験を受けて、合格点が取れても、これは無効と
なり、単位は認定されません。

履修登録の手続き 　前期・後期に受講したい授業科目を一括して前期に登
録します。
　履修登録はＷｅｂによる登録となります。
　「在学生ポータルサイト」からＷｅｂによる登録を行っ
てください。
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授業担当教員への
申し出　　　　　

　受講を希望する授業の第１回目に「受講票」を担当教
員に提出してください、受講票は、オリエンテーションで
配布します。
　なお、１年後期からは、受講票は不要となります。

履修登録の手続き
締切　　　　　　

　Ｗｅｂサイト登録開始日、登録締切日は、掲示及び「在
学生ポータルサイト」でお知らせします。
　締切日に注意してください。

集中講義科目の
登録　　　　　

　集中講義の科目は、当該科目の時間割を発表した後に、
教務課で受付けます。

受講者数の制限 　授業科目によっては、受講受け入れ可能者数等との関
係で履修人数を制限する場合があります。

履修登録の変更 ①前期の変更期間はありません。　
② 後期の変更期間は掲示及び「在学生ポータルサイト」

でお知らせします。

履修登録後の
留意点　　　

　履修登録した科目は、必ず最後まで授業を受けた上で
単位認定試験を受験して、合格するようにしてください。
　途中で授業を放棄したり、単位認定試験を欠席すると
ＧＰＡ値が下がる原因になります。

外国人留学生等の
履修登録の注意

　外国人留学生等は、出身国の国語又は公用語を授業科
目として履修登録することは認められませんので注意し
て下さい。
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受講登録手続きの
流れ　　　　　　

（前期）
授業時間割 シラバス 開講授業科目一覧表

授業の履修を始める

「在学生ポータル」からＷｅｂにより登録する
登録締切日までに履修科目を確定させる

※Webで登録できない科目があった場合は、そのままにせず、必ず
　教務課に申し出てください。
※２年生以上は、授業開始前に履修登録の締め切りとなります。

登録完了

受講票
（１年前期のみ） 担

当
教
員

変更手続き
（後期）

変更がある場合、変更期間内に
前期で登録したＷｅｂの内容を変更する

変更完了

授業科目の
重複履修　

　一旦単位修得した科目を重複して履修登録することは、
原則として認められません。

重複履修の例外 　単位修得した科目で上位の成績に差し替えるため、同
一科目を重複履修したい場合は、次のように手続きして
ください。
①手続き

　Web履修登録はできませんので、教務課窓口へ直
接申し出てください。

②成績評価の扱い
　単位認定試験を受験した結果、前よりも評価（得点）
が高い場合は、既修得評価（得点）と入れ替えます。
　なお、再履修の結果、評価が前よりも下位の場合は、
既修得の評価を生かします。再履修の結果、不合格の
場合は、同じく既修得の評価を生かすものとします。
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４　単位認定試験

　試験 　授業科目毎の単位を修得するためには、履修手続きを
経てその授業を履修し、単位認定試験（以下「試験」と
いう）を受け、これに合格しなければなりません。
　なお、試験は、単位認定試験期間に行われるもの（定
期試験）と、試験期間とは別に行うもの（臨時試験）が
あります。

受験資格 　次の場合は、試験を受けることができません。
　　① 試験を受けようとする科目を、履修登録していな

い時。
　　② 試験を受けようとする科目に対する出席時数が、

総授業時数の３分の２に満たない時。
　　③授業料その他の納付金を未納の時。
　　④受験中に学生証を所持していない時。
　　⑤試験開始後25分以上遅刻した時。

定期試験
時間割　

　平常授業の時間割とは別に「定期試験時間割」を編成
します。
　この時間割は、試験期間の約２週間前に教務課が在学
生ポータルサイト等で発表します。
　時間割発表後にその内容に変更があった時は、時間割
の訂正を教務課の在学生ポータルサイト等で連絡します。
　また、気象の悪化等のやむを得ない事情により、実施
できなかった試験は予備日に行われる場合があります。
各自、それを踏まえて行動予定を立ててください。

試験時の校時 　試験の時間は60分間で、通常の授業時間（90分）と異
なり、また平常授業の校時とも異なりますので、注意して
ください。
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定期試験の校時表

１時限目  9時00分～10時00分

２時限目 10時10分～11時10分

３時限目 11時20分～12時20分

４時限目 13時00分～14時00分

５時限目 14時10分～15時10分

６時限目 15時20分～16時20分

７時限目 16時30分～17時30分

試験の教室 　試験場は、平常授業の教室と異なるもの、２教室以上
に分かれるものがあります。試験の時間割で確認してく
ださい。

試験場内での
留意点　　　

①試験場では、試験監督教員の指示に従ってください。
　視力等の関係で特定の位置に座席指定を希望する場合
は、事前に試験監督教員まで申し出てください。
②試験場では、学生証を机上に提示してください。
　学生証を持たない学生は、学生課で「仮学生証」の発
行を受けてください。
　ただし、仮学生証の有効期間は当日だけです。留意し
てください。(後に述べる追・再試験を含む。）
③ 試験を開始してから25分を過ぎたときは入場できませ

ん。また、同じく30分を過ぎなければ退場が認められ
ません。

④ 特定の指示がある場合を除き、筆記具（鉛筆、ボール
ペン、消しゴム）以外の携帯品は、全て鞄等に入れ、
足下に置いてください。

⑤ 試験場内での物品の貸借、私語等は厳に慎み、疑わし
い行動をとらないようにしてください。

⑥ 受験中に不正行為（疑わしいものを含む）があった場
合は、学科履修規程により次のとおり処分されます。

　ア 　不正行為を行った者は、その学期中の全科目の登
録を取り消します。

　イ 　受験中に答案を持ち出した者は、その受験科目の
登録を取り消します。
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⑦ 携帯電話等の電子機器を試験場の机上に置くことを禁
止します。

　 　試験中に携帯電話等の電子機器に触れている場合は、
疑わしい行為と見なされますので、注意してください。

　 　また、携帯電話等の電子機器は電源を切るか、マナー
モードにしてください。

レポート等の提出 　特に定期試験の前後にはレポート等の提出の機会が多
くなりますが、その提出にあたっては必ず所定の表紙を
付けて提出して下さい。また、レポートは原則として直
接授業科目の担当教員に提出します。
　教務課に提出するよう指示された場合も、期限を厳守
しないと一切受理されませんので注意して下さい。
　なお、レポートの表紙はキャンパスショップで販売し
ています。

学修達成度の基準
と成績の評価　　

　学修達成度の判定基準に基づき試験等の点数に応じて、
次のとおり５段階で成績を評価します。

点数 評語 単位認定 左に対応する学修達成度の判定基準

90～ 100点 ＡＡ

合　格

　授業科目の内容を極めて良く理解
しており、試験等において特に優れ
た成績（達成レベル）を示したので、
合格に値する。

80～ 89点 Ａ

　授業科目の内容を良く理解してお
り、試験等において優れた成績（達
成レベル）を示したので、合格に値
する。

70～ 79点 Ｂ

　授業科目の内容を標準的なレベル
で理解しており、試験等において妥
当と認められる成績（達成レベル）
を示したので、合格に値する。

60～ 69点 Ｃ

　授業科目の内容は理解でき、試験
等において合格と認められる最低限
度の成績（達成レベル）を示したので、
合格とする。

59点以下 Ｆ 不合格
　試験等において合格と認められる
「Ｃ」に達する最低限の成績（達成
レベル）を示さなかった。
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ＧＰＡ制度 　本学では、平成23年度から学業成績を総合的に判断す
る指標として、ＧＰＡ（Grade Point Average＝グレー
ドポイントアベレージ）制度を導入しました。ＧＰＡは、
成績の点数をポイント化して、学期の登録単位数で割り
算して算出した数値です。
　ＧＰＡ制度は、単位修得という学修の「量（単位の修
得数）」だけでなく、その「質（学修の達成度）」も含め
て判断する指標で、学修の到達度を明確に示すことがで
きます。すなわち、ＧＰＡ値を見ることで、自身の学修の
到達度についてより詳細に理解できるようになります。
　学生の皆さんは、自主的な学修をより一層推進するた
めの指標としてこの数値を活用し、計画的な履修管理を
する責任があります。履修登録科目の意欲的な学修など
に効果が出ることを期待します。
　定期試験の欠席、レポートなどの未提出、授業の途中
放棄などは、最終的にＧＰＡ値を下げることとなりますの
で、注意してください。
　ＧＰＡ制度に関しては、後で詳しく説明します。

成績発表 　試験の結果は、Webで発表します。ただし、学科によっ
ては、履修指導をする際に成績通知書を配付する場合が
あります。

成績に関する
疑義・質問　

　試験結果について、疑義及び質問事項等がある場合は、
成績発表後２週間以内に、教務課に問い合わせてくださ
い。それ以後の問い合わせには応じられません。

単位の認定 　「学修達成度の基準と成績の評価」の項で示したとお
り、60点以上（「Ｃ」以上）が合格となり、定められた単
位が認定されます。59点以下（「Ｆ」）は不合格となり、
単位は認定されません。
　なお、単位の仕組みについては、後で説明します。

追試験 　追試験は、病気や就職試験など正当な理由により、定
期試験を受けることができなかった場合に、「追試験受験
許可願」により申請することによって、審査の上、受験
の機会が与えられることがあります。
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追試験の受験手続
きの流れ　　　　

正当な理由で試験を欠席する（した）

教務課に連絡を入れる

「追試験受験許可願」に欠席したこ
とを証明できる診断書などを添付し
て申請する　　　　　　　　　　　

申請先：教務課

「追試験受験許可願」
の審査［教務委員会］ 不許可 当該科目を

再履修

追試験を受験する
日時・場所は、掲示板又は教務課で
知らせる

試験の結果は、改めて通知はしません
各自Webで、確認してください

許
可

申請できる期間が決め
られています。その期
間を過ぎると受け付け
ることはできません。

追試験受験許可願
を提出できる事例
と証明書　　　　

①病気による場合は、医師の診断書。
②交通事故による場合は、事故証明書。
③ 一般企業の就職試験を受験する場合は、受験先の「就

職試験受験証明書」。
④ 公務員試験を受験する時は、「就職試験受験証明書」が

発行されない場合もあるので、あらかじめ受験票のコ
ピーを取っておくこと。

⑤ ＪＲやバスの公共交通機関の遅れによる場合は、各会
社発行の遅延証明書。

⑥ 血族の３親等以内（父母、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母、
伯叔父母）の忌引による場合は、葬儀の会葬礼状等。
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こんな時は追試験
を受験できません

①試験時間割の見間違い
②寝坊による欠席
③ マイカー通学で交通渋滞を理由とする追試験は認めら

れません。特に試験期間中は時間に余裕を持って自宅
を出るようにしてください。

再試験 再試験は、合格点に達しない科目について担当教員の判
断で実施される場合があります。
　「在学生ポータルサイト」内の成績照会で表示される
科目一覧に【再試】と表記している科目について実施さ
れます。「Ｆ」（不合格）の科目の再試験は、実施されま
せん。
　また、再試験の実施は、学部・学年によって、次のよう
に決めています。

①文学部・・・・・・
　（人間関係学科を除く）
　　１～３年次生；再試験を実施しない。
　　４年次生　　；年度間を通じて５科目まで
　（人間関係学科）
　　１～３年次生； 専門科目における、公認心理師、

社会福祉士、および精神保健福祉士
の国家試験受験資格取得に必要な必
修科目（実験、実習科目を除く）に
限り、学期毎に５科目まで

　　４年次生　　；年度間を通じて５科目まで
②食物栄養科学部・・
　　１～３年次生； 専門科目に限り、学期毎に５科目

まで
　　４年次生　　；学期毎に５科目まで
③国際経営学部・・・
　　１～３年次生；再試験を実施しない。
　　４年次生　　；年度間を通じて５科目まで
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再試験の　
受験手続き

単位認定試験を受験

成績一覧に【再試】と表記

受験を希望する科目を吟味する

「再試験受験申込書」に受験料を
添えて申請する
　　　  申請先：教務課

試験の日時は、掲示板で連絡する

試験の結果は、改めて通知はしません
各自Webで、確認してください

再試験を受験する 評価は、最高60点

注　意

再試験が、レポートや課題制作等筆記試験以外の方法
で行われる場合も再試手続きは必要です。手続きをしな
いまま受験し、合格点に達しても、無効となります。

①定められた期間に
手続きすること。
期間外は、受理でき
ない。
②一旦納めた受験料
の返還はできない。

５　単位の仕組み

単位とは 　一定水準の学修量をはかる基準となるものです。
　大学で開講している各授業科目には、それぞれ単位数
が定められており、授業科目を履修し試験に合格するこ
とにより所定の単位が修得できます。
　大学において学修する場合、すべてこの単位数によっ
て学修の達成度が計算されます。
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単位の普遍性 　大学における単位制度は、学生がどのような授業科目
を学修しても、授業時間数を基礎に算出した単位数が同
じであれば、学修内容・成果も同程度に評価するという
のがその趣旨です。
　さらには他大学との単位互換制度が設けられているこ
とからも明らかなように、単位はどの大学でも通用できる
普遍性をもった公的な性格を有するもので、大学教育の
根幹となるものです。

単位の計算方法 　授業科目の単位数は、１単位を45時間の学修を必要と
する内容をもって構成することを標準としています。
　授業の形態に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修
等を考慮して、次の項で説明する学修時間により単位数を
計算するものと定めています。

１単位の学修時間 　本学では１単位の学修時間を授業形態によって、次のよ
う決めています。
　① 講義・演習は、授業を受けている時間が15時間から

30時間
　② 実験・実習又は実技は、実験や実習又は実技をして

いる時間が30時間から45時間
※講義や演習の授業科目では、教室で授業を受けている

時間のほかに、図書館や自宅での予習・復習が非常に
重要になっています。

一つの学期に教室
等で授業を受ける
時間　　　　　　

　本学における１学期は、15週を基本にして授業を実施
しています。授業形態ごとの教室等で授業を受ける時間
は、次のようになります。
　①講義・演習で１科目２単位の場合
　　 　一つの学期において、１週間に２時間の授業が１

回で、15週間で30時間の授業を受けます。
　②実験、実習又は実技で１科目１単位の場合
　　 　一つの学期において、１週間に２～４時間の授業

が１回で、15週間で30～60時間の授業を受けます。
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６　卒業論文（卒業制作・卒業研究を含む）

　卒業論文（卒業制作・卒業研究を含む。）（以下「卒業論文等」という。）
の履修は、次のとおりとします。

必須条件 卒業演習を履修していること。

「卒業論文等題目届」提出日 卒業年次の６月30日（この日が休日のときは29日）まで
に学部長（教務課扱い）に提出すること。

「卒業論文等題目届」の変更届 題目届を提出した後に変更が生じた場合は、指導教員の承
認を受けて学部長（教務課扱い）に変更届を速やかに提出
すること。

卒業論文等の提出期限 卒業年次の１月20日（この日が休日のときは19日）までに、
指導教員の承認を受けて学部長（教務課扱い）提出すること。

９月末の卒業予定者は、７月20日（この日が休日のとき
は19日）です。

評価方法 指導教員の審査を経て、当該学科の教員による口頭試問等
を行い、最終評価されます。

７　学年終了時の最低修得単位数

最低修得単位数 　本学では、各学年終了時における修得しなければなら
ない最低単位数（教養科目及び専門科目の合計）を、次
のとおり定めています。（学科履修規程第４条）
　　　　１年次　　28単位
　　　　２年次　　56単位
　　　　３年次　　84単位
　この基準に満たない場合は、単位不足のおそれがある
者として指導を行います。また、修学指導を行ったにも
かかわらず、なお単位不足が改善される見通しが立たな
い場合は、成業の見込みのない者（疾病等による休学等
正規の手続きを経た者を除く）として、退学を含め進路
変更の指導を行うことがあります。
　したがって、計画的に単位を修得するよう心掛けて下
さい。
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８　外国人留学生及び帰国子女等の授業科目の履修

外国人留学生等
科目　　　　　

　外国人留学生及び帰国子女等の学生のために、本学で
は「外国人留学生及び帰国子女を対象にした科目」を開
設しています。
　ただし、この科目は外国人留学生等以外の学生の履修
は認められません｡

修得単位の扱い ① 卒業の要件として修得すべき単位数のうち、教養科目
について16単位まで（食物栄養科学部は12単位まで）
を、教授会の議を経て「外国人留学生等科目」の単位
で代えることができます。

② 「外国人留学生等科目」のうち４単位まで（食物栄養
科学部は２単位まで）は教養科目中の「コア５外国語
科目」の科目の単位にあてることができます。

Ⅲ　コース制

１　コースを設ける学科とコースの種類

コース制とは 　各自が関心を持つ分野で専門的な知識を深めるために、
教養科目や学科専門科目の学修を基礎にして、コース専
門科目を学修することによって、特定の専門分野を深く
学修する履修システムです。

コースを設ける
学科とコースの
種類　　　　　

１　文学部
　　国際言語・文化学科
　　　①日本語・日本文学コース
　　　②英語・英米文学コース
　　　③芸術表現コース
　　史学・文化財学科
　　　①日本史・アーカイブズコース
　　　②世界史コース
　　　③考古学・文化財科学コース
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２　食物栄養科学部
　　発酵食品学科
　　　①発酵食品コース
　　　②食品流通コース
　　　③食品香料コース
３　国際経営学部
　　国際経営学科
　　　①国際経営コース
　　　②会計・税理士コース
　　　③観光・地域経営コース

２　主コースと副コース制

主コースと
副コース制

　文学部国際言語・文化学科、史学・文化財学科及び国
際経営学部国際経営学科では、それぞれの学科に設けた
コースの内、主に学修するコースを「主コース」として選
択することができます。さらに文学部国際言語・文化学
科及び史学・文化財学科では、主コースの専門教育科目
を履修するだけでは得られない異なる分野の知識や考え
方の修得に意欲をもって取り組むことができるよう「副
コース」も選択することができます。

選択するコースの
登録　　　　　　

　選択した主コース及び副コースは、３年次、但し発酵
食品学科は４年次の４月に登録します。
　コース登録票は、提出締切り日までに教務課に提出しま
す。
　なお、コース分けを行う学年は、学科により異なります。

選択するコースに
関する履修指導　

　主コース・副コースにおける履修科目や修得しなけれ
ばならない単位数等について、所属する学科で４月のオ
リエンテーションの時に、詳しく説明します。
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Ⅳ　取得できる免許・資格の種類と方法

１　取得できる免許・資格と方法

取得方法 区分 免許・資格等の種類 説明ページ

教養科目・専門
科目の単位を修
得することで取
得できる

免許 栄養士免許 65ページ

資格 ①認定心理士
②食品衛生監視員・食品衛生管理者任用資格
③社会福祉主事任用資格

66～68ページ

国家試験等
受験資格

①社会福祉士国家試験受験資格
②精神保健福祉士国家試験受験資格
③管理栄養士国家試験受験資格
④フードスペシャリスト認定試験受験資格

74～79ページ

免許・資格関連
科目の単位を修
得することで取
得できる

教育職員免
許状

①高等学校教諭一種免許
②中学校教諭一種免許
③栄養教諭一種免許

61～65ページ

資格 ①学芸員
②司書
③司書教諭
④日本語教員

70～72ページ

修了証 文書館専門職（アーキビスト） 72ページ

（注）公認心理師の国家試験受験資格を取得するためには、大学での所定の
科目を修めた後、さらに大学院で必要な科目を修めるなどの要件を満
たす必要があります。詳しくは、『学則等諸規則』の「公認心理師国
家試験受験資格取得に関する規程」を参照して下さい。
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２　免許・資格関連科目の履修手続き

履修手続き 　履修を希望する者は、「課程履修願」により申請しなけ
ればなりません。
　この履修願に基づき、履修判定会議で単位の取得状況
や成績（GPA）などから履修を許可できるかどうか審査
します。
　なお、履修を許可された者は、それぞれの課程履修費
を納入しなければなりません。

免許・資格 課程名称

教育職員 教職課程

司書・司書教諭 図書館司書（司書教諭）課程

学芸員 学芸員課程

日本語教員 日本語教員養成課程

文書館専門職
（アーキビスト） 文書館専門職養成課程

履修上の注意 ① 許可を受けずに履修した場合や履修費を納めないまま
に修得した単位は全て無効になります。

② 特に「司書教諭」の取得希望者は、「教職課程履修」と
「図書館司書（司書教諭）課程履修」の２つの履修願
を提出する必要があります。
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３　免許・資格関連科目の履修手続きの流れ

１年次
12月～１月

希望する免許・資格の「課程履修願」を
教務課に提出する

履修願を判定委員会で判定する

判定結果の発表（教務課）

合格

卒業式で免許状、資格証明書を授与

合格者は履修費を納入（教務課）

２年次再申請

不合格

必要単位を修得
これには、教育実習、中免希望者は介護等体験実習の
単位を含む。

ぞれぞれの「免許・資格に関する科目」を
履修開始

要注意：教職課程委員会の判定を受けない者又は 不
合格になった者が履修した科目は、無効になります。
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Ⅴ　教育職員免許状　　

１　取得できる免許状
　中学校、高等学校の教員になるには、 学校種・教科ごとの教員免許状が必
要です。本学で取得できる免許について、この項で説明します。

取得できる
免許状　　

１　文学部

事　項

学　科

教育職員免許状の種類

免許教科 高等学校教諭
一 種 免 許 状

中学校教諭
一種免許状

国際言語・文化学科

国 語 ● ●

英 語 ● ●

美 術 ● ●

史学・文化財学科

社 会 ●

地理歴史 ●

公 民 ●

人 間 関 係 学 科 公 民 ●

２　食物栄養科学部

事　項

学　科

教育職員免許状の種類

免許
教科

高等学校
教諭一種
免 許 状

中学校教
諭 一 種
免 許 状

栄養教
諭一種
免許状

食 物 栄 養 学 科 ●

発 酵 食 品 学 科 理科 ● ●

３　国際経営学部

事　項

学　科

教育職員免許状の種類

免許教科 高等学校教諭
一 種 免 許 状

中学校教諭
一種免許状

国 際 経 営 学 科

社 会 ●

公 民 ●

商 業 ●
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２　免許状の取得に必要な基礎資格

免許状の取得に
必要な基礎資格

１　中学校・高等学校教諭一種免許状
　大学の学部を卒業して、学士の学位を有すること。
２　栄養教諭一種免許状
　① 大学の学部を卒業して、学士の学位を有すること。
　② 管理栄養士の免許を受けていること又は管理栄養士

養成施設の課程を修了し、栄養士の免許を受けてい
ること

３　免許関連科目の履修手続き、科目の種類と必要単位数

免許関連科目の
履修手続き　　

　「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学
習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する
科目」「教育実践に関する科目」（以下「教育の基礎的理解
に関する科目等」）及び「各教科教育法」「介護等体験実
習指導」「介護等体験実習」「総合演習（人権問題）」を履
修するためには、「教職課程履修願」を提出し、履修を許
可されなければ関連科目を履修することはできません。
　なお、許可された者は、課程履修費を納入しなければな
りません。
　許可を受けずに履修した場合や履修費を納めないままに
修得した単位は全て無効になります。

免許教科ごとの
必要単位数　　

１　中学校教諭一種免許状

免　許
教　科

教育の基礎
的理解に関
する科目等

教科及び教
科の指導法
に関する科目

大学が独
自に設 定
する 科目

第66条の６
に 定 め る
科 目

合計

国 語 29 30 2 8 69

英 語 29 30 2 8 69

美 術 29 30 2 8 69

社 会 29 32 2 8 71

理 科 29 39 2 8 78

免許法に
定める単
位 数

27 28 4 8 67
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２　高等学校教諭一種免許状

免　許
教　科

教育の基礎
的理解に関
する科目等

教科及び教
科の指導法
に関する科目

大学が独
自に設 定
する 科目

第66条の６
に 定 め る
科 目

合計

全ての免
許教科に
共 通

国 語
英 語
美 術
地理歴史
公 民
理 科
商 業

25 最低24 10 8

67

25 34
（※）

0
（※）

8

免許法に
定める単
位 数

23 24 12 8 67

※史学・文化財学科の公民と発酵食品学科の理科は単位
数が少し異なります。詳しくは開講科目一覧を確認し、
免許法に定める単位数以上の単位を取得するようにして
下さい。
３　栄養教諭一種免許状

取 得 で き る
学 科

教育の基礎的
理解に関する
科 目 等

栄養に係る教
育 に 関 す る
科 目

第66条の６に
定 め る 科 目 合計

食物栄養学科 24 4 8 36

免許法に定め
る 単 位 数 18 4 8 30
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４　教育実習などの実習科目

教育実習 　中学校・高等学校教諭の免許状を受けるために課せら
れる実習です。この実習を受けるためには、「実習指導（事
前・事後を含む。）」（１単位）を履修しなければなりません。
　教育実習を希望する学校で行うには、３年次の９月に
「内諾申請書」を提出します。この手続きに関する説明
会を実施しますので、教務課の掲示板で確認してくださ
い。
　実習期間は、次のとおりです。
　　１　中学校教諭一種免許状
　　　　　　実習期間は、３週間（15日間）です。
　　２　高等学校教諭一種免許状
　　　　　　実習期間は、２週間（10日間）です。
　具体的なことは、実習指導の担当教員から説明します。

栄養教育実習 　栄養教諭の免許状を受けるために課せられる実習です。
　この実習を受けるためには、「栄養教育実習指導（事前・
事後を含む。）」（１単位）を履修しなければなりません。
　この実習は、給食施設を持つ中学校や小学校で行われ
ます。
　具体的なことは、実習指導の担当教員から説明されま
す。

介護等体験実習 　中学校教諭の免許状を受けるために課せられる実習で
す。
　この実習は、障がい者や高齢者等に対する介護、介助、
あるいは交流等の体験を社会福祉施設で５日間、特別支
援学校で２日間行うものです。
　２年次の年度末（１月）に説明会を実施するので、教
務課の掲示板で確認してください。
　なお、この実習を受けるためには、必ず「介護等体験
実習指導」を履修しなければなりません。
　具体的なことは、実習指導の担当教員から説明されます。
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教育実習の
履修判定　

　教育実習は、履修判定会議において許可された者でな
ければ履修することができません。

５　免許状が授与されるまでの流れ

４年次
11月～12月

免許状申請手続き説明会

本学で大分県教育委員会に一括申請する

卒業式で免許状の授与

教職免許に必要な単位を修得
これには、教育実習、中免希望者は介護等体験
実習の単位を含む。

Ⅵ　栄養士免許証

１　免許証が交付されるまでの流れ

食物栄養学科で栄養士免許に関する科目を履修

免許証申請手続き説明会４年次後期

本学で大分県に一括申請
※但し、管理栄養士国家試験未受験者は、卒業後に個人申請

卒業式で免許証の授与
（管理栄養士国家試験未受験者を除く）
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Ⅶ　教養科目・専門科目を履修して取得できる資格

１　資格の種類

教養科目・専門科
目を履修して取得
できる資格　　　

学　　科 取得できる資格
人間関係学科 認定心理士
食物栄養学科 食品衛生監視員　

食品衛生管理者　
任用資格

発酵食品学科

全学科…社会福祉主事任用資格

２　認定心理士

認定心理士とは 　（社）日本心理学会が認定する資格です。これは、本学の
人間関係学科で定められた科目を履修し、必要単位を修得
して卒業した人を対象に、心理学の専門家としての職務を
遂行するのに必要な標準的、基礎的学力と技能を修得して
いると認定された人に対して与えられる資格です。

申請方法など 　詳しい申請方法などは、担当教員に確認してください。

授業科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」87ページを参照してください。

３　食品衛生監視員・食品衛生管理者任用資格

食品衛生監視員
とは　　　　　

　行政警察活動として、食品衛生法に規定された職務及
び食品衛生に関する指導を行う技術系公務員。主に国の
検疫所と地方自治体の保健所に所属し、食品の検査や食
中 毒 の 調 査、 食 品 製 造 業 や 飲 食 店 の 監 視（ 英
語:inspectionの訳語）、指導及び教育を行っている。通
称「食監（しょっかん）」と呼ばれています。
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食品衛生管理者
とは　　　　　

　食品衛生法により食品衛生法施行令に指定のある食肉
製品製造業など製造又は加工の過程において、特に衛生
上の考慮を必要とする一定の食品又は食品添加物の製造
又は加工を行う営業者が、その施設ごとに必置の義務が
ある有資格者です。

証明書 　本学の食物栄養学科又は発酵食品学科で定められた科
目を履修し、必要単位を修得して卒業した人を対象に、
申出により「食品衛生監視員・食品衛生管理者任用資格
に関する証明書」を発行することができます。

授業科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」88ページを参照してください。

４　社会福祉主事任用資格

社会福祉主事とは 　社会福祉主事は、都道府県、市及び福祉事務所を設置す
る町村に置かれる職であり、社会福祉主事として任用され
るための資格のことを、社会福祉主事任用資格といいます。

証明書 　社会福祉主事任用資格には、大学や短期大学（以下、
大学等という）が発行する「資格証明書」や「社会福祉
主事任用資格単位修得証明書」は特に用意していません。
厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目（以下、
指定科目という）を取得しているかについては、学生・卒
業生が成績証明書及び卒業証明書を取得し、雇用先に提
示することにより証明されます。成績証明書及び卒業証
明書の申し込み方法は、別府大学HP「証明書の発行につ
いて」をご確認ください。
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取得方法について 　社会福祉主事任用資格の取得方法のうちの１つに、三科
目主事（大学等において指定科目を３科目以上修めて卒業
した場合（社会福祉法第19条第１号））があります。卒業
した学科が福祉系でなくとも、指定科目を修得し卒業して
いれば社会福祉主事任用資格を有することができます。

指定科目について 　指定科目は、時代の変遷とともに科目名が変更されて
います。このため、大学等を卒業した年度において規定
されていた指定科目に基づいて該当するか確認すること
になります。
　確認をする際は、大学等で履修した科目の名称と、指
定科目名とが原則一言一句同じでなければ指定科目を履
修したものと認められません。以下は平成12年度以降の
指定科目です。平成11年以前の指定科目の確認は、厚生
労働省のページでご確認ください。（科目等履修制度に
よって履修した科目は、社会福祉主事任用資格に該当し
ません。）
平成12年~現在までの卒業者（平成12年３月31日 厚生省告示第153号）
社会福祉概論　児童福祉論　社会福祉施設経営論　医学一般　教育学
行政法　社会保障論　家庭福祉論　社会福祉援助技術論　看護学　経
済学　社会学　社会福祉行政論　知的障害者福祉論　社会福祉事業史
公衆衛生学　経済政策　心理学　公的扶助論　精神障害者保健福祉論
地域福祉論　栄養学　社会政策　介護概論　身体障害者福祉論　医療
社会事業論　保育理論　家政学　法学　老人福祉論　リハビリテー
ション論　社会福祉調査論　倫理学　民法

※但し、指定科目について科目の読み替えが可能な場合
があります。詳細は別府大学HP「資格：社会福祉主事に
ついて」をご覧ください。
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Ⅷ　資格関連科目の履修によって取得できる資格

１　資格等の種類

資格関連科目を履
修することによっ
て取得できる資格

学　科 取得できる資格

国際言語・文化学科 学芸員、司書、司書教諭、日本語教員

史学・文化財学科 学芸員、司書、司書教諭、
文書館専門職（アーキビスト）修了証

人間関係学科 司書、司書教諭

食物栄養学科 司書

発酵食品学科 学芸員、司書、司書教諭

国際経営学科 司書、司書教諭

学芸員とは 　博物館法で学芸員は、「博物館資料の収集、保管、展示
及び調査研究その他これと関連する事業についての専門
的事項をつかさどる」としています。
　学芸員の資格を取得するには、博物館法に定められた科
目を大学等で履修して単位を修得することが一般的です。

司書とは 　図書館に置かれる専門的職員（専門職）のことを司書
といい、その職に就くための国家資格のことです。
　司書の資格を取得するには、図書館法に定められた科
目を大学等で履修し、単位を修得することが一般的です。

司書教諭とは 　学校図書館（図書室などを含む）に置かれる教員のこ
とです。その職に就くための国家資格のことです。
　司書教諭に就くには、あわせて教育職員免許状を取得
しなければなりません。

文書館専門職　
（アーキビスト）
とは　　　　　

　近年、「アーカイブス」という言葉が広く知られるよう
になりました。
　古文書、公文書から音声映像、電子記録まで、文化遺
産になる記録史料を保存公開する機関において、その専
門的業務に従事する職員を「アーキビスト」と呼びます。
　アーキビストになるために必要な国家資格のようなもの
はありません。
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　本学では、現代社会の要請に応えるために平成16年度
から文書館等において記録史料の移管収集、整理、保存、
提供、調査研究などに携わる専門職を養成する課程を設
けました。
　この養成課程で所要の授業科目を履修して単位を修得
した者に修了証書を授与します。

日本語教員 　日本語教員になるために必要な国家資格のようなもの
はありません。一般的に日本語教員の「有資格者」とい
うのは次のような人のことを指します。 
　１． 大学で日本語教育を主専攻または副専攻して修了

した人 
　２．日本語教育能力検定試験に合格した人 
　３．日本語教師養成講座420時間を修了した人
　本学では、上記の１に該当する人を養成します。

２　資格関連科目の履修手続き

履修手続き 　「Ⅳ　取得できる免許・資格の種類と方法」の章「３
　免許・資格関連科目の履修手続きの流れ」を参照して
ください。

３　学芸員

履修上の注意 　学芸員課程を履修できるのは、国際言語・文化学科、
史学・文化財学科、発酵食品学科に在籍している学生です。
資格取得には博物館法に定められた科目を修得すること
が必要ですが、本学では博物館概論という基礎科目を修
得済みでないと博物館実習に行けない等の制限がありま
す。詳しいことは、課程の担当教員から確認してください。

授業科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」90ページを参照してください。詳しい履修方法は、
開講科目一覧表を参照してください。
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４　司書

履修上の注意 　司書は公共図書館等で資料の選定、発注、受け入れ、
分類、目録作成、貸出業務、読書案内などを行う専門的
職員です。司書課程を履修できるのは、全ての学部にお
いて在籍している学生です。資格取得には図書館法に定
められた科目を履修することが必要です。詳しいことは、
課程の担当教員から確認してください。

授業科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」91ページを参照してください。詳しい履修方法は、
開講科目一覧表を参照してください。

５　司書教諭

履修上の注意 　司書教諭は、先にも述べたように学校図書館（図書室
などを含む）に置かれる教員です。この資格だけでは、
教壇に立つことはできないので、本学で取得できる中学
校又は高等学校の教職免許を同時に取得しなければなり
ません。
　詳しいことは、課程の担当教員から確認してください。

授業科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」91ページを参照してください。詳しい履修方法は、
開講科目一覧表を参照してください。

証明書 　証明書の交付申請は、本学が文部科学大臣宛に行いま
すので、本人に届くには卒業後およそ１年後になります。
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６　文書館専門職（アーキビスト）

履修上の注意 　文書館専門職（アーキビスト）課程を履修できるのは、
史学・文化財学科に在籍している学生です。資格取得に
は定められた科目を修得することが必要ですが、その他
に主コース又は副コースとして日本史・アーカイブズコー
スを履修しておく等の要件があります。詳しいことは、課
程の担当教員から確認してください。

授業科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」92ページを参照してください。詳しい履修方法は、
開講科目一覧表を参照してください。

７　日本語教員

履修上の注意 　区分「コミュニケーション能力」の科目は、母国語以
外の科目を履修すること。
　詳しいことは、課程の担当教員から確認してください。

授業科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」93ページを参照してください。詳しい履修方法は、
開講科目一覧表を参照してください。

Ⅸ　専門科目の履修によって取得できる国家試験等受験資格

１　取得できる国家試験等受験資格の種類

専門科目を履修す
ることによって取
得できる受験資格

学　科 取得できる受験資格

人間関係学科
①社会福祉士国家試験

②精神保健福祉士国家試験

食物栄養学科
③管理栄養士国家試験

④フードスペシャリスト認定試験
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社会福祉士とは 　社会福祉士（英: Certified Social Worker）は、精神
保健福祉士、介護福祉士と並ぶ通称、三福祉士の中のひ
とつの資格で、ソーシャルワーカーの国家資格です。
　「社会福祉士」の名称を用いて、専門的知識及び技術
をもって、身体上もしくは精神上の障害があること又は環
境上の理由により日常生活を営むために支障がある人に
対して、福祉に関する相談に応じ、助言、指導にあたる
社会福祉の専門職です。
　福祉施設の生活指導員をはじめ、福祉事務所のケース
ワーカー、社会福祉協議会の福祉活動専門員などの相談
業務にあたる職員の多くがこの資格を取得しています。

精神保健福祉士
とは　　　　　

　精神保健福祉士（英: Psychiatric Social Worker）は、
社会福祉士、介護福祉士と並ぶ福祉の国家資格（通称：三
福祉士）のひとつです。精神保健福祉領域のソーシャルワー
カーの国家資格として1997年に創設されました。
　社会福祉学を学問的基盤として、精神障害者の抱える
生活問題や社会問題の解決のための援助や、社会参加に
向けての支援活動を通して、その人らしいライフスタイル
の獲得を目標としています。

管理栄養士とは 　管理栄養士（英 : registered dietitian）は、栄養士法
に定められる資格のこと。昭和37年の栄養士法の一部改
正時に設けられた。名称独占資格の一つです。管理栄養
士国家試験に合格し取得することができます。
　管理栄養士の定義は、「厚生労働大臣の免許を受けて、
管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため
必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態に応じ
た高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進の
ための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食
事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状
態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食
管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等
を行う者」とされています。
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フードスペシャリス
トとは

　フードスペシャリストの資格名称を使用するためには、
大学や短大で、フードスペシャリスト養成課程を履修し、
日本フードスペシャリスト協会が実施する認定試験に合
格する必要があります。

２　社会福祉士国家試験

受験資格 　本学に該当する受験資格は、次のとおりです。
　大学（短期大学を除く。）において、厚生労働大臣の指
定する社会福祉に関する科目（指定科目）を修めて卒業
した者。（社会福祉士及び介護福祉士法第７条１号）

指定科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」94ページを参照してください。

試験の概要 　国家試験は、学校の入学試験のような一定の枠内の選
別を行うものではなく、一定の水準に達しているかどうか
を判定するものです。
　試験は、19科目にわたり、専門職として必要と思われる知
識が試されます。
　この試験の受験者は、大学の卒業生や卒業見込み者だ
けでなく、社会福祉の現場で実務経験のある人など多様
なルートで受験資格を得た人が受験します。
　合格率は毎年30％前後という難関です。この難関を突破
するには、小手先の学習ではとうてい歯が立ちません。学科
では、教員が一丸となって合格できるよう支援をしていま
すので、在学中における日常の継続的な学習が必要です。

試験の時期等 　時期と試験形態：年１回の筆記試験（１月の下旬また
は２月上旬に実施）
　実施機関：（財）社会福祉振興・試験センター

筆記試験の科目 ⑴　医学概論
⑵　心理学と心理的支援
⑶　社会学と社会システム
⑷　社会福祉の原理と政策
⑸　社会保障
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⑹　権利擁護を支える法制度
⑺　地域福祉と包括的支援体制
⑻　高齢者福祉
⑼　障害者福祉
⑽　児童・家庭福祉
⑾　貧困に対する支援
⑿　保健医療と福祉
⒀　刑事司法と福祉
⒁　ソーシャルワークの基盤と専門職
⒂　ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）
⒃　ソーシャルワークの理論と方法
⒄　ソーシャルワークの理論と方法（専門）
⒅　社会福祉調査の基礎
⒆　福祉サービスの組織と経営

３　精神保健福祉士国家試験

受験資格 　本学に該当する受験資格は、次のとおりです。
　大学（短期大学を除く。）において厚生労働大臣の指定
する精神障害者の保健及び福祉に関する科目（指定科目）
を修めて卒業した者。（精神保健福祉士法第７条１号）

指定科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」95ページを参照してください。

試験の概要 　国家試験は、学校の入学試験のような一定の枠内の選
別を行うものではなく、一定の水準に達しているかどうか
を判定するものです。
　試験は、18科目にわたり、専門職として必要と思われ
る知識が試されます。
　この試験の受験者は、大学の卒業生や卒業見込み者だ
けでなく、社会福祉の現場で実務経験のある人など多様
なルートで受験資格を得た人が受験します。
　この試験に合格するには、小手先の学習ではとうてい
歯が立ちません。学科では、教員が一丸となって合格で
きるよう支援をしていますので、在学中における日常の継
続的な学習が必要です。
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試験の概要 　国家試験は、学校の入学試験のような一定の枠内の選
別を行うものではなく、一定の水準に達しているかどうか
を判定するものです。
　試験は、18科目にわたり、専門職として必要と思われ
る知識が試されます。
　この試験の受験者は、大学の卒業生や卒業見込み者だ
けでなく、社会福祉の現場で実務経験のある人など多様
なルートで受験資格を得た人が受験します。
　この試験に合格するには、小手先の学習ではとうてい
歯が立ちません。学科では、教員が一丸となって合格で
きるよう支援をしていますので、在学中における日常の継
続的な学習が必要です。

試験の時期等 　時期と試験形態：年１回の筆記試験（１月の下旬また
は２月上旬に実施）
　実施機関：（財）社会福祉振興・試験センター

筆記試験の科目 ⑴　医学概論
⑵　心理学と心理的支援
⑶　社会学と社会システム
⑷　社会福祉の原理と政策
⑸　地域福祉と包括的支援体制
⑹　社会保障
⑺　障害者福祉
⑻　権利擁護を支える法制度
⑼　刑事司法と福祉
⑽　社会福祉調査の基礎
⑾　精神医学と精神医療
⑿　現代の精神保健の課題と支援
⒀　ソーシャルワークの基盤と専門職
⒁　精神保健福祉の原理
⒂　ソーシャルワークの理論と方法
⒃　ソーシャルワークの理論と方法（専門）
⒄　精神障害リハビリテーション論
⒅　精神保健福祉制度論
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４　管理栄養士国家試験

受験資格 　本学に該当する受験資格は、次のとおりです。
　修業年限が４年である管理栄養士養成施設を卒業して
栄養士の免許を受けた者（卒業する見込みの者を含む。）

管理栄養士科目 　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」96・97ページを参照してください。

試験の時期等 　時期と試験形態：年１回の筆記試験（２月下旬または
３月上旬に実施）
　実施機関：厚生労働省

試験の概要 　国家試験は、学校の入学試験のような一定の枠内の選
別を行うものではなく、一定の水準に達しているかどうか
を判定するものです。
　試験は、９科目にわたり、専門職として必要と思われる知
識が試されます。
　この試験の受験者は、大学の卒業生や卒業見込み者だ
けでなく、栄養士の実務経験を持つ人などが受験します。
　合格するための、この試験の必要得点率は毎年受験者
の成績によって異なりますが、ここ数年は、だいたい
60%以上（200問中120問以上正解）
の得点率で合格とされているようです。
　令和５年実施の第37回試験結果は、全国平均合格率は
56.6％でした。
　この試験に合格するには、小手先の学習ではとうてい
歯が立ちません。学科では、教員が一丸となって合格で
きるよう様々な支援をしていますので、在学中における日
常の継続的な学習が必要です。

筆記試験の科目 ア　社会・環境と健康
イ　人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
ウ　食べ物と健康
エ　基礎栄養学
オ　応用栄養学
カ　栄養教育論
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キ　臨床栄養学
ク　公衆栄養学
ケ　給食経営管理論

５　フードスペシャリスト認定試験

受験資格 　本学に該当する受験資格は、次のとおりです。
　フードスペシャリスト協会の指定科目の単位を修得し
た者（修得見込みの者を含む。）

フードスペシャリス
ト科目

　「Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科
目」98ページを参照してください。

試験の時期等 　時期と試験形態：毎年１回の筆記試験、12月の第３日
曜日
　実施機関：フードスペシャリスト協会

試験の概要 　認定試験は、学校の入学試験のような一定の枠内の選
別を行うものではなく、一定の水準に達しているかどうか
を判定するものです。
　フードスペシャリスト資格認定試験と専門フードスペ
シャリスト資格認定試験があり、五肢択一方式です。フー
ドスペシャリスト資格認定試験は必修科目８科目から計
60問が出題され、これを80分間で解答します。専門フー
ドスペシャリスト資格認定試験は、計60問が出題され、
これを80分間で解答します。
　この試験の必要得点率は毎年受験者の成績によって異
なりますが、ここ数年は、だいたい60%以上の得点率で合
格とされているようです。
　2023年度実施の試験結果は、全国平均合格率はフード
スペシャリスト資格認定試験は85.0％、専門フードスペ
シャリスト資格認定試験（食品開発）は、20.1％、（食品
流通・サービス）は、30.2％でした。
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筆記試験の科目 認定試験の出題科目と出題数

出　題　科　目
フードスペ
シャリスト
資格認定
試　　 験

専門フードスペシャリスト
資格認定試験

「食品開発」「食品流通・
サービス」

共
通
科
目

フードスペシャリスト論 ６   問 　　　　　６ 問

食品の官能評価・鑑別論 ９ ９

食品の安全性に関する科目 ８ ８

栄養と健康に関する科目 ７ ７

小　計 30 30

専
門
選
択
科
目

食物学に関する科目 ９ 25 ―

調理学に関する科目 ７ ５ 10

食品の流通・消費に関する科
目 ７ ― 10

フードコーディネート論 ７ ― 10

小　計 30 30 30

合　　計 60 60 60
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Ⅹ　ＧＰＡ制度

１　ＧＰＡ制度の概要

制度導入の主旨 　本学では、学生の主体的な学習を支援しています。そ
して、その学習成果に関しては厳正な成績評価を行って
います。さらに成績評価のあり方を充実させるため、平
成23年度から、欧米の大学では標準的な成績評価制度で
あるＧＰＡ（Grade Point Average/グレード・ポイント・
アベレージの略）制度を在学生全員を対象にしています。
　この制度の導入によって、単位取得という学修の「量
＝単位数」だけでなく、その「質＝学修の到達度」も含
めて判断する指標で、学修の到達度を客観的にモニター
することができます。すなわち、ＧＰＡ値を見ることで、
自身の成績の位置づけについてより詳細に理解できるよ
うになります。　　
　学生の皆さんは、この数値を活用することで、学修の
到達度が明確となり、学生の学修意欲の向上や、履修計
画の見通しがたち、各自の努力目標が具体的になるなど
の効果が期待できます。

ＧＰＡとは 　単位認定試験の成績点数にGrade Point（ＧＰ）を設
けて、所定の計算式に基づいて算出した平均値をGrade 
Point Average（ＧＰＡ）といいます。

制度の適用 　在学生全員を対象とします。
　学期ごとに算出されるＧＰＡを期間ごとに比較検討し、
今後の学習計画に役立ててください。

ＧＰＡ値の通知 　Web成績一覧に記載していますので、確認してください。
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本学のＧＰＡの
特徴　　　　　

　従来のＧＰＡ値の算出方法は、秀・優・良・可・不可
等の成績評語に４点、３点、２点、１点という点数を与え
て計算していました。この方式では、例えば80点を取っ
た者も「優」、89点を取った者も「優」で、点数は「３」
ということになってしまいます。したがって、ＧＰＡ値に
おいて、評価の厳格性に欠けるものとなりがちでした。
　そこで本学では、お茶の水女子大学半田智久教授が提
唱する原成績（点数）を直接ポイントに変換して算出す
るFunctionalＧＰＡ（fＧＰＡ）を採用しました。この方
式を採用することによって、評価の厳格性が高まり、さら
に信頼性が確保されるものと考えています。
　また、通算ＧＰＡ又は前学期ＧＰＡが3.5以上の場合は
当該学期の履修上限を26単位（通常24単位）まで緩和さ
れます。（資格関連科目等は除きます。）

２　ＧＰＡの計算

ＧＰＡの計算対象
とする授業科目　

　卒業要件の対象となっている授業科目（教養科目、専
門科目）で、学生が履修登録した授業科目を対象とする。
　ただし、次の①～④の授業科目は除く。
　① 編入学、再入学又は転入学した際に単位認定した授

業科目
　②入学前の既修得単位として単位認定した授業科目
　③単位互換等で他の大学等において履修した授業科目
　④ 大学以外の教育施設等における学修で単位認定した

授業科目

評価係数の
算出方法　

　評価係数（以下「ＧＰ」という。）の算出方法は、次の
とおりです。
　ＧＰは、当該授業科目の成績点から55を控除して得た
点数を10で除した値とする。
計算式は、ＧＰ＝（成績点－55）／10となります。
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成績点に対する
ＧＰ　　　　　

　単位認定試験の成績に応じて、次の表のとおりＧＰを
算出します。
　ＧＰの最高点は4.5、最低点は0.0です。

成績標語 成績点 ＧＰ 備考

ＡＡ 90～100 3.5～4.5

Ａ 80～ 89 2.5～3.4

Ｂ 70～ 79 1.5～2.4

Ｃ 60～ 69 0.5～1.4 再試での単位取得も含む

Ｆ ０～ 59 0.0

欠席 － 0.0

失格 － 0.0

ＧＰＡ値の算出と
計算方法　　　　

　学期ごとに「学期ＧＰＡ」と卒業時に「通算ＧＰＡ」
の２種類を算出します。
①学期ＧＰＡは、次のとおり計算します。
　　　

学期ＧＰＡ＝
　　　　　取得点の合計　　　　

　　　　　　　　　　　履修登録した単位数の合計
②通算ＧＰＡは、次のとおり計算します。
　　　

通算ＧＰＡ＝
　　　　各学期で得た取得点の総和　　　

　　　　　　　　　　　各学期で履修登録した単位数の総和
③取得点の算出方法
　　　取得点＝（当該科目で得たＧＰ）×（当該科目の単位数）
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３　学修状況を把握する目安

学修状況を把握す
る目安　　　　　

　得られたＧＰＡ値によって、次のとおり学修状況を把
握することができる。学期ごとの推移を見ることで、学
修達成度の結果が判断できます。

ＧＰＡ値 評価の状況 学修の状態

3.01～4.50 ＡＡ～Ａ評価を平均
的に修得

　授業科目の内容を良く理解して
おり、試験等において優れた成績
を修めている。
　非常に優秀。特に問題はない。

2.01～3.00 Ａ～Ｂ評価を平均的
に修得

　授業科目の内容を標準的なレベ
ルで理解しており、試験等におい
て標準的な成績を修めている。
　問題はないが、学期ごとに下がっ
ている場合は注意が必要である。

1.01～2.00 Ｂ～Ｃ評価を平均的
に修得

　授業科目の内容は理解でき、試
験等において合格と認められる低
いレベルの成績を修めている。
　本人の学修姿勢によっては、急
激に不合格科目が増えることもあ
るので、注意が必要

0.50～1.00 不合格科目、失格、
欠席が多い

　授業科目の内容は理解できてい
るが、試験等において最低限度の
成績を修めている。
　学習面、生活面で問題を抱えて
いる場合が多く、学修状況や生活
面での指導が必要になる。

ＧＰＡ値の活用 ① 卒業又は修了時に成績優秀者を表彰する際、その選考
に利用する。

② 学期のＧＰＡ値が1.0以下の者、1.4以下の値が２学期
連続、又は通算で３学期になった者に対しては、履修
指導等の対象にします。

③ ＧＰＡ又は前学期ＧＰＡが3.5以上の者に対しては、当
該学期の履修上限を２単位（24単位→26単位）緩和し
ます。（資格関連科目等は除きます。）

④ ＧＰＡ値が、学期、又は通算で0.5未満の者は、退学勧
告の対象となります。
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Ⅺ　単位の認定制度

１　認定できる単位

認定できる単位の
種類　　　　　　

① 本学に入学する前に科目等履修生などで既修得した単
位

② 他の大学又は短期大学の授業科目を履修して修得した
単位

③ 大学以外の教育施設等で学修した内容
④ 編入学した者の単位

申請 　該当する学生は、教務課で相談してください。
　申請時期は、履修登録の締切前に期間を決めて教務課
で受け付けます。提出書類などは、相談の時に確認して
ください。
　なお、英語以外の外国語による単位修得証明書は、受
け付けることができませんので、日本語又は英語による
ものを添付してください。

単位認定の審査 　申請書に基づいて、教務委員会で審査します。

認定単位の通知 　Webの成績一覧で見ることができます。

２　入学前の既修得単位

既修得単位とは 　学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において
修得した授業科目の単位を本学における授業科目の履修
により修得したものとみなし、単位を認定することです。
　認定できる単位には、科目等履修生により修得した単
位を含みます。また、大学又は短期大学には、外国の大
学又は短期大学を含みます。

認定できる単位数 　本学の授業科目を履修したとみなせる学修であるので、
それぞれの学修内容を判定した上で、「教養科目」又は「専
門科目」の単位として最高30単位まで認めることができ
ます。
　ただし、食物栄養学科における扱いは、栄養士養成施
設指導要領の定めるところによります。
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手続き等 　詳しいことは、『学則等諸規則』の「入学前の既修得単
位の認定に関する規程」を参照してください。

３　他の大学・短期大学の授業科目を履修して修得した単位

他の大学等の授業
科目を履修して修
得した単位とは　

　他の大学や短期大学との間で単位互換の協議が成立し
た場合、学生が本学以外の大学又は短期大学において修
得した授業科目の単位を、本学における授業科目の履修
により修得したものとみなし、単位を認定することです。

認定できる単位数 　本学の授業科目を履修したとみなせる学修であるので、
それぞれの学修内容を判定した上で、「教養科目」又は「専
門科目」の単位として最高30単位まで認めることができ
ます。
　ただし、食物栄養学科における扱いは、栄養士養成施
設指導要領の定めるところによります。

手続き等 　詳しいことは、『学則等諸規則』の「他の大学又は短期
大学における授業科目の履修に関する規程」を参照して
ください。

４　大学以外の教育施設等における学修の単位認定

大学以外の教育施
設等の学修とは　

　大学の専攻科、高等専門学校の課程、専修学校の専門
課程のうち修業年限が２年以上のもの又は文部科学大臣
の認定を受けた技能審査の合格に係る学修等で、本学に
おいて大学教育に相当する水準を有すると認めた学修を
いいます。

認定できる単位数 　大学教育に相当する水準を有すると認めたものなので、
それぞれの学修内容を判定した上で、他の大学・短期大
学の授業科目を履修して修得して認定された単位とあわ
せて、最高30単位まで認めることができます。
　認定できる単位は、学修の内容に応じて「教養科目」、
「専門科目」又は「資格科目」の単位として認定します。
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　ただし、食物栄養学科における扱いは、栄養士養成施
設指導要領の定めるところによります。

手続き等 　詳しいことは、『学則等諸規則』の「大学以外の教育施
設等における学修の単位認定に関する規程」を参照して
ください。

５　編入学者の単位認定

認定できる単位数 　卒業要件単位数の124単位の内、最高62単位まで認定
することができます。

認定方法 　提出された単位修得証明書に基づき、教養科目又は専
門科目として認定できる科目をそれぞれ本学の授業科目
に照らし、単位認定します。
　修得単位の内、本学の教養科目又は専門科目に該当し
ないものは、教養科目の単位として一括認定します。
例①　62単位－（専門科目20単位＋教養科目10単位）
　　　＝教養科目一括認定32単位
例②　62単位－（専門科目０単位＋教養科目10単位）
　　　＝教養科目一括認定52単位

免許・資格に係る
科目の単位認定　

　提出された単位修得証明書（学力に関する証明書）に
基づき、本学の免許・資格に関する授業科目および単位
として認定することができます。
　なお、認定できる単位数により、在学する期間内で免許・
資格の取得ができない場合があります。
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Ⅻ　資格及び国家試験等受験資格に関する授業科目

１　資格に関する授業科目
１．日本心理学会が定める「認定心理士」の科目・単位数と本学で対応する科
目・単位数

（１）文学部　人間関係学科

領　　域 本学で開講する科目 選択
必修 選択 基本

主題
副次
主題 単　　位

基
礎
科
目

ａ 心理学概論

心理学Ⅰ
心理学Ⅱ
心理学概論Ⅰ
心理学概論Ⅱ

2
2
2
2

○
○
○
○

４単位以上

ｂ 心理学研究法 心理学統計法
心理学研究法

2
2

○
○

８単位以上

最低４単位分は
ｃ．心理学実験実
習の単位

ｃ 心理学実験実習

心理学実験Ⅰ
心理学実験Ⅱ
心理演習Ⅰ
心理演習Ⅱ
心理実習

2
2

1
1
1

○
○

○
○
○

基礎科目小計 合計12単位以上

選
択
必
修
科
目

ｄ 知覚心理学・
学習心理学

学習・言語心理学
感情・人格心理学
知覚・認知心理学

2
2
2

○
○
○

５領域のうち

３領域以上で、そ
れぞれが少なくと
も４単位以上
必ず基本主題を
含むこと

ｅ 生理心理学・
比較心理学

神経・生理心理学Ⅰ
神経・生理心理学Ⅱ

2
2

○
○

ｆ 教育心理学・
発達心理学

教育・学校心理学
発達心理学概論

2
2

○
○

ｇ 臨床心理学・
人格心理学

社会・集団・家族心理学
障害者・障害児心理学
福祉心理学
臨床心理学概論
心理学的支援法Ⅰ
心理学的支援法Ⅱ
心理的アセスメントⅠ
心理的アセスメントⅡ
健康・医療心理学
精神疾患とその治療Ⅰ
精神疾患とその治療Ⅱ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

ｈ 社会心理学・
産業心理学

産業・組織心理学
司法・犯罪心理学

2
2

○
○

選択科目小計 ５領域計
16単位以上

そ
の
他

ｉ 心理学関連科目・
卒業論文 卒業論文 4 ○ 卒業論文は

最大４単位

総　計 総計36単位以上

※副次主題は、全て１単位しか認められません。
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２．「食品衛生管理者・食品衛生監視員」任用資格取得に必要な授業科目及び
単位数

（１）食物栄養科学部　食物栄養学科
食品衛生法施行規則第50条に定める科目 左記科目に対応する本学の授業科目名等

区　　分 基本科目名 授業科目名 必修・
選択別 単位数

別
表
第
14
に
掲
げ
る
科
目

化学関係 分析化学
有機化学
無機化学

一般化学
食品学実験

必修
必修

２
１

計　３

生物化学関係 生物化学
食品化学
生理学
食品分析学
毒性学

解剖生理学
解剖生理学実験
生化学Ⅰ
生化学Ⅱ

必修
必修
必修
必修

２
１
２
２

計　７

微生物学関係 微生物学
食品保存学
食品製造学

微生物学（生体防御を含む）
食品加工学
食品加工学実習

必修
必修
必修

２
２
１

計　５

公衆衛生学関係 公衆衛生学
食品衛生学
衛生行政学

公衆衛生学Ⅰ
公衆衛生学Ⅱ
食品衛生学
食品衛生学実験

必修
必修
必修
必修

２
２
２
１

計　７

計22単位以上 最低修得単位数　小計22単位

別
表
第
15
に
掲
げ
る
科
目 

病理学
医学概論
解剖学
栄養化学
栄養学
食品保蔵学
等

医学概論・臨床医学入門
病態生理学
基礎栄養学
応用栄養学Ⅰ
応用栄養学Ⅱ
公衆栄養学Ⅰ
臨床栄養学Ⅰ
臨床栄養学Ⅱ
給食経営管理論Ⅰ

必修
必修
必修
必修
必修
必修
必修
必修
必修

２
２
２
２
２
２
２
２
２

計　18

最低修得単位数　小計18単位

合計40単位以上 最低修得単位数　合計40単位
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（２）食物栄養科学部　発酵食品学科
食品衛生法施行規則第50条に定める科目 左記科目に対応して本学の授業科目名等

区　　　分 基本科目名 授業科目名 必修・
選択別 単位数

別
表
第
14
に
掲
げ
る
科
目

化学関係 無機化学
有機化学
分析化学

基礎化学
有機化学
分析化学実験

必修
必修
必修

２
２
１

計　５

生物化学関係 生物化学
食品化学
生理学
食品分析学
毒性学

生化学Ⅰ
食品化学
細胞生物学

必修
必修
必修

２
２
２

計　６

微生物学関係 微生物学
食品微生物学
食品保存学
食品製造学

微生物学
発酵食品学

必修
必修

２
２

計　４

公衆衛生学関係 公衆衛生学
食品衛生学
環境衛生学
衛生行政学
疫学

食品衛生学
公衆衛生学Ⅰ
公衆衛生学Ⅱ
食品衛生学実験

必修
必修
必修
必修

２
２
２
１

計　７

計22単位以上 最低修得単位数　小計22単位

別
表
第
15
に
掲
げ
る
科
目 

病理学
医学概論
解剖学
栄養化学
栄養学
食品保蔵学
等

医学概論
栄養化学
食品保蔵学
醸造微生物学
酵母学
品質鑑定論
調味食品学
環境微生物学
食品関係法規

必修
必修
必修
必修
必修
必修
必修
必修
必修

２
２
２
２
２
２
２
２
２

計 　
18

最低修得単位数　小計18単位

40単位以上 最低修得単位数　合計40単位
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３．学芸員資格取得に必要な授業科目及び単位数

授　　業　　科　　目
単 位 数

備　　　　考
必修 選択

生涯学習概論 ２
博物館概論 ２
博物館展示論 ２
博物館資料論 ２
博物館資料保存論 ２
博物館経営論 ２
博物館教育論 ２
博物館情報・メディア論 ２
博物館実習Ⅰ 1
博物館実習Ⅱ 1
博物館実習Ⅲ 1 事前及び事後の指導を含む
考古学概論 2 本学が定める６科目12単位

を選択必修文化財科学概論 2
世界遺産学概論 2
民俗学概論 2
環境歴史学概論 2
美術史概論 2
文化人類学 2
日本文学史 2
日本美術史概論 2
東洋美術史概論 2
西洋美術史概論 2
美術工芸論 2
人類学総論 2
文化財保護論 2
アーカイブズ論Ⅰ 2
アーカイブズ論Ⅱ 2
分析化学 2
医学概論 2
香料学概論 2
調味食品学 2
食品分析学 2
基礎化学 2
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４．司書資格取得に必要な授業科目及び単位数

左に対応する本学で開講する授業科目等
単 位 数

備　　　　考
必　修 選　択

生涯学習概論 ２

図書館概論 ２

図書館情報技術論 ２

図書館制度・経営論 ２

図書館サービス概論 ２

情報サービス論 ２

児童サービス論 ２

情報サービス演習Ⅰ １

情報サービス演習Ⅱ １

図書館情報資源概論 ２

情報資源組織論 ２

情報資源組織演習Ⅰ １

情報資源組織演習Ⅱ １

図書館基礎特論 　 １

　２科目以上修得すること

図書館サービス特論 　 １

図書館情報資源特論 １

図書・図書館史 １

図書館施設論 　 １

図書館総合演習 　 １

図書館実習 　 １

資格取得のための最低単位数 24

５．司書教諭資格取得に必要な授業科目及び単位数

授　　業　　科　　目
単 位 数

備　　　　考
必　修 選　択

学校経営と学校図書館 2

学校図書館メデｨアの構成 2

学習指導と学校図書館 2

読書と豊かな人間性 2

情報メディアの活用 2

取　得　単　位　数 10
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６．文書館専門職（アーキビスト）修了証取得に必要な授業科目及び単位数

 授　　業　　科　　目
単　位　数

履修要件 備考
必修 選択

基 礎 科 目

市民生活とアーカイブズ 2

８単位
行政法 2
アーカイブズ論Ⅰ 2
アーカイブズ論Ⅱ 2

記録管理科目

デジタルアーカイブズ 2

８単位
アーカイブズ管理論 2
レコードマネジメント論Ⅰ 2
レコードマネジメント論Ⅱ 2

記録資料科目

日本史講義１（古代史料論） 2

８単位

日本史講義２（中世史料論） 2
日本史講義３（近世史料論） 2
日本史講義４（近現代史料論） 2
世界史講義１（東洋史） 2
世界史講義２（アジア史） 2
世界史講義３（西洋史） 2
法制史 2
国際交渉論 2
宗教史 2
日本史特講１（古代史） 2
日本史特講２（中世史） 2
日本史特講３（近世史） 2
日本史特講４（近現代史） 2

実 習 科 目
アーカイブズ実習Ⅰ 1

２単位
アーカイブズ実習Ⅱ 1

取　得　単　位　数
22 ４

28単位
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７．日本語教員資格取得に必要な授業科目及び単位数

区　　分 授　　業　　科　　目
単 位 数

備　　考
必修 選択

社会・文化・
地域に関わる
領域

社会・文化・
地域

文化史 2

８単位以上

国際関係論 2
日本語学講義４（古代語の歴史） 2
日本語学講義５（近代語の歴史） 2
日本語教育概論１ 2
日本語教育概論２ 2
日本語教育キャリア形成論 2

言語と社会
日本語学研究２（方言研究） 2

４単位以上日本語学研究３（現代語研究） 2
比較文化研究 2

教育に関わる
領域

言語と心理
言語習得概論 2

４単位以上心理学Ⅰ 2
心理学Ⅱ 2

言語と教育

日本語教育教材論 2

８単位以上

日本語教育実習指導１ 1
日本語教育実習指導２ 1
日本語教育実習１ 1
日本語教育実習２ 1
異文化共有論 2
情報リテラシー 2

言語に関わる
領域 言　　　語

言語学概論 2

４単位以上

日本語学講義１（音声言語） 2
日本語学講義２（日本語の語彙） 2
日本語学講義３（日本語の文法） 2
日本語学研究４（文字表記研究） 2
日本語学研究５（古代語研究） 2
英語１ 1

４単位以上

英語２ 1
英語３ 1
英語４ 1
ＴＯＥＩＣ１ 1
ＴＯＥＩＣ２ 1
英語語彙１ 1
英語語彙２ 1
ドイツ語基礎１ 1
ドイツ語基礎２ 1
フランス語基礎１ 1
フランス語基礎２ 1
中国語基礎１ 1
中国語基礎２ 1
韓国語基礎１ 1
韓国語基礎２ 1
英会話１ 1
英会話２ 1
ビジネス日本語（聴読解）１ 1
ビジネス日本語（聴読解）２ 1

16 52 32単位以上
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２　国家試験等受験資格に関する授業科目
１．社会福祉士
　社会福祉士及び介護福祉士法第７条第１号規定する社会福祉士に関する科目
を定める省令（平成20年3月24日文部科学省・厚生労働省令第３号）に対応
する本学開講科目及び最低修得単位数

社会福祉士に関する科目を定める省令に
規定する指定科目等の名称　　　　　　 左に対応する本学の授業科目の名称

指定科目の名称 備考 授業科目の名称
履修方法
・単位数 備考
必修 選択

医学概論 医学概論 2
心理学と心理的支援 心理学と心理的支援 2
社会学と社会システム 社会学と社会システム 2
現代社会の原理と政策 現代社会の原理と政策Ⅰ

現代社会の原理と政策Ⅱ
2
2

社会福祉調査の基礎 社会福祉調査の基礎 2
ソーシャルワークの基盤と専門職 ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ 2
ソーシャルワークの基盤と専門職
（専門）

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ 2

地域福祉と包括的支援体制 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ
地域福祉と包括的支援体制Ⅱ

2
2

ソーシャルワークの理論と方法 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ

2
2

ソーシャルワークの理論と方法
（専門）

ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ

2
2

福祉サービスの組織と経営 福祉サービスの組織と経営 2
社会保障 社会保障Ⅰ

社会保障Ⅱ
2
2

高齢者福祉 高齢者福祉 2
障害者福祉 障害者福祉 2
児童・家庭福祉 児童・家庭福祉 2
貧困に対する支援 貧困に対する支援 2
保健医療と福祉 保健医療と福祉 2
権利擁護を支える法制度 権利擁護を支える法制度 2
刑事司法と福祉 刑事司法と福祉 2
ソーシャルワーク演習 30時間 ソーシャルワーク演習Ⅰ 1 30時間
ソーシャルワーク演習（専門）

120時間
ソーシャルワーク演習Ⅱ
ソーシャルワーク演習Ⅲ
ソーシャルワーク演習Ⅳ
ソーシャルワーク演習Ⅴ

1
1
1

30時間
30時間
30時間
30時間

ソーシャルワーク実習指導
90時間

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ

2
2
2

30時間
30時間
30時間

ソーシャルワーク実習 240時間 ソーシャルワーク実習Ⅰ
ソーシャルワーク実習Ⅱ

1
4

56時間
184時間

最低修得単位数 72
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２．精神保健福祉士
　精神保健福祉士法（平成９年法律第131号）第７条第１号に基づく精神障害
者の保健及び福祉に関する科目（平成23年８月５日文部科学省・厚生労働省
令第３号）に対応する本学開講科目及び最低修得単位数

指　定　科　目
指定科目又は読み替え範囲内で本学が開講す
る科目   （令和２年３月６日障発0306第６

号）

単
位
数

備考

９
　
指
定
科
目
等
に
係
る
開
講
科
目
の
名
称

医学概論 医学概論 ２
心理学と心理的支援 心理学と心理的支援 ２
社会学と社会システム 社会学と社会システム ２

社会福祉の原理と政策 社会福祉の原理と政策Ⅰ
社会福祉の原理と政策Ⅱ

２
２

地域福祉と包括的支援体制 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ
地域福祉と包括的支援体制Ⅱ

２
２

社会保障 社会保障Ⅰ
社会保障Ⅱ

２
２

障害者福祉 障害者福祉 ２
権利擁護を支える法制度 権利擁護を支える法制度 ２
刑事司法と福祉 刑事司法と福祉 ２
社会福祉調査の基礎 社会福祉調査の基礎 ２

精神医学と精神医療 精神医学と精神医療Ⅰ
精神医学と精神医療Ⅱ

２
２

現代の精神保健の課題と支援 現代の精神保健の課題と支援Ⅰ
現代の精神保健の課題と支援Ⅱ

２
２

ソーシャルワークの基盤と専門職 ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ

２
２

精神保健福祉の原理 精神保健福祉の原理Ⅰ
精神保健福祉の原理Ⅱ

２
２

ソーシャルワークの理論と方法 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ

２
２

ソーシャルワークの理論と方法（専門） ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ

２
２

精神障害リハビリテーション論 精神障害リハビリテーション論 ２
精神保健福祉制度論 精神保健福祉制度論 １
ソーシャルワーク演習 ソーシャルワーク演習Ⅰ １

ソーシャルワーク演習（専門）
ソーシャルワーク演習Ⅱ
ソーシャルワーク演習Ⅲ
ソーシャルワーク演習Ⅳ

１
１
１

ソーシャルワーク実習指導
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ

２
２
２

ソーシャルワーク実習 ソーシャルワーク実習Ⅰ
ソーシャルワーク実習Ⅱ

１
４
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３．管理栄養士
　管理栄養士学校指定規則第２条の別表第１に定める教育内容に対応する本学
の授業科目及び単位数

管理栄養士学校指定規則第２条の
別表第１に定める教育内容　　　

学則に定める授業科目等

授　業　科　目

履修方法
単 位 数

備考教　育　内　容
単位数

講義
又は
演習

実験
又は
実習

講義
又は
演習

実験
又は
実習

専

門

基

礎

分

野

社会・環境と健康 6

 10

社会福祉論
社会福祉援助技術実習
健康管理概論
公衆衛生学Ⅰ
公衆衛生学Ⅱ

２

２
２
２

１

社会・環境と健康の単位数 ８ １
人体の構造と機能
及び疾病の
成り立ち

14 解剖生理学
解剖生理学実験
生化学Ⅰ
生化学Ⅱ
生化学実験
運動生理学
運動生理学実験
医学概論・臨床医学入門
病態生理学
微生物学（生体防御を含む）

２

２
２

２

２
２
２

１

１

１

人体の構造と機能疾病の成り立ちの単位数 14 ３
食べ物と健康 ８ 食品学Ⅰ

食品学Ⅱ
食品学実験
食品加工学
食品加工学実習
調理学
調理実習
応用調理実習
調理学実験
食品衛生学
食品衛生学実験

２
２

２

２

２

１

１

１
１
１

１
食べ物と健康の単位数 10 ６

小　　　計 28 10 小　　　計 32 10
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管理栄養士学校指定規則第２条の
別表第１に定める教育内容　　　

学則に定める授業科目等

授　業　科　目

履修方法
単 位 数

備考教　育　内　容
単位数

講義
又は
演習

実験
又は
実習

講義
又は
演習

実験
又は
実習

専

　

門

　

分

　

野

基礎栄養学 ２

８

基礎栄養学
基礎栄養学実験

２
１

基礎栄養学の単位数 ２ １
応用栄養学 ６ 応用栄養学Ⅰ

応用栄養学Ⅱ
応用栄養学Ⅲ
応用栄養学実習
実践栄養学実習

２
２
２

１
１

応用栄養学の単位数 ６ ２
栄養教育論 ６ 栄養教育論Ⅰ

栄養教育論Ⅱ
栄養カウンセリング論
栄養教育論実習
栄養カウンセリング実習

２
２
２

１
１

栄養教育論の単位数 ６ ２
臨床栄養学 ８ 臨床栄養学Ⅰ

臨床栄養学Ⅱ
臨床栄養学Ⅲ
臨床福祉介護論
臨床栄養学実習
臨床介護栄養実習

２
２
２
２

１
１

臨床栄養学の単位数 ８ ２
公衆栄養学 ４ 公衆栄養学Ⅰ

公衆栄養学Ⅱ
地域栄養活動演習
公衆栄養学実習

２
２
１

１
公衆栄養学の単位数 ５ １

給食経営管理論 ４ 給食経営管理論Ⅰ
給食経営管理論Ⅱ
給食経営管理実習

２
２

１
給食経営管理論の単位数 ４ １

総合演習 ２ 総合栄養マネジメント演習Ⅰ
総合栄養マネジメント演習Ⅱ
総合栄養マネジメント演習Ⅲ

１
１
１

総合演習の単位数 ３
臨地実習 ４ 臨床栄養学臨地実習

公衆栄養学臨地実習
給食運営臨地実習

２
１
１

臨地実習の単位数 － ４
小　　計 32 12 小　　　　　　計 34 13
累　　計 60 22 累　　　　　　計 66 23
合　　計 82 合　　　　　　計 89
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４．フードスペシャリスト
　日本フードスペシャリスト協会が定める科目及び単位数等に対応する本学の
授業科目及び単位数

日本フードスペシャリスト協会が定める科目
及び単位数等

本学で開講する授業科目名 履修
方法

単位数

必修 選択
授　業　項　目 授業

形態
単位
数

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

フードスペシャリスト論 － ２ フードスペシャリスト論 講義 ２

食品の官能評価・鑑別
講義
実験
又は
実習

１ 食 品 学 実 験 実験 １

１ 食 品 学 Ⅱ 講義 ２

食物学に関する科目
講義
実験
又は
実習

４ 食 品 学 Ⅰ 講義 ２

１
食 品 加 工 学 講義 ２

食 品 加 工 学 実 習 実習 １

食品の安全性に関する科目 － ２ 食 品 衛 生 学 講義 ２

調理学に関する科目
講義
実験
又は
実習

２ 調 理 学 講義 ２

２
調 理 実 習 実習 １

応 用 調 理 実 習 実習 １

栄養と健康に関する科目 － ２ 基 礎 栄 養 学 講義 ２

食品流通・消費に関する科目 － ２ フードマーケティング論 講義 ２

フードコーディネート論 － ２ フードコーディネート論 講義 ２

修得単位数合計 21 修 得 単 位 数 合 計 22単位
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ＧＰＡに関するＱ＆Ａ

　本学は、学生の主体的な学修を支援しています。そして、その学修成果に関
しては厳正な成績評価を行っています。さらに学生自ら学業成績の状況を的確
に把握して、適切な履修計画とそれに基づく真剣な学習に役立てることができ
るように、在学生全員を対象として、履修した全科目の成績の平均を数値で表
したＧＰＡ（Grade Point Average/グレード・ポイント・アベレージの略）
を算出しています。
　このＧＰＡは、学修の質（到達度）を評価する成績評価の方法となっており、
合格した科目だけではなく、不合格や失格、試験を欠席した科目もＧＰＡの算
出対象となるのが大きな特徴のひとつです。したがって、学生には自分の履修
（履修登録を含む。）に対して、より真剣に取り組むことが求められます。学
期ごとに算出されるＧＰＡを期間ごとに比較検討し、今後の学修計画に役立て
てください。

Ｑ１．ＧＰＡとは何ですか？
Ａ１．学生が履修した全科目の成績を、その得点に応じてグレード・ポイ

ント（ＧＰ）を設定し、１単位あたりの平均を数値で表したものがＧ
ＰＡ（Grade Point Average/グレード・ポイント・アベレージの略）
です。ＧＰＡは、学期ごとのＧＰＡと入学時から通算したＧＰＡの、
２つのＧＰＡが算出されます。

Ｑ２．ＧＰＡの目的は何ですか？　なぜＧＰＡを算出するのですか？
Ａ２．本学では、シラバスに各授業の学習目標や目標達成のための授業方

法及び計画を提示し、成績評価基準を明示した上で、厳格な成績評価
が行われる体制を整えています。ＧＰＡの算出は、これまでの厳格な
成績評価をさらに推進させることを目的としています。具体的には、
合格科目だけではなく不合格科目や受講を途中で止めた科目も成績評
価の対象となりますので、学生に対して今まで以上に慎重に履修登録
科目を選択して授業への取り組みを期待します。

　　　また、ＧＰＡとして明確で客観的な総合的成績評価を学生に示すこ
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とにより、学生が自分自身の学習への努力の成果を把握しやすくする
ことも狙いとしています。

Ｑ３．ＧＰＡは本学独自の制度ですか？
Ａ３．ＧＰＡは本学独自の制度ではありません。ＧＰＡは、厳格な成績評

価方法としては欧米の大学では広く取り入れられている制度です。
　　　いま日本の大学には、国際競争力を強化した世界レベルの質の高い

高等教育機関としての整備が求められており、ＧＰＡは教育の国際化
に対応しています。本学においても学生の海外留学、海外の大学院進学、
外資系企業への就職が増えている状況を考慮し、海外から見ても「分
かりやすい成績評価」を導入することとしたものです。

Ｑ４．ＧＰＡは何の役に立つのですか？	
Ａ４．高等学校の評定平均のように学業結果を総合的に判断する指標とし

て役立ちます。学生は学期ごとに記載される自分のＧＰＡを見ること
で、成績の伸びなど、学習の状況を客観的に把握することができます。

Ｑ５．ＧＰＡはどのように利用されるのですか？
Ａ５．本学においては、ＧＰＡを、学生が自らの学業成績の状況を的確に

把握して、適切な履修計画とそれに基づく真剣な学修に役立てること
を目的に使用します。また、教員は学生の履修指導にこのＧＰＡを使
用します。本学では、当面は履修単位数の上限の緩和、卒業又は修了
時に成績優秀者を表彰する際の選考に利用します。また、ＧＰＡが、0.5
未満の場合は、退学勧告を受けることがあります。なお、他大学にお
けるＧＰＡの活用例としては、学科による履修指導のほか、留学や奨
学金の選考における参考資料として使われることがあります。また、
海外の大学院では、ＧＰＡを書類選考の重要なデータとして取り扱っ
ているところが少なくありません。

Ｑ６．グレード・ポイント（ＧＰ）とは何ですか？	
Ａ６．グレード・ポイント（ＧＰ）とは、各履修科目の成績を、その得点

に応じて数値化したものです。
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　　　多くの大学では、ＧＰを秀・優・良・可・不可等の成績評語に4点、
3点、2点、1点、0点という点数を与えて、その点数に科目の単位数を
加味し、平均値を算出したものがＧＰＡです。この方式では、例えば
80点を取った人も「優」、89点を取った人も同じ「優」で、点数も「3」
で変わりはありません。したがって、この方式で算出するＧＰＡは、
評価の厳格性に欠けるものとなりがちでした。

　　　そこで本学では、ＧＰを該授業科目の成績点から55を控除して得た点
数を10で除した値として算出することにしました。計算式は、ＧＰ＝（成
績点－55）／10となります。この方法を利用したＧＰＡをFunctional
ＧＰＡ（fＧＰＡ）といいます。これは、従来の方法よりも評価の厳格性
が高まり、さらに信頼性が確保されるものと考えています。

Ｑ７．履修科目の成績のグレード・ポイント（ＧＰ）はどのように設定される
のですか？

Ａ７．履修科目の成績を、その得点に応じて次のようにグレード・ポイン
ト化します。

　　　本学では、Ａ６でも説明しましたが、ＧＰ＝（成績点－55）／10で
計算します。

　　　この計算式によって算出したＧＰを成績点別に次の表のとおり最高
点は4.5に、最低点は0.0に設定しています。

成績標語 成績点 ＧＰ 備考
ＡＡ 90～100 3.5～4.5
Ａ 80～ 89 2.5～3.4
Ｂ 70～ 79 1.5～2.4
Ｃ 60～ 69 0.5～1.4 再試での単位取得も含む
Ｆ ０～ 59 0.0

欠席 － 0.0
失格 － 0.0

Ｑ８．ＧＰＡの算出はどのように行われるのですか？
Ａ８．ＧＰＡは次のように算出します。

①　履修登録科目の成績に応じて与えられた各科目のグレード・ポイ
ントに、各科目の単位数をかけて合計します。

②　①で得られた値を履修登録科目の総単位数で割ります。
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③　②で得られた値は小数点第３位以下を切り捨てます。
　　　なお、他の大学などで修得した単位を本学の単位として認めた認定

単位は、計算式に含まれません。

Ｑ９．学生へのＧＰＡ通知はどのように行われるのですか？
Ａ９．成績通知書には学期ごとのＧＰＡ及び通算のＧＰＡを記載します。
　　　学生に通知するＧＰＡは、小数点第３位以下を切り捨てた値とします。

Ｑ10．不合格になった科目、再試験で合格した科目の取り扱いはどうなりま
すか？

Ａ10．59～０点で不合格になった科目、試験を欠席した科目、失格となっ
て受験資格を失った科目は、すべてＧＰを「0.0」としてＧＰＡの算出
対象とします。

　　　なお、定期試験において再試験の対象になった科目で再試験を受験
して合格した科目は、その結果によってＧＰＡを算出します。

Ｑ11．再履修した科目のＧＰはどうなりますか？
Ａ11．本学では、学期ごとのＧＰＡと通算のＧＰＡを算出します。再履修

科目について、学期ごとのＧＰＡでは、不合格になったときの成績の
ＧＰをＧＰＡの算出対象とします。しかし、通算ＧＰＡでは、再履修
科目も含めてすべての履修登録科目のＧＰをＧＰＡの算出対象としま
す。

Ｑ12．教職免許、司書、資格科目はＧＰＡの算出対象となりますか？
Ａ12．教養科目と専門科目をＧＰＡの算出対象としています。ＧＰＡの算

出対象にしない授業科目は、教務課で確認してください。

Ｑ13．通算ＧＰＡとは何ですか？
Ａ13.　ＧＰＡは、１学期（前期または後期）の履修登録科目の成績だけを

対象としてＧＰＡを算出する学期ごとのＧＰＡと、入学時からの履修
登録科目すべて（成績評価の確定した科目）の成績を対象としてＧＰ
Ａを算出する通算ＧＰＡの、２種類のＧＰＡを計算します。
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Ｑ15．ＧＰＡの計算例がありますか？
Ａ15．ＧＰＡの計算例は、次の表を参考にしてください。

＜例１＞Ａさん
科目名 単位数 評価 成績点 ＧＰ 取得点 ＝ 単位数 × ＧＰ

○○概論 2 ＡＡ 95 4.0 8.0 ＝ 2 × 4.0
●●演習 1 Ｃ 63 0.8 0.8 ＝ 1 × 0.8
△△概論 2 Ｂ 78 2.3 4.6 ＝ 2 × 2.3
▲▲演習 1 Ａ 82 2.7 2.7 ＝ 1 × 2.7
□□実習 1 Ｂ 71 1.6 1.6 ＝ 1 × 1.6
■■概論 2 Ｆ 55 0.0 0.0 ＝ 2 × 0.0
▽▽概論 2 失格 － － 0.0 ＝ 2 × －
▼▼実験 1 Ｃ 68 1.3 1.3 ＝ 1 × 1.3
＊＊演習 1 Ｂ 75 2.0 2.0 ＝ 1 × 2.0
◇◇概論 2 再試Ｃ 60 0.5 1.0 ＝ 2 × 0.5
◆◆概論 2 欠席 － － 0.0 ＝ 2 × －

合計 17 － 　 － 22.0 　 17 －

ＧＰＡ値＝1.29 （22点／17単位）
※小数点第３位以下を切り捨て

＜例２＞Ｂさん
科目名 単位数 評価 成績点 ＧＰ 取得点 ＝ 単位数 × ＧＰ

○○概論 2 ＡＡ 95 4.0 8.0 ＝ 2 × 4.0
●●演習 1 Ｃ 63 0.8 0.8 ＝ 1 × 0.8
△△概論 2 Ｂ 78 2.3 4.6 ＝ 2 × 2.3
▲▲演習 1 Ａ 82 2.7 2.7 ＝ 1 × 2.7
□□実習 1 Ｂ 71 1.6 1.6 ＝ 1 × 1.6
■■概論 2 Ａ 80 2.5 5.0 ＝ 2 × 2.5
▽▽概論 2 ＡＡ 90 3.5 7.0 ＝ 2 × 3.5
▼▼実験 1 Ｃ 68 1.3 1.3 ＝ 1 × 1.3
＊＊演習 1 Ｂ 75 2.0 2.0 ＝ 1 × 2.0
◇◇概論 2 再試Ｃ 60 0.5 1.0 ＝ 2 × 0.5
◆◆概論 2 Ａ 85 3.0 6.0 ＝ 2 × 3.0

合計 17 － 　 － 40.0 　 17 －

ＧＰＡ値＝2.35 （40点／17単位）
※小数点第３位以下を切り捨て

　Ａさん、Ｂさん共に17単位を登録しましたが、Ａさんのように
「Ｆ」、「失格」、「欠席」、再試による「Ｃ」等があるとＧＰＡは低く
なります。
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　一方、Ｂさんは、再試による「Ｃ」が１科目あるだけで、学修達成
度が高く試験で高得点を取得しています。Ｂさんのように学修達成度
が高くなれば、自然にＧＰＡ値も高くなります。



証明書・諸願・届一覧表
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各種証明書等一覧
　各種証明書等の申込みは自動発行機により手続きを行ってください。自動発
行機より直接発行されない証明書等については、自動発行機で交付申込手続き
を行い、取扱い窓口に提出の上交付を受けてください。
　なお、自動発行機の利用者が多い時期は、取扱い窓口において直接受付けま
す。但し、この場合は２日後の交付となります。

種　　　類 取扱い窓口
利　用　者 交付まで

の 日 数 手数料 備　　　考
在学生 卒業生

成 績 証 明 書 教務課 ◎ ○ 即日 500円 卒業生は２日後
学力に関する証明書 教務課 ○ ７日 500円 教員免許状個人申請用
在 学 証 明 書 教務課 ◎ 即日 500円
在 籍 証 明 書 教務課 ○ ○ ２日 500円 退学者用にも発行
卒業見込証明書 教務課 ◎ 即日 500円 卒業年度４月より発行
資格取得見込証明書 教務課 ○ ２日 500円 卒業年度６月より発行
免許状取得見込証明書 教務課 ○ ２日 500円 卒業年度６月より発行
推 薦 書 教務課 ○ ○ ２日 500円
人 物 考 査 書 教務課 ○ ○ ２日 500円
科目等履修生証明書 教務課 科目等履修生 ２日 500円
研 究 生 証 明 書 教務課 研　究　生 ２日 500円
卒 業 証 明 書 教務課 ○ ２日 500円
資格取得証明書 教務課 ○ ２日 500円
健康診断証明書 教務課 ◎ 即日 500円
各種英文証明書 教務課 ○ ○ ７日 1000円
学生割引証（学割） 学生課 ◎ 即日 50円
団 体 割 引 証 学生課 ○ ２日 － 予めＪＲ・旅行代理店等で割引用紙をもらう
通 学 証 明 書 学生課 ○ 即日 －
実習用通学証明書 学生課 ○ － － １ケ月前に相談のこと
学生証（再発行） 学生課 ○ ７日 1000円
仮 学 生 証 学生課 ◎ 即日 500円 試験時のみ

※　◎印は、自動発行機で直接発行される証明書です。○は窓口で手続きを行っ
てください

※　卒業後は、すべて窓口交付になります
※　交付日数には、申込日・日曜・祝日は含みません
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※　各種証明書等の取扱い窓口の受付時間
　◇各部署共通

区分 平　　日 土　　曜
午前 ８：45～11：30 ８：45～12：00
午後 12：30～16：45

自動発行機
※　自動発行機を利用する場合は、学生証番号と暗証番号（４桁）が必要です。
※　暗証番号（パスワード）は、個人の生年月日が初期設定されています。
　　（７月７日生まれの場合は、0707になります。）

［利用時間］
平　　日 土　　曜

８：30～17：15 ８：30～12：30

［設置場所］
　　１号館１階大学事務局
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諸願・届一覧表
区分 種　　　類 取扱窓口 提出期日 備　　　　　　考

願

追 試 験 受 験 許 可 願 教務課 所定の期日 各種証明書等を添付
教 職 課 程 履 修 願 〃 〃 教職課程履修に関する規程参照
司 書（ 教 諭 ） 課 程 履 修 願 〃 〃 司書・司書教諭資格取得に関する規程参照
博 物 館 学 芸 員 課 程 履 修 願 〃 〃 学芸員資格取得に関する規程参照
文書館専門職（アーキビスト）養成課程履修願 〃 〃 文書館専門職（アーキビスト）養成課程の履修に関する規程参照
日 本 語 教 員 養 成 課 程 履 修 願 〃 〃 日本語教員養成課程の履修に関する規程参照
研 究 願 〃 〃 研究生規程参照
科 目 等 履 修 生 願 〃 〃 科目等履修生規程参照
休 学 願 学生課 〃 医師の診断書・理由書を添付
退 学 願 〃 事由発生後直ちに
復 学 願 〃 所定の期日
留 年 許 可 願 教務課 〃 単位修得証明書を添付
納 入 金 延 納 許 可 願 学生課 前期4月20日、後期9月30日 予め相談にきてください
納 入 金 分 割 納 入 許 可 願 〃 〃 　　　　〃
授 業 料 等 減 免 認 定 申 請 書※１ 〃 所定の期日
学 生 団 体 結 成 承 認 願 〃 事由発生後直ちに 構成員名簿・規約を添付
学 生 団 体 廃 部 願 〃 〃

届

公 欠 届 〃 〃 各種証明書等を添付
感 染 症 に よ る 出 席 停 止 保健室 出校後直ちに 診断書等を添付
欠 席 届 教務課 事由発生後直ちに
長 期 欠 席 届 学生課 〃 病気等の場合は、医師の診断書を添付
保 証 人 変 更 届 〃 変更後速やかに
保 護 者 変 更 届 〃 〃 住民票を添付
改 姓 ・ 改 名 届 〃 〃 住民票を添付
住 所 変 更 届 〃 〃
海 外 旅 行 届 〃 ５日前
集 会（ 行 事 ） 開 催 届 〃 １週間前まで
遠 征 （ 合 宿 ） 届 〃 〃 課外活動等について計画書提出
学 生 団 体 幹 部 変 更 届 〃 所定の期日
学 生 団 体 構 成 員 登 録 届 〃 〃

※１　大学等における修学支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書

日本学生支援機構奨学金　諸願・届
区分 種　　　類 取扱窓口 提出期日 備　　　　　　考
願 編 入 学 奨 学 金 継 続 願 学生課 編入学時 第二種奨学金のみ

届
在 学 届 学生課 新入学時 高校・短大・前大学時奨学生であったもの
採 用 候 補 者 決 定 通 知 〃 新入学時
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別府大学・別府大学短期大学部の
個人情報保護に関する取り組みについて
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別府大学・別府大学短期大学部の
個人情報保護に関する取り組みについて

　「個人情報の保護に関する法律」に基づき、本学では、教育事業を展開する
ために学生個人情報ばかりではなく、保護者や卒業生などの個人情報も多く取
り扱っていることから、個人情報を保護するために必要な措置を講じています。
　そこで本学では、法律の主旨及び文部科学省が示す指針などに基づいて、①
学生等の個人情報の公正で適切な取得、②個人情報の利用目的の特定、③個人
情報の適正な管理及び保護、④個人情報の本人への開示等について、「学校法
人別府大学個人情報保護に関する規則」及び「別府大学・別府大学短期大学部
における個人情報保護に関する運用規程」等を制定して、個人情報を保護する
ために取り組んでいます。なお、これらの規則等については、本学のホームペー
ジで公表しています。
　さらに、全学的な情報セキュリティポリシーの下で、個人情報管理責任者を
置いて個人情報の収集、管理、利用、開示、提供等について技術的、組織的な
対策を講じるとともに、教職員に対する全学的な教育・啓蒙活動を通じて個人
情報の適正な利用と保護に努めています。

〈学生等の個人情報の取り扱い窓口〉
　○入学関係	 入試広報事務局　入試広報課
　○修学関係	 大学事務局　教務事務部　教務課
　○学生生活、学籍関係	 大学事務局　学生事務部　学生課
　○進路関係	 大学事務局　学生事務部　
	 	 　　　　　　キャリア支援課
　○留学生関係	 大学事務局　学生事務部　留学生課
　○学納金関係	 法人事務局　財務部　経理課
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Ⅰ．個人情報の公正・適切な取得
　学生及び保護者等（保証人を含む。）の個人情報は、入学志願票、入学手続
き書類、学生の在学中に提出する各種書類（履修登録票、進路希望調査書、奨
学金書類等）により、学生の修学支援及び本学の教育・研究等の業務の遂行に
必要な範囲内のものについて、必要な限度において公正で適切な方法で取得し
ます。

Ⅱ．個人情報の利用及び提供
　学生等の個人情報の利用は、目的の範囲内で行います。なお、法令に基づく
場合や本人の同意がある場合には、第三者に提供することがあります。

事 　 項 利　　　用　　　目　　　的

入 学 関 係
オープンキャンパス、進路ガイダンス、大学案内等の資料発送
入学志願者に対する選抜試験の運営、入学手続、入学前教育

（編入学、再入学を含む）、募集活動（高校訪問等）

学 籍 関 係 学生証交付、学籍異動
（入学・復学・退学・転学部・転学科手続等）

修 学・ 教 務 関 係

履修登録、履修相談、修学指導、学業奨励、研究活動支援、教
職等諸資格課程登録、授業の運営、試験の運営、成績処理、単
位認定、卒業判定、諸資格判定、学位記・卒業（修了）証書授
与、海外留学、短期海外研修、免許諸資格の取得に伴う実習

学 生 生 活

学生生活全般に関わる指導・助言、福利厚生施設の紹介、課外
活動、傷害保険、奨学金の選考・交付・償還、修学支援新制度、
定期健康診断、日常的な健康相談、課外活動支援、弔慰、災害
見舞、国際交流

進 路 関 係 進路相談、就職斡旋、資格・免許取得、就職試験対策、就職説
明会、進路希望調査

施 設 利 用 図書館、情報教育教室、外国語教育施設、視聴覚施設、教室、
体育施設、駐車場、合宿研修施設等

保 護 者・ 保 証 人
学生の修学指導等に必要な連絡、成績通知書の送付、授業料等
学費納付書の送付、寄付依頼書の送付、大学行事案内等各種送
付物の発送、「別府大学後援会」の保護者宛送付物の発送

そ の 他 各種連絡・通知、諸証明書発行、用具・備品等の貸出、学則に
よる処分、公開講座等の講座案内、同窓会活動
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学生の皆さんへ

「成績通知書」等の取扱について（通知）

一、本学は、保護者などと連携した修学指導、進路指導等の教育上の観点
から、あなたの成績通知書をあなたの保護者などに送付します。また、
今後とも同様の取扱いとします。

一、本学教職員があなたの出身高等学校を訪問する際に、あなたの学業成
績を含む履修の状況及び大学生活の状況を高等学校に口頭で説明しま
す。また、今後とも同様の取扱いとします。

　　　なお、成績通知書等の資料の提供はいたしません。

一、この取扱いに同意できない者は、所定の書式で大学事務局教務課に申
し出てください。

　　　なお、申し出のない者は、このことについて同意をいただいたもの
として処理させていただきます。

　　2024 年４月１日

別 　 府 　 大 　 学 　 長　　友　永　　　植
別府大学短期大学部学長　　友　永　　　植
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学生相談の窓口
　学生生活の中では、教科学習・単位修得に関すること以外で、生活上の悩み
を持つことがあります。生活資金、アルバイト、就職、友人関係などの悩み、
時には自分自身の問題で悩むこともあるでしょう。青春時代は楽しいことが数
多くありますが、同時に様々な悩みをいだく時代でもあります。皆さんはそれ
らの悩みを自ら解決することによって大きく成長していきます。ある意味では
悩み、そしてそれを克服することは、青春時代の特徴といってもよいでしょう。
　しかし、時には一人で悩まずに、人に相談しサポートしてもらうことで、よ
りよい解決法が見いだせることもあります。本学では「学生支援センター（学
生相談室）｣・「保健室（健康相談室）｣・「留学生相談室」・「キャリア支援セン
ター」を設けています。また、学生の質問・相談に応じる時間として、全教員
が週２コマのオフィスアワーを設定していますので、気軽に利用してください。
　なお、学生生活における様々なハラスメント（いやがらせ）についても相談
窓口を設け、相談に応じています。ハラスメント相談員もいますのでハラスメ
ント（いやがらせ）を受けた場合はためらわずに相談してください。

１．学生支援センター（学生相談室）
　学生支援センター（学生相談室）は18号館３Ｆにあります。
　学生支援センター（学生相談室）には、心理の専門家であるカウンセラー
が在席しています。皆さんが大学生活の中で悩んだり行き詰まったりした
時に、それを乗り越え、打開していくお手伝いをいたします。カウンセラー
に相談し、一緒に悩み、一緒に考えることによって、先に光が見えてくる
かも知れません。
　相談は予約制で、申し込みは学生支援センターまたは学生課で受け付け
ています。相談は、公認心理師または臨床心理士の資格を有するカウンセ
ラーが対応し、相談内容については守秘義務としています。
　また、学生支援センター（学生相談室）は、年度初めに全学生を対象と
したメンタルヘルスチェックアンケートを実施しています。アンケートの
結果をふまえて相談のお誘いをする場合があります。その際には、学生支
援センター（学生相談室）と日程を調整した上でお越しください。

　　　Tel：0977-86-6742



－ 114 －

相談を希望する人

相談受付
　窓口

相 談 員

相談申込

相談依頼 他機関紹介

・学生、家族
・各教職員（学生のことで）

学　生　課 学生支援センター
（職員不在時は学生課）

学内教職員・学外非常勤相談員
（公認心理師・臨床心理士）

学外他機関
（病院・クリニックなど）

２．保健室（健康相談室）
　保健室は、18号館１階にあります。学生がよりよく生きるために、健
康を保持・増進させ、病気を予防し、早期発見するとともに、保健指導を
行い有意義な学生生活を送れるよう援助するところです｡ 保健室では、学
生生活における健康に関する相談を受け付けています。さらに、健康アン
ケート、定期健康診断の結果から健康相談を実施しております。また、ケ
ガの応急処置や医療機関の紹介を行います｡

３．留学生相談室
　外国人留学生は言葉や生活習慣あるいは生活環境等の違いから、学業や
学内外の生活に関して様々な悩みを抱いています。本学では、その様な悩
みの相談に応じるために、外国人の担当教員が常時待機しています。また、
留学生課・学生課においても留学生の様々な相談に応じています。困った
ことがあれば、気軽に訪ねて相談してください。

　　担当者
　　南　喜玄先生　（韓国担当、国際経営学科）　　　　24号館４Ｆ 401
　　姚　宇龍先生　（中国担当、国際経営学科）　　　　24号館４Ｆ 408
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　相談を希望する学生は担当者に直接電話で連絡するか、もしくは研究室
を訪問してください。事務局の窓口に担当者への連絡を問い合わせてもか
まいません。

４．キャリア支援センター
　キャリア支援センターは、就職（進路）に関する情報の提供、イベント
の開催、就職に関する相談を主な取り組みとして、各学科の先生方と連携
しながら、学生の皆さんを支援しています。
　企業からの求人票や就職・進学情報誌、先輩たちのデータなど、いろい
ろな資料を揃えています。また、情報収集の仕方や個別の進路相談、さら
に履歴書・エントリーシートの添削指導なども行っています。
　学生の就職意識を高め、進路を確実に掴んで卒業できるよう、さまざま
な企画を計画して取り組んでいます。場所は、34号館１階にあります。１
～４年次生の全学生に常時開放していますので気軽に利用してください。
主な事業の紹介

（１）就職オリエンテーション（４回）
　　 就活ハンドブック配布（３年次生）

（２）就活準備フェア（業界＆仕事研究）（学内）
（３）福岡地区開催の合同企業説明会参加（２回）
（４）就職未定者相談会（２回）
（５）企業単独説明会（学内）
（６）各種講座
　① 就活セミナー
　　・履歴書・ES対策　・面接対策
　　・時事問題対策　　・身だしなみマナー
　② 公務員試験受験対策講座
　③ 就職試験受験対策講座（一般常識・SPI）

（７）留学生への就職支援
　　 就職セミナー（１回）
　　 学外合同企業説明会参加（２回）

（８）インターンシップの案内
（９）県内企業訪問（卒業生激励）
（10）学生への案内

（１）就職オリエンテーション
　３年次より、就職に対する意識を高め、これからの就職活動に向けて
取り組むべきことなどを理解させるため、３年次４回実施しています。
就活ハンドブックの配布や「進路希望調査」（求人検索NAVI）の入力
の説明についても同時に行います。

（２）就活準備フェア（業界＆仕事研究）
　学生と企業との面談の機会を増やし、企業・業界研究、自己表現など
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担当者と直接面談して今の自分を知ることを目的に実施しています。参
加企業数70社。

（３）福岡地区開催合同企業説明会　
　本学よりバスをチャーターして、大規模な合同企業説明会に参加して、
業界研究や自己表現を実際に体験させる。また、他大学生と一緒にブー
ス訪問などをすることで、客観的に自分を知ることなどを目的に２回実
施しています。

（４）就職未定者相談会
　就職が決まっていない４年次生に、就職活動の継続を促す目的として、
外部講師を招いて２回実施しています。個別面談と求人情報の提供を
行っています。

（５）企業単独説明会
　学内において４年次生を対象に、個別の説明会を実施しています。主
に昼休みを利用して各企業の担当者が、事業内容や採用などについて説
明を行っています。学生は事前の申込みが必要です。

（６）各種講座
　①公務員試験受験対策講座　　　

　公務員志望の学生を対象に、学力の向上を目的に教養分野を中心と
した講座を実施しています。警察官・消防士などの公安職や教養試験
の比重が大きい市町村などの合格を目指しています。

　②就職試験受験対策講座
　民間企業志望の学生に基礎学力の向上を目的に、一般常識問題・Ｓ
ＰＩ対策講座や言語・数的リテラシーの模擬試験を実施しています。

　③就活セミナー
　本番に向けて、履歴書・ESの書き方講座、マナー講座や身だしな
み講座、時事問題対策講座等を実施しています。

（７）留学生の就職支援
　①合同企業説明会

　本学よりバスをチャーターして、日本企業への就職や、福岡、大分
での就職を希望している留学生に、業界研究や企業の紹介、また選考
等の情報を入手する目的に２回実施しています。

　②日本で就職を志望している学生に、就職活動への手順、取り組み方法
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などについて、外部講師を招聘して実施しています。
（８）インターンシップの案内

　インターンシップに参加することで職業理解、進路選択の機会を得る
ことができます。
　受入企業の紹介や就業体験前後のフォローを行っています。

（９）企業開拓・激励訪問　
　県内企業（事業所）を中心に約200社を訪問しています。前年度に就
職した企業先を中心に訪問し、卒業生への激励と求人開拓等を行ってい
ます。

（10）学生への案内
　就職に関する行事等は、キャリア支援ニュース（月２回）、ＨＰ、掲
示や就職ガイダンスなどでお知らせしています。

５．オフィスアワー
　本学では、学生支援をさらに充実させるため、学生の質問・相談に応じ
る時間として、週２コマのオフィスアワーを設定しています。オフィスア
ワーの時間は原則として教員は研究室に在室しており、学生は基本的に予
約なしに研究室を訪問することができます。学生の皆さんは、大いにこの
オフィスアワーを利用して研究室を訪ねてください。
　質問・相談に応じる主な内容は次のとおりです。これ以外でも構いませ
ん。
　・　科目選択、履修登録などに関すること
　・　授業に関する質問・相談
　・　学修法、レポートの書き方などについての相談
　・　休・退学、転学部などについての相談
　・　奨学金に関すること
　・　卒業後の進路に関すること
　・　その他勉学や大学生活に関わること

　オフィスアワーの時間の周知方法は以下のとおりです。
　・　前・後期講義開始後、担当授業の中で周知する
　・　教務課掲示板に一覧を掲示して周知する
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　・　研究室に対応時間を掲示する
　・　シラバスの「学習相談及び学習成果のフィードバック」欄に明示する

【非常勤講師への質問・相談について】
　非常勤講師の先生方については、オフィスアワーに代わるものとして、授業
終了後に質問を受け付けるように要請しています。授業科目等に関する質問・
相談があるときは、授業終了後にお願いします。

６．ハラスメントの相談
　学生生活においては、時にいわれのない「いやがらせ」や不当な言動を
受けることも考えられます。このような「いやがらせ」や不当な言動、す
なわちハラスメントは、学生諸君の快適で豊かであるべき学園生活を壊し
たり傷つけたりする許しがたい行為です。学校法人別府大学では、「ハラ
スメント防止等に関する規程」を制定し、学園全体としてハラスメントの
防止に努めています。以下に、ハラスメントの定義、ハラスメントの防止
に向けて配慮すべき事柄、ハラスメントを受けた場合の相談などについて
簡単に述べておきます。

（１）ハラスメントとは
　ハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハ
ラスメント、パワー・ハラスメント及びこれらに類する言動をいいます。
　セクシュアル・ハラスメントとは、相手を不快にさせる性的又は性差
別的な言動をいいます。アカデミック・ハラスメントとは、修学上や研
究上の優位性を背景に行われる修学又は研究指導上の不適切で不当な言
動をいいます。パワー・ハラスメントとは、主に職場内で起こるハラス
メントで、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、精神的・身
体的苦痛を与える行為等をいいます。

（２）ハラスメントを防ぐために
　「不快だ」と感じる言動があった場合は、相手に対して言葉と態度で
「自分は望んでいない」「不快である」こと意思表示することが大切で
す。あいまいな態度では、行為者に「自分の行為はハラスメントである」
という自覚を持たせることなく、問題を深刻にします。
　たとえば、セクシャル・ハラスメントの場合、行為者本人が意識して
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いない場合でも、相手がそれを不快な性的言動と受け取った場合は、ハ
ラスメントになります。
　私たちは、相手が何を不快に思うかについて敏感でなければなりませ
ん。男女の別なく常に相手の人格を尊重するとともに、相手の気持ちを
気遣うことは、ハラスメントを防ぐだけでなく、望ましい人間関係を築
くうえで必要な配慮です。
　もしも、ハラスメントと思われる事態に、第三者として遭遇したら、
弱い立場の人の側に立ち、その非を指摘する勇気を持ってください。ハ
ラスメントは、コミュニティーの構成員すべてに関わる問題であり、皆
がそれを防止する義務があります。
　ハラスメントは人権侵害の問題の一つです。本学は、快適な学生生活、
職場環境、教育研究環境を阻害するハラスメントの予防・根絶のため、
教育や研修に取り組みます。

（３）ハラスメントを受けた場合
　ハラスメントを受けた場合、毅然とした態度で「やめてください」な
ど意思表示をすることが大切です。また、ハラスメントを受けた日時、
場所、相手、言動の具体的な内容、第三者の有無などについて記録を取っ
てください。そして、一人で悩んだり、我慢したりしないで、すぐに相
談しましょう。

（４）ハラスメントの相談
　（URL : https://www.beppu-u.ac.jp/life/advice/）

　本学は、ハラスメントの相談に応じるために、相談員を配置していま
す。相談員の氏名や連絡先は、毎年度の初めにホームページで公表して
います。対面だけの相談だけではなく、手紙や電話、メールによる相談
も受け付けています。相談員に相談しにくいときや、分からないことが
あるときは、大学事務局の学生課又は学生担当の学長補佐にご連絡くだ
さい。相談者の名誉やプライバシーを守りますので、安心してご相談く
ださい。

（５）ハラスメントへの対応
　本学は、ハラスメントの防止及びハラスメントが発生した場合に適切
に対応するため、その統括組織として「ハラスメント防止委員会」を設
置しています。
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　ハラスメントを受けたと感じた教職員及び学生等は、防止委員会に苦
情申立てをすることができます。
　防止委員会は、苦情申立てがあったときは、手続の選択等に必要な範
囲で事実確認を行い、苦情申立ての受理・不受理を決め、受理したとき
は、苦情申立人の希望を勘案し、適切な手続を開始します。
　防止委員会は、事実関係調査を行う場合は、別に調査委員会を設置し
ます。調査委員会は当事者からの事情聴取などを通じて事実関係を把握
し、防止委員会に報告します。防止委員会は、その調査結果に基づき、
ハラスメントの被害が広がらないよう、注意・警告、調停などの手続を行
います。また、調査の結果、ハラスメントが懲戒処分に相当する行為で
ある場合は、懲戒処分の手続の開始を理事長に具申することになります。

（６）ハラスメント防止宣言
　本学は、人間形成の場にふさわしい学園を目指し、他の人の人格を傷
つけ、不快感を与えるような言動を防止する決意を新たにし、次のハラ
スメント防止宣言を採択しています。

【学校法人別府大学ハラスメント防止宣言】
○学校法人別府大学は、ハラスメントが個人の人格や尊厳を傷つける

行為であることを深く認識し、決してハラスメントを許しません。
○学校法人別府大学は、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラ

スメントが発生した場合には、解決に向けて迅速に取り組みます。
○学校法人別府大学は、「ハラスメントをしない、させない、許さない、

そして見過ごさない」ことを宣言します。
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　ハラスメント以外でも「いやがらせ」を受けた場合には、学生課窓口
に申し出てください。直接に相談しにくいことや、学生生活を送るにあ
たって特に個人的に申し出たいことがあれば、学長補佐（学生担当）に
親書で連絡をとることもできます。

学長補佐（学生担当）
大　　　学　あて先　〒874－8501　別府市北石垣82　別府大学
　　　　　　　　学長補佐（学生担当）　　　岩　本　貴　光

　E-mail address　be-soudan@nm.beppu-u.ac.jp
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学 内 施 設 配 置 図
教育研究施設案内図
構内バリアフリーマップ
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■教育研究施設案内図　　
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■教育研究施設案内図　　
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－ 1 －

凡　例

多目的トイレ
非常口
ＡＥＤ

１号館 車椅子：全階層移動可
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１号館車椅子：全階層移動可
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－ 3 －

凡　例

非常口

２号館
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－ 5 －

凡　例

多目的トイレ
非常口

３号館 車椅子：２F学生食堂のみ入室可
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車椅子：２F学生食堂のみ入室可 ３号館
1 号館

2号館

3号館

4号館
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－ 7 －

凡　例

非常口

４号館 車椅子：２F・３F・４Fに18号館から入館可　階層の移動は不可
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車椅子：２F・３F・４Fに18号館から入館可　階層の移動は不可 ４号館
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４
号
館
へ

←
４
号
館
へ

18 号館（佐藤善詮記念館）

N

－ 9 －

凡　例

多目的トイレ
非常口
ＡＥＤ

18 号館（佐藤義詮記念館） 車椅子：全階層移動可

－ 136 －



１Ｆ

保健室
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

キャンパスショップ
スポーツ
振興会
役員室

文化会
役員室

ＡＴＭＥＬＶ

ＷＣ
男

ＷＣ
女

吹抜

廊下
ギャラリーホール

大学史展示室
資料
収蔵庫

←
４
号
館
へ ＷＣ

男
ＷＣ
女

２Ｆ

学生支援センター
（学生相談室）

アーカイブズセンター
収蔵庫
２

演習室
1831

作業室収蔵庫 1考古資料
保管庫１

ＷＣ
男

ＷＣ
女

３Ｆ

廊下

ラーニング・コモンズ

佐藤（晋）
1843

針谷
1844

演習室
1842

演習室
1841

考古資料
保管庫 2

ＷＣ
男

ＷＣ
女 倉

庫
２

倉
庫
１

４Ｆ

廊下

←
４
号
館
へ

←
４
号
館
へ

18 号館（佐藤善詮記念館）

N

－ 10 －

車椅子：全階層移動可 18 号館（佐藤義詮記念館）
1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 137 －



N

食品加工実習室
給食管理実習室

実習食堂・
演習室

ＷＣ女
１０２
衛藤

１０１
浜野
物品
保管庫

女子ロッカー室

男子ロッカー室

２号館
２Ｆ

１０３
東保

廊下

食品科学
実験室

１Ｆ

２０３
伊勢

２０２
田中（美）

バルコニー

バルコニー

第２美術教室 第１美術教室

ＷＣ
女

美術
準備室

２０１
伊藤（昭）ロッカー

スペース
２号館
３Ｆ

廊下

２Ｆ

ＷＣ
男

バルコニー

ＷＣ
女

６４教室

６３教室 ６２教室

６１教室
２号館
４Ｆ

廊下

３Ｆ

ＷＣ
男

23 号館

－ 11 －

凡　例

非常口
ＡＥＤ

23 号館 車椅子での入館不可

－ 138 －



N

食品加工実習室
給食管理実習室

実習食堂・
演習室

ＷＣ女
１０２
衛藤

１０１
浜野
物品
保管庫

女子ロッカー室

男子ロッカー室

２号館
２Ｆ

１０３
東保

廊下

食品科学
実験室

１Ｆ

２０３
伊勢

２０２
田中（美）

バルコニー

バルコニー

第２美術教室 第１美術教室

ＷＣ
女

美術
準備室

２０１
伊藤（昭）ロッカー

スペース
２号館
３Ｆ

廊下

２Ｆ

ＷＣ
男

バルコニー

ＷＣ
女

６４教室

６３教室 ６２教室

６１教室
２号館
４Ｆ

廊下

３Ｆ

ＷＣ
男

23 号館

－ 12 －

23 号館

車椅子での入館不可

1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 139 －



N

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

第１事務室

図書館

図書館へ

玄関・ﾎｰﾙ

応援室管理課
機械室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

ｾﾝﾀｰ用
倉庫

図書玄関

廊下

玄関
風除室
玄関
風除室

１Ｆ

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

第２事務室

閲覧室

開架書庫

階段Ｂ階段Ｂ

廊
下
階段Ａ

２Ｆ

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

ワロンルーム

閲覧室

開架書庫

階段Ｂ階段Ｂ

廊
下
階段Ａ

３Ｆ

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

書庫

針金
４１６

工藤（邦）
４１７

藤森
４１８

野尻
４１９

会議室
４１５

大田
４１３

小池
４１２

松﨑
４１１

阿部（淳）
４１０

内山
４０９

姚
４０８

高木（伸）
４０７

廊下

松田（美）
４０６

岡本（昭）
４０５

小野貴史
４０３

南
４０１

佐藤（孝）
４０２

階段Ｂ階段Ｂ 廊下

４Ｆ

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

書庫

甲元
５１２

渡邉（晴）
５１３

阿南
５１５

落合
５１６

佐々木
５１０

古川
５０９

511
会議室

520
会議室

森脇
５０８

久保田
５０７

廊下

谷川
５０６

石川（千）
５０５

篠﨑（大）
５０３

楢崎
５０１

25号館へ ←

金
５０２

階段Ｂ階段Ｂ 廊下

５Ｆ

ＥＶ

第１応接室第２応接室理事長室

総務課

理事室

経理課

第３
応接室

法人事務
局長室

湯沸室

資料室

廊下

コピー室女子
更衣
室

男子
更衣
室

62会議室

電話
交換室

階段Ｂ階段Ｂ 廊下

６Ｆ

ＥＶ機械室

ＤＮＵＰ

屋上
７０３

倉庫
2
 702

倉庫 1 701

ﾎﾟﾝﾌﾟ
室

階段Ｂ階段Ｂ
廊下

屋上

２４号館　１～３F 

－ 13 －

凡　例

非常口

24 号館 車椅子：⬆から入館可　図書館と全階層に移動可

－ 140 －



N

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

第１事務室

図書館

図書館へ

玄関・ﾎｰﾙ

応援室管理課
機械室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

ｾﾝﾀｰ用
倉庫

図書玄関

廊下

玄関
風除室
玄関
風除室

１Ｆ

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

第２事務室

閲覧室

開架書庫

階段Ｂ階段Ｂ

廊
下
階段Ａ

２Ｆ

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

ワロンルーム

閲覧室

開架書庫

階段Ｂ階段Ｂ

廊
下
階段Ａ

３Ｆ

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

書庫

針金
４１６

工藤（邦）
４１７

藤森
４１８

野尻
４１９

会議室
４１５

大田
４１３

小池
４１２

松﨑
４１１

阿部（淳）
４１０

内山
４０９

姚
４０８

高木（伸）
４０７

廊下

松田（美）
４０６

岡本（昭）
４０５

小野貴史
４０３

南
４０１

佐藤（孝）
４０２

階段Ｂ階段Ｂ 廊下

４Ｆ

ﾘﾌﾄ

ＥＶ

書庫

甲元
５１２

渡邉（晴）
５１３

阿南
５１５

落合
５１６

佐々木
５１０

古川
５０９

511
会議室

520
会議室

森脇
５０８

久保田
５０７

廊下

谷川
５０６

石川（千）
５０５

篠﨑（大）
５０３

楢崎
５０１

25号館へ ←

金
５０２

階段Ｂ階段Ｂ 廊下

５Ｆ

ＥＶ

第１応接室第２応接室理事長室

総務課

理事室

経理課

第３
応接室

法人事務
局長室

湯沸室

資料室

廊下

コピー室女子
更衣
室

男子
更衣
室

62会議室

電話
交換室

階段Ｂ階段Ｂ 廊下

６Ｆ

ＥＶ機械室

ＤＮＵＰ

屋上
７０３

倉庫
2
 702

倉庫 1 701

ﾎﾟﾝﾌﾟ
室

階段Ｂ階段Ｂ
廊下

屋上

２４号館　１～３F 

－ 14 －

車椅子：⬆から入館可　図書館と全階層に移動可 24 号館
1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 141 －



N

ＵＰ

ＵＰ

幼児・児童教育
研究センター

初等教育科
事務室

ＷＣ
女

手洗場

湯沸室

湯沸室

湯沸室

湯沸室

学生ホール

玄関・廊下
１Ｆ

ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＵＰＵＰ
ＤＮ

廊下

和　室
飯坂
２２２

岩本
２２１

教室
２２０

２Ｆ

ＤＮ ＵＰ ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＷＣ
女
ＷＣ
女

ＵＰＵＰ
ＤＮ

廊下

友永
３２６

白峰
３２５

齊藤（範）
３２３

野村
３２２

渡邉（は）
３２１

教室
３２０

３Ｆ

ＤＮ ＵＰ ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＷＣ
女
ＷＣ
女

４Ｆ

ＵＰＵＰ
ＤＮ

廊下

河野（豊）
４２６

橋本
４２５

山野
４２３

三宮
４２２

是永
４２１

教室
４２０

ＤＮ ＵＰ ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＷＣ
女
ＷＣ
女

ＵＰＵＰ
ＤＮ

廊下

秦
５２６

渡海
５２５

浅野
５２３

松田（清）
５２２同窓会本部

ｵｶﾅ･
ﾄﾏｰｽ
５２１

ＤＮ ＵＰ

２４号館５Ｆへ

５Ｆ

ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＷＣ
女
ＷＣ
女

－ 15 －

凡　例

非常口

25 号館　研究棟 車椅子での入館不可

－ 142 －



N

ＵＰ

ＵＰ

幼児・児童教育
研究センター

初等教育科
事務室

ＷＣ
女

手洗場

湯沸室

湯沸室

湯沸室

湯沸室

学生ホール

玄関・廊下
１Ｆ

ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＵＰＵＰ
ＤＮ

廊下

和　室
飯坂
２２２

岩本
２２１

教室
２２０

２Ｆ

ＤＮ ＵＰ ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＷＣ
女
ＷＣ
女

ＵＰＵＰ
ＤＮ

廊下

友永
３２６

白峰
３２５

齊藤（範）
３２３

野村
３２２

渡邉（は）
３２１

教室
３２０

３Ｆ

ＤＮ ＵＰ ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＷＣ
女
ＷＣ
女

４Ｆ

ＵＰＵＰ
ＤＮ

廊下

河野（豊）
４２６

橋本
４２５

山野
４２３

三宮
４２２

是永
４２１

教室
４２０

ＤＮ ＵＰ ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＷＣ
女
ＷＣ
女

ＵＰＵＰ
ＤＮ

廊下

秦
５２６

渡海
５２５

浅野
５２３

松田（清）
５２２同窓会本部

ｵｶﾅ･
ﾄﾏｰｽ
５２１

ＤＮ ＵＰ

２４号館５Ｆへ

５Ｆ

ＷＣ
男
ＷＣ
男

ＷＣ
女
ＷＣ
女

－ 16 －

車椅子での入館不可 25 号館　研究棟
1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 143 －



院生
研究室
２

院生図書室
１

院生
研究室
１

院生
研究室
３

演習室
５・６

院生図書室
２

演習室
１

演習室
２

演習室
３

演習室
４

演習室
７講師

控室
院生
研究室
５

院生
研究室
４ＵＰ

１Ｆ

ﾎｰﾙ・廊下

ＷＣ男ＷＣ女

ＵＰ

湯沸

３－２２

３－２５
（図書室）

事務室３－２１

３－２４
３－２３

田中
２２６

福西
２２７

２２９
倉庫
２２８

２Ｆ

廊　下

風
除
室

玄関ﾎｰﾙﾎｰﾙ・廊下

ＷＣ男ＷＣ女

ＵＰ

湯沸

ＤＮ
ＵＰ

ロッカー

応接

机机机机

３－３１３－３２

３－３５３－３４

３－３３

資
料
室

３Ｆ

廊　下

廊　下

吹抜ﾎｰﾙ・廊下

ＷＣ男ＷＣ女

ＵＰ

湯沸ＤＮ

ＤＮ

資料室 337

－ 17 －

凡　例

非常口
ＡＥＤ

31 号館 車椅子での入館不可

－ 144 －



院生
研究室
２

院生図書室
１

院生
研究室
１

院生
研究室
３

演習室
５・６

院生図書室
２

演習室
１

演習室
２

演習室
３

演習室
４

演習室
７講師

控室
院生
研究室
５

院生
研究室
４ＵＰ

１Ｆ

ﾎｰﾙ・廊下

ＷＣ男ＷＣ女

ＵＰ

湯沸

３－２２

３－２５
（図書室）

事務室３－２１

３－２４
３－２３

田中
２２６

福西
２２７

２２９
倉庫
２２８

２Ｆ

廊　下

風
除
室

玄関ﾎｰﾙﾎｰﾙ・廊下

ＷＣ男ＷＣ女

ＵＰ

湯沸

ＤＮ
ＵＰ

ロッカー

応接

机机机机

３－３１３－３２

３－３５３－３４

３－３３

資
料
室

３Ｆ

廊　下

廊　下

吹抜ﾎｰﾙ・廊下

ＷＣ男ＷＣ女

ＵＰ

湯沸ＤＮ

ＤＮ

資料室 337

－ 18 －

車椅子での入館不可 31 号館
1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 145 －



ＵＰ

ＵＰ

入試広報課

ポーチ

学生ホール

ＷＣ男

ＷＣ女

コ
イ
ン

ロ
ッ
カ
ー

ＷＣ男

ＷＣ女

１Ｆ

EVEV

ＷＣ男

ＷＣ女

ＷＣ男

ＷＣ女

ＷＣ
男

ＷＣ女

講義室
２１０

日本語教育
研究センター
教員室

（207演習室）

演習室
206

演習室
205

演習室
204

演習室
203

演習室
202

演習室
201 講義室

２００

廊　下

ＤＮ

ＵＰ

２Ｆ

ＤＮ

ＵＰ

EVEV

講義室
３１０

304

303

学長補佐室
（入試）
学長補佐室
（大学学生）

講義室
３００

廊　下

ＤＮ

ＵＰ

３Ｆ

ＤＮ

ＵＰ

EVEV

大講義室
４００

廊　下

ＤＮ

ＵＰ

４Ｆ

ＤＮ

ＵＰ

EVEV

EVEV

大講義室
５００

廊　下

５Ｆ

ＤＮ

ＵＰ

１号館３Ｆへ
　　↑

34号館へ

１号館４Ｆへ
↑

－ 19 －

凡　例

多目的トイレ
非常口
ＡＥＤ

32 号館 車椅子：全階層移動可

－ 146 －



ＵＰ

ＵＰ

入試広報課

ポーチ

学生ホール

ＷＣ男

ＷＣ女

コ
イ
ン

ロ
ッ
カ
ー

ＷＣ男

ＷＣ女

１Ｆ

EVEV

ＷＣ男

ＷＣ女

ＷＣ男

ＷＣ女

ＷＣ
男

ＷＣ女

講義室
２１０

日本語教育
研究センター
教員室

（207演習室）

演習室
206

演習室
205

演習室
204

演習室
203

演習室
202

演習室
201 講義室

２００

廊　下

ＤＮ

ＵＰ

２Ｆ

ＤＮ

ＵＰ

EVEV

講義室
３１０

304

303

学長補佐室
（入試）
学長補佐室
（大学学生）

講義室
３００

廊　下

ＤＮ

ＵＰ

３Ｆ

ＤＮ

ＵＰ

EVEV

大講義室
４００

廊　下

ＤＮ

ＵＰ

４Ｆ

ＤＮ

ＵＰ

EVEV

EVEV

大講義室
５００

廊　下

５Ｆ

ＤＮ

ＵＰ

１号館３Ｆへ
　　↑

34号館へ

１号館４Ｆへ
↑

－ 20 －

車椅子：全階層移動可 32 号館
1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 147 －



１Ｆ

ＵＰ

ＵＰ

館長
室

玉川
131

コピー室 機械室

給
湯
室

保存
科学室

荷解き室
上野
132

篠﨑
（悠）
133 134 135

渡辺
（智）
136 事務室

実習室２

実習室３

実習室１

保存
修復室分析室

倉庫 倉庫

玄関・廊下

ＷＣ男

ＷＣ女

スロープ

ＥＶＥＶ

ＵＰ

２Ｆ

ＵＰ

特別
収蔵庫

展示ホール

収蔵庫

常設展示室

廊下

ＷＣ
男

ＷＣ
女

ＥＶＥＶ

賀川
文庫

文化財
研究所

アジア歴史
文化研究所

資料室１

廊下

倉庫

ＥＶＥＶ ＤＮ

３Ｆ

３３号館
歴史文化総合研究センター

－ 21 －

凡　例

多目的トイレ
非常口
ＡＥＤ

33 号館　歴史文化総合研究センター
車椅子：全階層移動可

－ 148 －



１Ｆ

ＵＰ

ＵＰ

館長
室

玉川
131

コピー室 機械室

給
湯
室

保存
科学室

荷解き室
上野
132

篠﨑
（悠）
133 134 135

渡辺
（智）
136 事務室

実習室２

実習室３

実習室１

保存
修復室分析室

倉庫 倉庫

玄関・廊下

ＷＣ男

ＷＣ女

スロープ

ＥＶＥＶ

ＵＰ

２Ｆ

ＵＰ

特別
収蔵庫

展示ホール

収蔵庫

常設展示室

廊下

ＷＣ
男

ＷＣ
女

ＥＶＥＶ

賀川
文庫

文化財
研究所

アジア歴史
文化研究所

資料室１

廊下

倉庫

ＥＶＥＶ ＤＮ

３Ｆ

３３号館
歴史文化総合研究センター

－ 22 －

車椅子：全階層移動可
33 号館　歴史文化総合研究センター

1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 149 －



EV

115 114 113 112 111
教室 教室 教室 教室 教室

学長補佐
（就職）室

相談室

相談室 応接室

キャリア
支援センター

玄関

廊下

１F

EV

教室
212

教室
213

教室
214

教室
215

教室
211

２F

廊下

廊下

ＷＣ男
ＷＣ女

EV

312313314315

311

教室教室教室教室

教室

３F

廊下

廊下

ＷＣ男
ＷＣ女

廊下

EV
ホール

EV

教室
412

教室
414

教室
413

教室
411

４F

廊下

廊下

ＷＣ
男 ＷＣ女

廊下

EV
ホール

ＷＣ
男 ＷＣ女

EV

廊下

相談室
521

矢島
522

　
523

日和
524

櫻田
525

石川（須）
526

榊原
527

上野（智）
528

針塚
529

西村
530

尾口
531

長尾
532

今尾
539

齊藤（哲）
538

三重野
537

樋園
536

木村聡
535

川崎
534

田邉
533

心理学実験・
実習室

５F

ＷＣ男 ＷＣ女

廊下

コピー室

給湯室

心理学準備室
心理学小実験室

EV
ホール

地域社会研究センター資料室
教職課程（ポートフォリオ保管室）32号館へ

－ 23 －

凡　例

多目的トイレ
非常口
ＡＥＤ

34 号館 車椅子：全階層移動可

－ 150 －



EV

115 114 113 112 111
教室 教室 教室 教室 教室

学長補佐
（就職）室

相談室

相談室 応接室

キャリア
支援センター

玄関

廊下

１F

EV

教室
212

教室
213

教室
214

教室
215

教室
211

２F

廊下

廊下

ＷＣ男
ＷＣ女

EV

312313314315

311

教室教室教室教室

教室

３F

廊下

廊下

ＷＣ男
ＷＣ女

廊下

EV
ホール

EV

教室
412

教室
414

教室
413

教室
411

４F

廊下

廊下

ＷＣ
男 ＷＣ女

廊下

EV
ホール

ＷＣ
男 ＷＣ女

EV

廊下

相談室
521

矢島
522

　
523

日和
524

櫻田
525

石川（須）
526

榊原
527

上野（智）
528

針塚
529

西村
530

尾口
531

長尾
532

今尾
539

齊藤（哲）
538

三重野
537

樋園
536

木村聡
535

川崎
534

田邉
533

心理学実験・
実習室

５F

ＷＣ男 ＷＣ女

廊下

コピー室

給湯室

心理学準備室
心理学小実験室

EV
ホール

地域社会研究センター資料室
教職課程（ポートフォリオ保管室）32号館へ

－ 24 －

車椅子：全階層移動可 34 号館
1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 151 －



給食経営管理
実習室

女子更衣室

玄関
廊下

事務室

調理実習室

調理実習準備室

実習食堂

梅
木
101

津
田
102く

つ
箱

男
子
更
衣
室

男
子
更
衣
室

１Ｆ

給食経営管理準備室

食品加工準備室

食品加工
実習室

栄養教育
実習室

栄養教育準備室栄養教育準備室

栄養指導演習室
中村
２０４
平川
２０３
高松
２０２

田崎
２０１

廊
下

２Ｆ

精密機器室

準
備
室

理
化
学

理化学
実験室

微生物
実験室

微生物準備室

動物実験室

標本室 木村（靖）
３０４
宮戸
３０３
仙波
３０２

吉田
３０１

廊
下

３Ｆ

前
室 ｸﾘｰﾝ

ﾙｰﾑ

健康科学
実験室

生理学
実験室

臨床栄養
実習室

大学院
総合実験室

大学院生研究室大学院生研究室

廊
下

４Ｆ

細
胞
培
養
室

401

吉
村
（良）

３５号館

非常口非常口

非常口非常口非常口非常口
ＷＣ女

ＷＣ男ＷＣ男

ＷＣ女
ＷＣ男ＷＣ男

非常口非常口

36号館へ
←

－ 25 －

凡　例

非常口
ＡＥＤ

35 号館　食物栄養科学部棟（食物栄養学科）

－ 152 －



給食経営管理
実習室

女子更衣室

玄関
廊下

事務室

調理実習室

調理実習準備室

実習食堂

梅
木
101

津
田
102く

つ
箱

男
子
更
衣
室

男
子
更
衣
室

１Ｆ

給食経営管理準備室

食品加工準備室

食品加工
実習室

栄養教育
実習室

栄養教育準備室栄養教育準備室

栄養指導演習室
中村
２０４
平川
２０３
高松
２０２

田崎
２０１

廊
下

２Ｆ

精密機器室

準
備
室

理
化
学

理化学
実験室

微生物
実験室

微生物準備室

動物実験室

標本室 木村（靖）
３０４
宮戸
３０３
仙波
３０２

吉田
３０１

廊
下

３Ｆ

前
室 ｸﾘｰﾝ

ﾙｰﾑ

健康科学
実験室

生理学
実験室

臨床栄養
実習室

大学院
総合実験室

大学院生研究室大学院生研究室

廊
下

４Ｆ

細
胞
培
養
室

401

吉
村
（良）

３５号館

非常口非常口

非常口非常口非常口非常口
ＷＣ女

ＷＣ男ＷＣ男

ＷＣ女
ＷＣ男ＷＣ男

非常口非常口

36号館へ
←

－ 26 －

35 号館　食物栄養科学部棟（食物栄養学科）
1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 153 －



ＥＶ

ＵＰ

控室
事務室

非常勤講師

１０２

1Ｆ

教　室
１２１

厨　房

前室

階段室
ポンプポンプ

機械室

廊下

玄関・廊下女子更衣室

男子更衣室

学生食堂
（Ｂ’ｓキッチン３６）

ＷＣ女

更衣更衣Ｗ．Ｃ．Ｗ．Ｃ．

ＷＣ男

ＷＣ

ＥＶ

２Ｆ

教　室
２２１

教　室
２２２

生化学準備室 分析化学準備室分析化学準備室

生化学実験室

階段室

廊　下

分析化学実験室

ＷＣ女 ＷＣ男

ＥＶ

３Ｆ

３０３
３０２３０１発酵食品製

造学準備室

発酵食品
製造学
実験室

微生物工学準備室微生物工学準備室 食品衛生学準備室食品衛生学準備室

微生物工学実験室

階段室

廊　下

食品衛生学実験室

ＥＶ

４Ｆ

藤原
４０２

大坪（素）
４０１教室

４２１

生体機能分子学準備室細胞工学準備室醸造環境学準備室 生体機能分子学準備室

生体機能
分子学
実験室

細胞工学準備室醸造環境学準備室

醸造環境学
実験室

階段室

廊　下

細胞工学
実験室

ＷＣ
男

ＷＣ
女

ＥＶ

５Ｆ

齋藤（圭）
５２６

坂本
５２５

陶山
５２４

演習室
５２１

香料学
実験室

演習室
５２３

ホール

※増築予定範囲

階段室

倉庫屋
外
階
段

廊下

廊　下

ＷＣ
男

ＷＣ
女

３６号館１～２Ｆ

35号館へ
→

－ 27 －

凡　例

多目的トイレ
非常口
ＡＥＤ

36 号館　食物栄養科学部棟（発酵食品学科）

－ 154 －



ＥＶ

ＵＰ

控室
事務室

非常勤講師

１０２

1Ｆ

教　室
１２１

厨　房

前室

階段室
ポンプポンプ

機械室

廊下

玄関・廊下女子更衣室

男子更衣室

学生食堂
（Ｂ’ｓキッチン３６）

ＷＣ女

更衣更衣Ｗ．Ｃ．Ｗ．Ｃ．

ＷＣ男

ＷＣ

ＥＶ

２Ｆ

教　室
２２１

教　室
２２２

生化学準備室 分析化学準備室分析化学準備室

生化学実験室

階段室

廊　下

分析化学実験室

ＷＣ女 ＷＣ男

ＥＶ

３Ｆ

３０３
３０２３０１発酵食品製

造学準備室

発酵食品
製造学
実験室

微生物工学準備室微生物工学準備室 食品衛生学準備室食品衛生学準備室

微生物工学実験室

階段室

廊　下

食品衛生学実験室

ＥＶ

４Ｆ

藤原
４０２

大坪（素）
４０１教室

４２１

生体機能分子学準備室細胞工学準備室醸造環境学準備室 生体機能分子学準備室

生体機能
分子学
実験室

細胞工学準備室醸造環境学準備室

醸造環境学
実験室

階段室

廊　下

細胞工学
実験室

ＷＣ
男

ＷＣ
女

ＥＶ

５Ｆ

齋藤（圭）
５２６

坂本
５２５

陶山
５２４

演習室
５２１

香料学
実験室

演習室
５２３

ホール

※増築予定範囲

階段室

倉庫屋
外
階
段

廊下

廊　下

ＷＣ
男

ＷＣ
女

３６号館１～２Ｆ

35号館へ
→

－ 28 －

36 号館　食物栄養科学部棟（発酵食品学科）
1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 155 －



ＷＣ女ＷＣ男ＥＶ

１Ｆ

機械室

廊下

倉　庫

前室

音声
スタジオ

教材製作
スタジオ２

教材製作
スタジオ１

ＭＣ１演習室

映像編集室

映像スタジオ

ＥＶ

２Ｆ

事務室

大学事務局倉庫

メディアプラザ
（ＭＣ２）

入試広報
事務局倉庫

玄関
ポーチ

←
1号館へ

ＥＶ
ＷＣ女ＷＣ男

３Ｆ

倉庫

ＭＣ３演習室

ＭＣ４演習室

廊下

ＥＶ

ＷＣ女
ＷＣ男

４Ｆ

控室

操作室

メディアホール

廊下

39号館
3Ｆ

－ 29 －

凡　例

多目的トイレ
非常口
ＡＥＤ

37 号館　メディア教育・研究センター
車椅子：全階層移動可

－ 156 －



ＷＣ女ＷＣ男ＥＶ

１Ｆ

機械室

廊下

倉　庫

前室

音声
スタジオ

教材製作
スタジオ２

教材製作
スタジオ１

ＭＣ１演習室

映像編集室

映像スタジオ

ＥＶ

２Ｆ

事務室

大学事務局倉庫

メディアプラザ
（ＭＣ２）

入試広報
事務局倉庫

玄関
ポーチ

←
1号館へ

ＥＶ
ＷＣ女ＷＣ男

３Ｆ

倉庫

ＭＣ３演習室

ＭＣ４演習室

廊下

ＥＶ

ＷＣ女
ＷＣ男

４Ｆ

控室

操作室

メディアホール

廊下

39号館
3Ｆ

－ 30 －

車椅子：全階層移動可
37 号館　メディア教育・研究センター

1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館

－ 157 －



風除室

玄関口

ＥＶ
ＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

ラーニング
・コモンズ
（学習室）

ラーニング
・コモンズ
（図書館）

１Ｆ

WC
男

WC女

WC

ポンプ室

玄関・廊下（含EV側）

ＥＶＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

所長室

教員
控室

教室２

視聴学習室
図　書　室

教室１
２Ｆ

放送大学
WC男

WC女WC女

事務室受
付

コインロッカー

掲
示
板

教
務
掲
示
板

倉
庫
・
資
料
室

多
目
的
室
・

　学生
控
室

渡り廊下

ＥＶＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

3934 教室3933教室

3932教室3931教室

３Ｆ

WC男

WC
女
WC
女

廊下

3935
演習室

渡り廊下

３７号館
３Fへ

ＥＶＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

39511

39510
宿

39509
田沼
39508
森

39507
中山（昭）

39506
鄭

39505
阿部
（博）

39504
髙木
（正）

会議室3953
河合

3952
演習室

3951
演習室

395033950239501
鈴木

５Ｆ

WC男

WC
女
WC
女

廊下

渡り廊下

ＥＶＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

3945 教室3944教室

3943教室3942教室3941教室

４Ｆ

WC男

WC
女
WC
女

廊下

3946
演習室

渡り廊下

３９号館１・２F

－ 31 －

凡　例

多目的トイレ
非常口
ＡＥＤ

39 号館
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風除室

玄関口

ＥＶ
ＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

ラーニング
・コモンズ
（学習室）

ラーニング
・コモンズ
（図書館）

１Ｆ

WC
男

WC女

WC

ポンプ室

玄関・廊下（含EV側）

ＥＶＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

所長室

教員
控室

教室２

視聴学習室
図　書　室

教室１
２Ｆ

放送大学
WC男

WC女WC女

事務室受
付

コインロッカー

掲
示
板

教
務
掲
示
板

倉
庫
・
資
料
室

多
目
的
室
・

　学生
控
室

渡り廊下

ＥＶＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

3934 教室3933教室

3932教室3931教室

３Ｆ

WC男

WC
女
WC
女

廊下

3935
演習室

渡り廊下

３７号館
３Fへ

ＥＶＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

39511

39510
宿

39509
田沼
39508
森

39507
中山（昭）

39506
鄭

39505
阿部
（博）

39504
髙木
（正）

会議室3953
河合

3952
演習室

3951
演習室

395033950239501
鈴木

５Ｆ

WC男

WC
女
WC
女

廊下

渡り廊下

ＥＶＥＶ
ﾎｰﾙ

屋内避難階段屋内避難階段

3945 教室3944教室

3943教室3942教室3941教室

４Ｆ

WC男

WC
女
WC
女

廊下

3946
演習室

渡り廊下

３９号館１・２F

－ 32 －

39 号館
1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館
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③号館　④号館　　号館はエレベータが無いので移動できる階層が
限られます。

■剣志寮

33

31

38

32

35

34 ４

24

24

２

23

26

28

19

14３

36

37

39

１

18

25

25

号館と１階図書館へは　　から車椅子で入館出来ます※要補助。
各館連絡通路は段差とドアがありますが車椅子の移動は可能です。

図書館

学食のみ

５Ｆ
のみ

■グラウンド

テラス

■警備員
　控室

事務室

■車椅子専用
駐車場

■車椅子専用
駐車場

■第一体育館

■剣道場

■武道場

■香りの博物館

■附属幼稚園

■第二体育館

■ファンヴィレッヂ寮

■正門

21

駐輪場
■

■サークルハウス

■構内バリアフリーマップ

■AED

凡　例

凡　例

■階段

■段差

■連絡通路 車椅子移動可

■駐車場

■多目的トイレ

■車椅子移動可能域

■車椅子入館可能施設 ★

★■事務室

■傾斜
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③号館　④号館　　号館はエレベータが無いので移動できる階層が
限られます。

■剣志寮

33

31

38

32

35

34 ４

24

24

２

23

26

28

19

14３

36

37

39

１

18

25

25

号館と１階図書館へは　　から車椅子で入館出来ます※要補助。
各館連絡通路は段差とドアがありますが車椅子の移動は可能です。

図書館

学食のみ

５Ｆ
のみ

■グラウンド

テラス

■警備員
　控室

事務室

■車椅子専用
駐車場

■車椅子専用
駐車場

■第一体育館

■剣道場

■武道場

■香りの博物館

■附属幼稚園

■第二体育館

■ファンヴィレッヂ寮

■正門

21

駐輪場
■

■サークルハウス

■構内バリアフリーマップ

■AED

凡　例

凡　例

■階段

■段差

■連絡通路 車椅子移動可

■駐車場

■多目的トイレ

■車椅子移動可能域

■車椅子入館可能施設 ★

★■事務室

■傾斜

33

31

38

32

35

34

４

24

２

23

26

28

21

19

14

３

36

37

39

１

18

25

■グラウンド

■剣志寮

■武道館

■剣道場

テラス

■第一体育館

駐輪場
■

■大分香りの博物館

■附属幼稚園

■第二体育館

■ファンヴィレッヂ寮

■サークルハウス

■正門

■学内施設配置図

■警備員
　控室

1 号館

2号館

3号館

4号館

18号館

23号館

24号館

25号館

31号館

32号館

33号館

34号館

35号館

36号館

37号館

39号館
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学 　 年 　 暦
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2024年度　　学　年　暦
文　学　部・食物栄養科学部・国際経営学部

［前　期］

日 月 火 水 木 金 土

４ 　	 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

５ 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31	

６ 　	 　	 　	 　	 　	 　	 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

日 月 火 水 木 金 土

７ 　	 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

８ 　	 　	 　	 　	 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

９ 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

在学生
オリエン

テーション

在学生 Web
履修登録締切

新入生オリエンテーション

入学式 サークル
紹介

前期
開講

新入生
Web履修
登録締切

月曜
授業

土曜
授業

体育祭

月曜
授業

集中・補講

期末試験

期末試験 期末試験
予備日

夏期休業
 → 9/16

集中講義

Web
成績発表

集中講義

前期卒業式
在学生履修
変更締切

後期入学式
新入生オリエ
ンテーション

後期
開講

月曜
授業

新入生
履修登録

締切
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2024年度　　学　年　暦
文　学　部・食物栄養科学部・国際経営学部

［後　期］

日 月 火 水 木 金 土

10 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

11 　	 　	 　	 　	 　	 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

12 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

１ 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31	

２ 　	 　	 　	 　	 　	 　	 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

３ 　	 　	 　	 　	 　	 　	 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

大学祭

大学祭 大学祭
片付

月曜
授業

土曜
授業

土曜
授業

２５日午後 ~ 集中・補講
冬期休業 12/26 → 1/5

講義
再開

月曜
授業

土曜
授業

共通テスト

共通テスト 集中・補講 期末試験

期末試験
期末試験
予備日

春期休業
 →

卒業予定者
web成績発表

在学生
Web

成績発表

卒業式
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